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はじめに 
 

枚方市教育委員会 

教育長 奈良 渉 

 

 

 

平成 30 年度においては、６月の大阪府北部地震及び９月の台風21号の

影響により、保護者及び地域住民の方々には、本市教育行政において、多

大なるご理解とご協力をいただきました。おかげさまで、学校園施設等に

おいて様々な被害を受けたことによる修理・修繕事業を迅速に対応・改善

に取り組むことができましたことにお礼を申し上げます。 

 

枚方市教育委員会では、枚方市教育大綱で定められている、本市教育 

行政の目標や施策の根本となる３つの方針を踏まえた枚方市教育振興基

本計画を策定し、教育目標として「学びあい、つながりあい、一人ひとり

の未来をひらく～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性

を最大限に伸ばす～ 」を掲げ、本市がめざすべき教育を実現するため、 

「確かな学びと自立を育む教育の充実」をはじめとした10の基本方策を 

推進しています。 

令和元年度（2019年度）は、少子化の進行、核家族化や男女共同参画

社会の進展、ひとり親家庭の増加など、子育て支援が多様化する中で、幼

児教育の充実において、幼保連携のもと「３歳児保育事業」を新たに取り

組みとして進めてまいります。 

学校園においては、確かな学びと自立を育む教育の充実に向けた「学力

向上」において、授業改善や家庭学習の充実に継続して取り組むとともに、

豊かな心と健やかな体を育む教育の充実に基づく「体力向上」の取り組み

を推進していきます。また、平成 30年度から実施しました、学校運営に

保護者や地域住民が参画する「コミュニティ・スクール」の拡充を進め、

「地域とともにある学校づくり」を推進してまいります。 

 

 この冊子は、本市教育委員会の概要及び令和元年度（2019 年度）事業

の取り組みや、平成 30 年度事業の取り組み実績等をまとめたもので、本

市の教育行政をご理解いただくための資料として、ご活用いただければ幸

いです。  

 

 

 

 

令和元年（2019年）９月 
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第１章 教育委員会の概要 

本 編 



学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく 

～自立、協働、創造に向けた主体的な学びを支え、可能性を最大限に伸ばす～ 

（１）枚方市教育大綱

平成 27年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、地方公共団体の

長は、教育の総合的な施策について、その目標や根本となる方針を定める「大綱」を策定する

こととされました。 

枚方市では、同法第１条の３第１項の規定に基づき、市長が教育委員と総合教育会議におい

て協議し「枚方市教育大綱」を策定しています。 

枚方市教育大綱では、本市教育行政の目標や施策の根本となる３つの方針を定めています。 

◇教育行政の方針

（２）枚方市教育振興基本計画

市教育委員会では、第５次枚方市総合計画、枚方市教育大綱を踏まえ、枚方市教育振興基本

計画を策定しています。計画では、本市教育のめざすべき教育、教育目標を設定し、取り組み

の基本的な方向性を示す 10の基本方策を定めています。 

◇教育目標

１．教育行政の方針と教育目標 

方針Ⅰ

知・徳・体の調和のとれた生きる力を育み、子どもたちの未来への可能性を最大限

に伸ばす学校教育を充実させます。 

方針Ⅱ 

 子どもたちが学ぶ楽しさを感じながら、安全に安心して生き生きと学校での生活を

送れるよう学びのセーフティーネットを構築するとともに、教育環境を充実させま

す。 

方針Ⅲ 

学びの機会の提供や、知の源泉となる図書館の充実、文化・芸術・歴史・スポーツ

に親しめる環境づくりなど、人とまちを支える社会教育を推進します。 
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◇基本方策

■枚方市教育大綱等と枚方市教育振興基本計画の体系図

基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 

基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 

基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 

基本方策５ 幼児教育の充実 

基本方策６ 地域とともにある学校づくりの推進 

基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 

基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 

基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提供と図書館の充実 

基本方策10 文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づくりの推進 
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（１）教育委員会制度

教育委員会は､地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき､教育委員会の代表者であ

る教育長と４人の非常勤の教育委員をもって組織される合議制の執行機関です。 

教育委員会制度は、見識を有する一般人（レイマン）である教育委員と教育長の合議により、

教育行政に関する基本方針等を決定し、これを受け、教育長が教育委員会事務局を統括して、

執行するしくみとなっています。 

■教育委員会の組織（イメージ）

（２）総合教育会議

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市長と教育委員会で構成する「総合教

育会議」を設置しています。 

総合教育会議では、（１）教育に関する「大綱」の策定、（２）教育の諸条件の整備その他

の教育の振興を図るため重点的に講ずべき施策、（３）児童、生徒等の生命または身体に被害

が生ずるなどの緊急の場合に講ずべき措置について、市長と教育委員会が協議・調整を行いま

す。 

■総合教育会議（イメージ）

２．教育委員会制度の概要 
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教育長は、市長の被選挙権を有し、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうち

から、市長が議会の同意を得て任命します。教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会

を代表します。教育長は常勤で、任期は３年です。 

教育委員は、市長の被選挙権を有し、人格が高潔で、教育、学術、文化に関し識見を有する

もののうちから、市長が議会の同意を得て任命します。委員は非常勤で、任期は４年です。 

■教育長と教育委員名簿 （令和元年（2019年）５月１日現在） 

  職 名 氏 名 任 期 

教 育 長 奈 良    渉 平成31年４月１日～令和４年（2022年）３月31日 

教育委員 神 田 裕 史 平成29年４月１日～令和３年（2021年）３月31日 

教育委員 橋 野 陽 子 平成28年４月１日～令和２年（2020年）３月31日 

教育委員 谷 元 紀 之 平成31年４月１日～令和５年（2023年）３月31日 

教育委員 近 藤    孝 平成30年４月１日～令和４年（2022年）３月31日 

■教育委員会の活動状況

巻末の「教育に関する事務の点検及び評価報告書（平成 30年度事業分）」の 53ページをご

覧ください。 

教育委員会は、教育委員会の会議において、教育行政に関する基本方針をはじめ、重要事項

を決定しています。教育委員会の会議は、毎月１回開催する定例会と必要に応じて開催する臨

時会などがあります。 

■平成 30年度教育委員会の会議の開催状況

会議の種別 実施回数 

教育委員会定例会 12回 

教育委員会協議会 13回 

※開催状況の詳細については、巻末の「教育に関する事務の点検及び評価報告書（平成 30年

度事業分）」の 52ページから 53ページをご覧ください。

３．教育長と教育委員 

４．教育委員会の会議 
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（令和元年（2019年）５月１日現在）

学 校 規 模 調 整 課

指定管理者制度を導
入している教育機関

 ＜共同調理場４か所、単独（小学校附設）調理場 26か所＞

社
会
教
育
部

 ＜小学校45校、中学校19校、幼稚園７園＞

教
育
委
員
会

蹉 跎 図 書 館

ス ポ ー ツ 振 興 課

学
校
教
育
部

お い し い 給 食 課

教 育 指 導 課

教 育 研 修 課

教 職 員 課

総
合
教
育
部

学 務 課

児 童 生 徒 支 援 室

ま な び 舎 整 備 室

教 育 政 策 課

事
務
局

枚 方 宿 鍵 屋 資 料 館

渚 市 民 体 育 館

伊 加 賀 ス ポ ー ツ セ ン タ ー

サプリ村野スポーツセンター

野 外 活 動 セ ン タ ー

分室10か所

総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー

津 田 図 書 館

中　央  図  書  館

牧 野 図 書 館

社 会 教 育 課

御 殿 山 図 書 館

放 課 後 子 ど も 課

菅 原 図 書 館

旧 田 中 家 鋳 物 民 俗 資 料 館

香 里 ケ 丘 図 書 館

学   校   園

教
育
機
関

楠 葉 図 書 館

文 化 財 課

学 校 給 食 調 理 場

教 育 文 化 セ ン タ ー

５．教育委員会の機構
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（１）事務局 

部・室・課 主な事務分掌 

総

合

教

育

部 

教 育 政 策 課 

1．委員会及び部の施策の調整、事務事業の進行管理及び事務改善に関すること。 

2．教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

3．教育行政に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。 

4．委員会の予算の調整、執行管理及び決算に関すること。 

5．委員会の広報に関すること。 

6．委員会の会議に関すること。 

7．委員会の公告式に関すること。 

8．総合教育会議に関すること。 

9．職員の人事、給与等に関すること。 

10．学校園の情報化に関すること。 

11．教育委員会の意見聴取に関すること。 

まなび舎整備室 

1．学校園用地及び学校園関連用地の管理に関すること。

2． 学校園施設及び学校給食調理場に係る施設（以下「学校園等施設」という。）

の新設並びに改良工事の計画及び調整に関すること。 

3． 学校園等施設の新設、改良、災害復旧及び補修工事の設計並びに執行に関す

ること。 

4．学校園等施設の定期点検の調整に関すること。 

5．学校園等施設の環境整備及び整備に係るＰＦＩ事業に関すること。 

6．学校園の整備計画に関すること。 

学校規模調整課 

1．通学区域の指定に関すること。

2．学校園の設置及び廃止に関すること。 

3．学校規模等適正化審議会に関すること。 

4．学校園の契約事務の調整に関すること。 

5．学校園に係る寄付収受に関すること。 

おいしい給食課 

1．学校給食に関すること。

2．共同調理場及び単独調理場に関すること。 

3．学校給食会に関すること。 

６．教育委員会の事務分掌 
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部・室・課 主な事務分掌 

学

校

教

育

部 

学 務 課 

1．小学校及び中学校への就学に関すること。

2．教科書の給付に関すること。 

3．奨学金及び就学援助に関すること。 

4．児童、生徒及び園児の保健に関すること。 

5．学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 

教 職 員 課 

1．教職員の人事、給与等に関すること。

2．教職員の服務及び福利厚生等に関すること。 

3．学級編制に関すること。 

4．教育に係る調査、統計に関すること。 

児童生徒支援室 

1．教育相談に関すること。

2．学校教育における人権教育に関すること。 

3．支援教育に関すること。 

4．生徒指導及び安全指導に関すること。 

5．学校いじめ対策審議会に関すること。 

教 育 指 導 課 

1．学校園の教育課程に関すること。

2．教職員の研修（学校園内研修、中央研修、民間派遣研修に限る。）に関する

こと。 

3．教科書、教材等に関すること。 

教 育 研 修 課 

1．教職員の研修に関すること。

2．教育に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。 

3．教育関係資料の収集、整備及び保管に関すること。 

4．理科教育振興法による教材に関すること。 

社

会

教

育

部 

社 会 教 育 課 

1．社会教育に係る調査研究、企画、立案及び総合調整並びに振興に関すること。 

2．家庭教育に関すること。 

3．成人教育に関すること。ただし、市長の事務部局の職員に補助執行させるも

のを除く。 

4．子ども･青少年に対する社会教育に関すること。ただし、他の課の所管するも

のを除く。 

5．社会教育における人権教育に関すること。ただし、市長の事務部局の職員に

補助執行させるものを除く。 

6．はたちのつどいに関すること。 

7．社会教育委員に関すること。 

8．児童の放課後対策審議会に関すること。 

9．枚方市ＰＴＡ協議会との連絡調整に関すること。 
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部・室・課 主な事務分掌 

社

会

教

育

部 

放課後子ども課 1．留守家庭児童会室に関すること。

文 化 財 課 

1．文化財に係る調査研究、保存及び活用に関すること。

2．文化財に係る普及啓発に関すること。 

3．埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 

4．市史の編さんに関すること。 

5．旧田中家鋳物民俗資料館及び枚方宿鍵屋資料館に関すること。 

6．文化財保護審議会に関すること。 

スポーツ振興課

1．社会体育及びスポーツ・レクリエーションに関すること。

2．学校体育施設の開放に関すること。 

3．スポーツ推進委員に関すること。 

4．野外活動センター、総合スポーツセンター、市民体育館、伊加賀スポーツセ

ンター及びサプリ村野スポーツセンターに関すること。

5．東部公園野球場に関すること。 

6．枚方体育協会に関すること。 

（２）教育機関 

機 関 名 主な事務分掌 

共 同 調 理 場 

1. 学校給食の調理に関すること。

2. 学校給食の輸送に関すること。

3. 施設及び備品の衛生管理及び維持管理に関すること。

教育文化センター 

1．教育に関する専門的、技術的及び実践的な調査研究に関すること。

2．教育関係職員の研修に関すること。 

3．施設及び付属設備の使用許可に関すること。 

4．教育相談に関すること。 

5．適応指導教室に関すること。 

6．言語障害及び難聴の幼児、児童及び生徒のための機能回復訓練室の提供に関

すること。 

旧 田 中 家 

鋳 物 民 俗 資 料 館 

1．施設及び附属設備の使用許可に関すること。

2．鋳物その他の民俗文化財に関する資料（以下「鋳物民俗資料」という。）の

収集及び保存並びに鋳物民俗資料に関する調査研究に関すること。 

3．鋳物民俗資料及び鋳物民俗資料に関する調査研究の成果の展示及び閲覧に関

すること。 

4．民俗工芸品の制作に係る体験講座の開催その他民俗工芸に係る活動の支援に

関すること。 

5．資料館の施設及び附属設備を民俗工芸品の制作活動の用に供すること。 
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機 関 名 主な事務分掌 

野外活動センター 

1. 施設及び附属設備の使用許可に関すること。

2. 野外学習、天体学習及びスポーツ・レクリエーション活動に係る事業の実施

に関すること。

サ プ リ 村 野

スポーツセンター

1. 施設及び附属設備の使用許可に関すること。

2. スポーツ教室の開催その他スポーツの普及に係る事業の実施に関すること。

機 関 名 主な事務分掌 

図

書

館

中 央 

1．図書館サービスに係る企画及び統計に関すること。

2．教育と文化の発展に係る図書館事業の実施に関すること。 

3．読書案内及びレファレンスに関すること。 

4．図書館資料の選択、貸出し、受入れ、整理、修理、保存及び除籍に関するこ

と。 

5．地域の読書活動の援助に関すること。 

6．図書館及び類縁機関との相互協力及び連絡調整に関すること。 

7．自動車文庫の運営に関すること。 

香 里 ケ 丘 

1．教育と文化の発展に係る図書館事業の実施に関すること。

2. 読書案内及びレファレンスに関すること。

3. 図書館資料の選択、貸出し、受入れ、整理、修理、保存及び除籍に関するこ

と。
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（１）平成 31年度教育費の当初予算 

① 目的別歳出内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 一般会計に占める教育費の状況 

 

 

 

社会教育費（2,054,995千円 12.7％） 

社 会 教 育 総 務 費 99,272 

文 化 財 保 護 費 367,115 

図 書 館 費 1,588,608 

 

小学校費（4,056,815千円 25.1％） 

小 学 校 管 理 費 3,577,155 

小学校教育振興費 348,523 

小学校保健衛生費 131,137 

 

幼稚園費（503,779千円 3.1％） 

幼 稚 園 費 503,779 

 

中学校費（2,658,808千円 16.5％） 

中 学 校 管 理 費 2,374,780 

中学校教育振興費 225,246 

中学校保健衛生費 58,782 

 

保健体育費（3,228,018千円 20.0％） 

保 健 体 育 総 務 費 178,100 

学 校 開 放 事 業 費 2,952 

ス ポ ー ツ 施 設 費 446,587 

学 校 給 食 費 2,600,379 

 

（単位：千円） 

16,161,645千円 

教育総務費（3,659,230千円 22.6％） 

教 育 委 員 会 費 8,929 

事 務 局 費 2,671,000 

教 育 研 究 費 912,097 

教育文化センター費 67,204 

 

教育費 

７．教育委員会の財政状況 

※教育費以外の予算 

民生費 

(1,229,725千円) 

児 童 福 祉 費

(1,229,725千円) 

児童福祉総務費 

93,578 

留 守 家 庭 

児 童 対 策 費 

1,136,147 
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（２）平成 30年度教育費の決算状況 

① 目的別歳出内訳 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 性質別内訳推移 

 

 

 

 
社会教育費（1,803,086千円 14.8％） 

社 会 教 育 総 務 費 106,818 

文 化 財 保 護 費 341,882 

図 書 館 費 1,354,386 

 

小学校費（3,119,456千円 25.7％） 

小 学 校 管 理 費 2,677,584 

小学校教育振興費 323,322 

小学校保健衛生費 118,550 

 
幼稚園費（340,302千円 2.8％） 

幼 稚 園 費 340,302 

 

中学校費（1,467,969千円 12.1％） 

中 学 校 管 理 費 1,230,641 

中学校教育振興費 186,503 

中学校保健衛生費 50,825 

 

保健体育費（2,238,272千円 18.4％） 

保 健 体 育 総 務 費 178,519 

学 校 開 放 事 業 費 1,995 

ス ポ ー ツ 施 設 費 388,655 

学 校 給 食 費 1,669,103 

 

（単位：千円、％） 

12,152,967千円 

教育総務費（3,183,882千円 26.2％） 

教 育 委 員 会 費 8,287 

事 務 局 費 2,282,210 

教 育 研 究 費 846,480 

教育文化センター費 46,905 

 教育費 

※教育費以外の決算 

民生費(1,048,625千円) 

児童福祉費(1,048,625千円) 

児 童 福 祉 総 務 費 93,149 

留守家庭児童対策費 955,476 
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「教育に関する事務の点検及び評価」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に基

づき、効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況について、学識経験者の知見を活用し点検及び評価を行い議会へ報告すると

ともに、市民へ公表を行っています。 

（１）点検及び評価の対象

教育委員会の会議等の開催や活動状況等の確認を行うとともに、市長公約事業を中心に設

定した平成 30年度教育委員会主要事業および基本方策について点検及び評価を行いました。 

（２）点検及び評価の手順

点検及び評価は、①前年度の学識経験者による指摘や意見に基づく改善、②教育委員会に

よる自己点検評価の実施、③学識経験者の知見の活用、④報告書の作成・議会への提出、公

表という手順で実施しました。 

（３）点検及び評価の結果

点検及び評価の結果は、巻末の「教育に関する事務の点検及び評価報告書（平成 30年度事

業分）」をご覧ください。 

８．教育に関する事務の点検及び評価 
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第１章 教育委員会の概要 

資 料 編 



１．教育委員会事務局・教育機関・教育関連施設                    

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（１）教育委員会事務局 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

教 育 政 策 課 

車塚１－１－１ 

050-7105-8018 

輝きプラザきらら ３階 

月～金 ９時 00分～17時 30分 

まなび舎整備室 050-7105-8210 

学校規模調整課 050-7105-8020 

おいしい給食課 050-7105-8030 

学 務 課 
050-7105-8043 

050-7105-8046 

輝きプラザきらら ４階 

月～金 ９時 00分～17時 30分 

教 職 員 課 050-7105-8040 

児童生徒支援室 
050-7105-8047 

050-7105-8048 

教 育 指 導 課 050-7105-8052 

教 育 研 修 課 磯島北町 37－１ 050-7102-3153 
教育文化センター ２階 

月～金 ９時 00分～17時 30分 

社 会 教 育 課 

車塚１－１－１ 

050-7105-8065 

輝きプラザきらら ４階 

月～金 ９時 00分～17時 30分 

放課後子ども課 050-7105-8201 

文 化 財 課 050-7105-8058 

スポーツ振興課 050-7105-8061 

 

（２）教育機関及びその他の所管施設（留守家庭児童会室） 

[小学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

枚  方  小学校 枚方上之町９－21 050-7102-9000  

枚方第二小学校 田宮本町 11－１ 050-7102-9004  

蹉 跎  小学校 北中振２－11－21 050-7102-9008  

香  里  小学校 香里ケ丘 10－５－２ 050-7102-9012  

開  成  小学校 香里ケ丘２－５ 050-7102-9016  

五  常  小学校 香里ケ丘６－９ 050-7102-9020  

春  日  小学校 高田２－15－10 050-7102-9024  

桜  丘  小学校 村野本町 30－１ 050-7102-9028  

山  田  小学校 甲斐田町１－27 050-7102-9032  

明  倫  小学校 中宮西之町 10－６ 050-7102-9036  

殿山第一小学校 上野１－６－５ 050-7102-9040  

殿山第二小学校 養父丘２－７－53 050-7102-9044  

樟  葉  小学校 南楠葉２－40－６ 050-7102-9048  

津  田  小学校 津田西町１－33－１ 050-7102-9052  

－ 13 －



名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

菅  原  小学校 藤阪中町 13－１ 050-7102-9056  

氷  室  小学校 尊延寺３－１－38 050-7102-9060  

高  陵  小学校 御殿山南町２－２ 050-7102-9064  

山之上  小学校 山之上１－32－１ 050-7102-9068  

牧  野  小学校 上島東町４－18 050-7102-9072  

交  北  小学校 交北２－30－５ 050-7102-9076  

香  陽  小学校 香里ケ丘 11－36－１ 050-7102-9080  

招  提  小学校 招提東町２－２－８ 050-7102-9084  

中  宮  小学校 中宮山戸町 22－３ 050-7102-9088  

小  倉  小学校 小倉町 29－１ 050-7102-9092  

樟葉南  小学校 楠葉美咲１－25－１ 050-7102-9096  

磯  島  小学校 磯島北町３－１ 050-7102-9100  

蹉跎西  小学校 出口６－20－１ 050-7102-9104  

樟葉西  小学校 楠葉並木１－11－１ 050-7102-9108  

田口山  小学校 田口山３－10－１ 050-7102-9112  

西牧野  小学校 西牧野２－１－１ 050-7102-9116  

川  越  小学校 釈尊寺町 30－１ 050-7102-9120  

蹉跎東  小学校 翠香園町 30－１ 050-7102-9124  

桜丘北  小学校 星丘４－31－１ 050-7102-9128  

津田南  小学校 津田西町３－10－１ 050-7102-9132  

樟葉北  小学校 楠葉野田３－13－１ 050-7102-9136  

船  橋  小学校 東山１－68 050-7102-9140  

菅原東  小学校 藤阪東町３－10－１ 050-7102-9144  

中宮北  小学校 中宮北町４－１ 050-7102-9148  

山田東  小学校 田口３－16－１ 050-7102-9152  

藤  阪  小学校 藤阪南町１－40－１ 050-7102-9156  

平  野  小学校 招提中町１－53－１ 050-7102-9160  

長  尾  小学校 長尾北町３－３－２ 050-7102-9164  

東香里  小学校 東香里南町 44－１ 050-7102-9168  

伊加賀  小学校 伊加賀西町 53－１ 050-7102-9172  

西長尾  小学校 長尾西町２－45－１ 050-7102-9176  

 

[中学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

第  一  中学校 渚東町２－１ 050-7102-9180  

第  二  中学校 香里園東之町 20－26 050-7102-9185  

第  三  中学校 養父東町１－５ 050-7102-9190  
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名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

第  四  中学校 香里ケ丘５－３－２ 050-7102-9195  

津  田  中学校 津田北町１－32－１ 050-7102-9200  

枚  方  中学校 西田宮町 19－１ 050-7102-9205  

中  宮  中学校 堂山１－２－６ 050-7102-9210  

招  提  中学校 招提東町２－１－12 050-7102-9215  

楠  葉  中学校 楠葉丘２－12－１ 050-7102-9220  

楠葉西  中学校 西船橋２－43－１ 050-7102-9225  

東香里  中学校 東香里３－37－１ 050-7102-9230  

長  尾  中学校 長尾北町３－３－１ 050-7102-9235  

 杉    中学校 杉４－１－１ 050-7102-9240  

山  田  中学校 交北２－28－１ 050-7102-9245  

渚 西  中学校 渚西３－25－１ 050-7102-9250  

桜  丘  中学校 桜丘町 65－１ 050-7102-9255  

蹉 跎  中学校 出口５－40－１ 050-7102-9260  

招提北  中学校 招提北町２－35－１ 050-7102-9265  

長尾西  中学校 長尾谷町１－73－１ 050-7102-9270  

 

[幼稚園] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

枚  方  幼稚園 枚方上之町 11－16 072-841-2180  

香  里  幼稚園 香里ケ丘 10－５－２ 072-854-0874  

樟  葉  幼稚園 南楠葉２－40－38 072-856-0848  

高  陵  幼稚園 御殿山南町２－５ 072-840-5910  

蹉 跎  幼稚園 東中振２－1783－１ 072-832-3868  

蹉跎西  幼稚園 出口６－20－５ 072-833-5552  

田口山  幼稚園 田口山３－10－２ 072-856-3844  

 

[留守家庭児童会室] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

開成留守家庭児童会室 香里ヶ丘２－５ 072-854-7010  

山田留守家庭児童会室 甲斐田町１－27 072-847-2001  

香里留守家庭児童会室 香里ヶ丘 10－５－２ 072-854-7263  

明倫留守家庭児童会室 中宮西之町 10－６ 072-847-5370  

津田留守家庭児童会室 津田西町１－34－１ 072-858-2841  

牧野留守家庭児童会室 上島東町４－18 072-857-1070  

香陽留守家庭児童会室 香里ヶ丘 11－36－１ 072-853-4198  

高陵留守家庭児童会室 御殿山南町２－２ 072-848-5320  
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名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

小倉留守家庭児童会室 小倉町 29－１ 072-855-2686  

樟葉留守家庭児童会室 南楠葉２－40－６ 072-855-2685  

殿山第二留守家庭児童会室 養父丘２－７－52 072-855-6949  

蹉跎留守家庭児童会室 北中振２－11－21 072-833-7200  

五常留守家庭児童会室 香里ケ丘６－９ 072-853-2845  

交北留守家庭児童会室 交北２－30－５ 072-851-7275  

菅原留守家庭児童会室 藤阪中町 13－１ 072-856-3739  

招提留守家庭児童会室 招提東町２－２－８ 072-850-3773  

枚方第二留守家庭児童会室 田宮本町 11－１ 072-846-6966  

田口山留守家庭児童会室 田口山３－10－１ 072-850-7601  

中宮留守家庭児童会室 中宮山戸町 22－３ 072-840-2446  

枚方留守家庭児童会室 枚方上之町９－21 072-846-8475  

山之上留守家庭児童会室 山之上１－32－１ 072-846-8476  

津田南留守家庭児童会室 津田西町３－10－１ 072-858-2140  

樟葉西留守家庭児童会室 楠葉並木１－11－１ 072-850-0581  

樟葉南留守家庭児童会室 楠葉美咲１－25－１ 072-850-0578  

菅原東留守家庭児童会室 藤阪東町３－10－１ 072-858-7310  

中宮北留守家庭児童会室 中宮北町４－１ 072-849-8200  

蹉跎東留守家庭児童会室 翠香園町 30－１ 072-846-3430  

磯島留守家庭児童会室 磯島北町３－１ 072-848-6710  

氷室留守家庭児童会室 尊延寺３－１－38 072-859-3620  

藤阪留守家庭児童会室 藤阪南町１－40－１ 072-856-4100  

平野留守家庭児童会室 招提中町１－53－１ 072-856-4401  

桜丘留守家庭児童会室 村野本町 30－１ 072-847-4590  

殿山第一留守家庭児童会室 上野１－６－５ 072-848-4581  

春日留守家庭児童会室 高田２－15－10 072-853-7130  

西牧野留守家庭児童会室 西牧野２－１－１ 072-855-5020  

山田東留守家庭児童会室 田口３－16－１ 072-848-4580  

蹉跎西留守家庭児童会室 出口６－20－１ 072-833-8999  

長尾留守家庭児童会室 長尾北町３－３－２ 072-868-1747  

川越留守家庭児童会室 釈尊寺町 30－１ 072-854-8850  

桜丘北留守家庭児童会室 星丘４－31－１ 072-848-5463  

樟葉北留守家庭児童会室 楠葉野田３－13－１ 072-856-7284  

船橋留守家庭児童会室 東山１－68 072-856-7449  

東香里留守家庭児童会室 東香里南町 44－１ 072-854-8839  

伊加賀留守家庭児童会室 伊加賀西町 53－１ 072-846-6032  

西長尾留守家庭児童会室 長尾西町２－45－１ 072-857-1994  
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[図書館] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

中  央  図書館 車塚２－１－１ 050-7105-8141 

月～木  ９時 30分～19時 00分 

土日祝  ９時 30分～17時 00分 

※軽読書コーナーは全日 17時まで 

（金曜、第４火曜休館） 

香里ケ丘図書館 香里ケ丘４－２－１ 050-7102-3111 建替えのため休館中 

香里ケ丘図書館 

代替サービス 

ス ポ ッ ト 

香里ケ丘１－１－２ 

（南部生涯学習市民センター

１階） 

050-7102-3111 

月～土  ９時 00分～19時 00分 

日 祝  ９時 00分～17時 00分 

(第４火曜休館) 

楠  葉  図書館 楠葉並木２－29－５ 050-7102-3114 

月～土  ９時 00分～21時 00分 

日 祝  ９時 00分～17時 00分 

（第４月曜休館） 

菅  原  図書館 長尾元町１－35－１ 050-7102-3115 

津  田  図書館 津田北町２－25－３ 050-7102-3123 

蹉  跎  図書館 北中振３－27－10 050-7102-3117 

牧  野  図書館 宇山町４－５ 050-7102-3121 

御殿山  図書館 御殿山町 10－16 050-7102-3119 

[注]上記以外に年末年始、図書整理期間等の休館日があります。 

 

[図書館分室] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

枚方公園分室 
伊加賀東町６－８ 

（公設市場（サンパーク）２階） 
072-844-7773 

水～日  10時 30分～17時 00分 

（祝日は休室） 

村  野  分室 
村野西町５－１ 

（枚方市役所村野分館内） 
072-849-2416 

月水金土日 10時 30分～17時 00分 

（祝日は休室） 

藤  阪  分室 
藤阪西町６－４ 

（藤阪ハイツＣ４棟東隣） 
072-868-1987 

月水金土 13時 00分～17時 00分 

（祝日は休室） 
香里園  分室 

香里園町 12－97 

（香里会館２階） 
072-831-6080 

宮之阪  分室 
宮之阪１－９－49 

（京阪宮之阪駅高架下） 
072-848-2421 

月水木  13時 00分～18時 30分 

土    10時 30分～17時 00分 

（祝日は休室） 

東香里  分室 
東香里元町 30－19 

（東香里元町会館２階） 
072-853-4110 

月水木土 13時 00分～17時 00分 

（祝日は休室） 
氷  室  分室 

尊延寺３－１－47 

（氷室小学校隣） 
072-859-2562 

茄子作  分室 
茄子作４－３－10 

（茄子作公民館横） 
072-853-2372 

釈尊寺  分室 
釈尊寺町 25－29 

（釈尊寺団地内） 
072-852-2900 

水木金土 13時 00分～17時 00分 

（祝日は休室） 

市駅前サービス 

ス ポ ッ ト 

新町２－１－35 

（ラポールひらかた１階） 
050-7102-3100 

月～金  ９時 00分～19時 00分 

土日祝  10時 00分～18時 00分 

（第２日曜日は休室） 

[注]上記以外に年末年始、図書整理期間等の休館日があります。 
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[その他の教育機関] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

教 育 文 化 セ ン タ ー 磯島北町 37－１ 050-7102-3150  

野 外 活 動 セ ン タ ー 大字穂谷 4550 072-858-0300  

旧田中家鋳物民俗資料館 藤阪天神町５－１ 050-7105-8097  

枚 方 宿 鍵 屋 資 料 館 堤町 10－27 072-843-5128  

渚 市 民 体 育 館 渚西３－26－10 072-898-8181  

総合スポーツセンター 中宮大池４－10－１ 072-848-4800  

伊加賀スポーツセンター 伊加賀西町 53－２ 072-841-8118  

サプリ村野スポーツセンター  村野西町５－１ 072-805-0105  

 

（３）教育関連施設 

[公立高等学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

府 立 枚 方 高等学校 大垣内町３－16－１ 072-843-3081  

府 立 牧 野 高等学校 南船橋１－11－１ 072-851-1050  

府 立 長 尾 高等学校 長尾家具町５－１－１ 072-855-1700  

府 立 香 里 丘 高等学校 東中振２－18－１ 072-832-3421  

府立枚方津田 高等学校 津田北町２－50－１ 072-858-7003  

府立枚方なぎさ 高等学校 磯島元町 20－１ 072-847-1001  

大 阪 市 立 高等学校 北中振２－８－１ 072-833-0101  

 

[公立特別支援学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

府 立 枚 方 支援学校 村野西町 60－１ 072-805-2731 府立むらの高等支援学校併設 

 

[私立幼稚園] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

牧       野 幼稚園 牧野阪２－19－21 072-857-7227  

 浄   幼稚園 中宮東之町４－22 072-840-1814  

明     善 幼稚園 藤阪元町２－８－３ 072-851-2551  

く ず は ロ ー ズ  幼稚園 南楠葉１－４－１ 072-856-5058  

敬  応  学  園  幼稚園 田口２－16－５ 072-847-9291  

春  日  東  野 幼稚園 春日北町４－20－１ 072-858-2006  

第 ２ ロ ー ズ 幼稚園 招提北町３－1518 072-855-7722  

東 香 里 丘 幼稚園 釈尊寺町 25－27 072-853-5665  

長   尾  幼稚園 長尾東町１－48－23 072-858-5882  

楠 京 阪 幼稚園 宮之阪４－50－１ 072-847-1350  

く ず は 青 葉 幼稚園 北楠葉町 38－１ 072-857-8221  
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[私立認定こども園]（社会福祉法人） 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

認 定 こ ど も 園 

明 善 め ぐ み 園 
藤阪南町２－26－１ 072-851-0022 幼保連携型 

認 定 こ ど も 園 

明 善 第 弐 め ぐ み 園 
藤阪南町２－26－１ 072-851-0022 幼保連携型 

 

 [私立認定こども園]（学校法人） 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

認 定 こ ど も 園 

う み の ほ し 幼稚園 
岡南町３－46 072-845-0550 幼保連携型 

認 定 こ ど も 園 

春 日 丘 幼稚園 
田口山２－５－１ 072-868-1828 幼保連携型 

認 定 こ ど も 園 

勝山愛和香里ケ丘 幼稚園 
香里ケ丘４－17－３ 072-854-0081 幼保連携型 

認 定 こ ど も 園 

鴻 池 学 園 第 二 幼稚園 
禁野本町１－13－22 072-848-5858 幼保連携型 

認 定 こ ど も 園 

清  香  学  園 幼稚園 
東牧野町 24－６ 072-857-6953 幼稚園型 

認 定 こ ど も 園 

鴻 池 学 園 第 三 幼稚園 
長尾播磨谷１－4051 072-855-3777 幼稚園型 

認 定 こ ど も 園 

報   徳 幼稚園 
招提南町３－10－10 072-855-7700 幼稚園型 

認 定 こ ど も 園 

う ら ら 幼稚園 
牧野北町６－８ 072-857-6402 幼稚園型 

 

[私立小学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

関 西 創 価 小学校 東中振２－10－２ 072-834-0611  

 

[私立中学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

常 翔 啓 光 学 園 中学校 禁野本町１－13－21 072-848-0521  

東 海 大 学 付 属 

大阪仰星高等学校 中等部 
桜丘町 60－１ 072-849-7211  

 

[私立高等学校] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

常翔啓光学園 高等学校 禁野本町１－13－21 072-848-0521  

東 海 大 学 付 属 

大 阪 仰 星 高等学校 
桜丘町 60－１ 072-849-7211  

長 尾 谷 高等学校 長尾元町２－29－27 072-850-9111  
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[私立大学] 

名   称 所 在 地 電話番号 備  考 

大 阪 歯 科 大 学 楠葉花園町８－１ 072-864-3111  

関 西 医 科 大 学 新町２－５－１ 072-804-0101  

関西外国語大学・短期大学 
中宮東之町 16－１ 

御殿山南町６－１ 

072-805-2801 

072-805-2701 
 

摂   南 大 学 長尾峠町 45－１ 072-866-3100  

大 阪 工 業 大 学 北山１－79－１ 072-866-5301  
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２．市立学校園の園児・児童・生徒数と学級数及び教職員の構成 

(令和元年（2019年）５月１日現在) 

[小学校] 

小 学 校 名 校 長 名 
教職

員数 

児 童 数 

学 級 数 第１

学年 

第２

学年 

第３

学年 

第４

学年 

第５

学年 

第６

学年 
合計 

枚 方 小学校 北脇 宣至 44 131 130 141 136 137 136 811 32(７) 

枚方第二小学校 矢野 玲子 32 79 96 69 86 81 91 502 22(５) 

蹉  跎 小学校 位田 真由子 29 75 74 75 85 80 86 475 22(５) 

香 里 小学校 大國 佐智代 36 125 114 131 121 118 118 727 27(５) 

開 成 小学校 桐山 智巳 35 79 79 72 89 95 100 514 25(７) 

五 常 小学校 林元 隆司 31 84 75 85 76 82 95 497 23(５) 

春 日 小学校 坂本 雅人 35 86 90 91 93 95 106 561 25(７) 

桜 丘 小学校 中村 尚 27 82 85 83 68 83 91 492 21(４) 

山 田 小学校 福井 信治 17 27 35 27 32 40 39 200 11(５) 

明 倫 小学校 麻生 恭子 22 42 38 41 33 43 50 247 16(５) 

殿山第一小学校 野村 勝 22 66 69 58 59 72 60 384 15(３) 

殿山第二小学校 髙谷 信郎 26 76 60 63 79 80 58 416 19(５) 

樟 葉 小学校 初瀬 憲 37 120 125 113 133 117 108 716 26(４) 

津 田 小学校 小林 久夫 34 79 95 95 101 118 96 584 23(５) 

菅 原 小学校 山本 容子 29 78 97 79 69 97 86 506 21(４) 

氷 室 小学校 若園 博輔 22 48 46 48 50 56 59 307 16(４) 

高 陵 小学校 松浦 作仁 15 37 32 23 30 25 19 166 9(２) 

山之上 小学校 北口 ひとみ 35 82 82 87 97 91 87 526 25(７) 

牧 野 小学校 西尾 隆裕 44 108 103 119 125 103 139 697 31(９) 

交 北 小学校 定井 則久 31 70 85 66 74 75 86 456 22(７) 

香 陽 小学校 小橋 久美 27 75 53 65 73 79 71 416 19(５) 

招 提 小学校 喜多 一友 28 58 61 63 70 69 76 397 17(５) 

中 宮 小学校 原田 文彦 30 80 83 74 66 90 78 471 23(７) 

小 倉 小学校 渡邊 聡 29 77 59 78 62 89 87 452 21(５) 

樟葉南 小学校 西本 浩樹 27 68 54 75 66 83 64 410 19(５) 

磯 島 小学校 原田 穂積 32 84 63 73 83 84 62 449 22(６) 

蹉跎西 小学校 藤本 秀樹 31 76 82 89 89 99 114 549 23(５) 

樟葉西 小学校 能瀬 喜代美 28 62 55 77 94 73 107 468 19(４) 

田口山 小学校 石田 義明 34 78 86 90 91 101 90 536 23(５) 

西牧野 小学校 押野 太郎 22 42 55 47 46 41 40 271 15(４) 

川 越 小学校 墨川 恵子 20 23 30 28 45 42 37 205 13(５) 

(単位：人、学級) 
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（注）教職員数には校長・教頭・教諭・定数内講師・市費講師・養護教員・栄養職員・事務職員を含む。 

学級数の（ ）は支援学級数を内数で示す。 

■小学校教職員 性別構成 ■小学校教職員 年齢構成

（注）教職員数には校長・教頭・教諭・定数内講師・市費講師・養護教員・栄養職員・事務職員を含む。 

小 学 校 名 校 長 名 
教職

員数 

児 童 数 

学 級 数 第１ 

学年 

第２

学年 

第３

学年 

第４

学年 

第５

学年 

第６

学年 
合計 

蹉跎東 小学校 東村 和樹 24 56 63 70 71 73 71 404 17(４) 

桜丘北 小学校 木場 寛典 29 58 60 78 65 73 75 409 19(６) 

津田南 小学校 椛山 佐由里 52 132 142 180 155 146 172 927 37(８) 

樟葉北 小学校 大舩 純之 21 45 35 47 52 45 41 265 14(３) 

船 橋 小学校 渋谷 眞宏 30 95 77 100 91 105 96 564 22(４) 

菅原東 小学校 関 靖俊 44 140 153 135 149 124 118 819 30(５) 

中宮北 小学校 中田 祐之 21 24 41 27 43 54 26 215 13(４) 

山田東 小学校 仲谷 悦子 21 40 37 32 43 41 49 242 15(４) 

藤 阪 小学校 小林 一夫 30 70 80 108 85 122 97 562 22(３) 

平 野 小学校 俣野 浩一 33 84 93 86 97 77 86 523 24(７) 

長 尾 小学校 山中 昌生 26 62 58 71 77 63 70 401 17(３) 

東香里 小学校 竹林 清 22 60 45 50 44 53 54 306 15(３) 

伊加賀 小学校 横田 浩典 32 75 97 80 108 110 110 580 23(４) 

西長尾 小学校 今堀 志津 27 55 78 72 102 79 94 480 21(５) 

枚方市立小学校全体の合計 1,323 3,293 3,350 3,461 3,603 3,703 3,695 21,105 934(224) 
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[中学校] 

中学校名 校長名 
教職 

員数 

生 徒 数 
学 級 数 

第１学年 第２学年 第３学年 合計 

第 一 中学校 若田 透 38 205 187 199 591 19(４) 

第 二 中学校 足立 一彦 30 154 141 147 442 15(３) 

第 三 中学校 田中 博 38 207 196 201 604 19(４) 

第 四 中学校 大西 勝徳 51 271 275 292 838 26(４) 

津 田 中学校 山嵜 剛史 41 222 244 212 678 21(３) 

枚 方 中学校 森 隆裕 37 176 182 179 537 20(５) 

中 宮 中学校 鶴島 茂樹 32 136 129 135 400 15(３) 

招 提 中学校 町田 弘明 29 103 98 97 298 13(４) 

楠 葉 中学校 田辺 久信 32 162 143 150 455 15(３) 

楠葉西 中学校 田辺 元美 31 161 150 141 452 15(３) 

東香里 中学校 花﨑 知行 43 226 214 231 671 21(３) 

長 尾 中学校 栗山 貴志 37 199 198 194 591 19(４) 

 杉  中学校 岩木 宏樹 51 282 279 289 850 27(６) 

山 田 中学校 交久瀬 善浩 27 97 103 107 307 11(２) 

渚 西 中学校 谷川 久夫 24 76 85 84 245 10(２) 

桜 丘 中学校 北垣 学 32 140 145 158 443 16(４) 

蹉  跎 中学校 若田 淳子 55 312 294 332 938 28(３) 

招提北 中学校 山本 俊夫 25 105 82 110 297 11(３) 

長尾西 中学校 石川 裕子 36 177 181 159 517 18(４) 

枚方市立中学校の合計 689 3,411 3,326 3,417 10,154 339(67) 

（注）教職員数には校長・教頭・教諭・定数内講師・市費講師・養護教員・栄養職員・事務職員を含む。 

学級数の（ ）は支援学級数を内数で示す。 

 

■中学校教職員 性別構成        ■中学校教職員 年齢構成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）教職員数には校長・教頭・教諭・定数内講師・市費講師・養護教員・栄養職員・事務職員を含む。

(単位：人、学級) 
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[幼稚園] 

幼稚園名 園 長 名 教職員数 
園 児 数 

学級数 
３歳児 ４歳児 ５歳児 合 計 

枚 方 幼稚園 植田 暁美 ６ 28 21 22 71 ３ 

香 里 幼稚園 清水 麻紀 ５ 28 34 34 96 ３ 

樟 葉 幼稚園 遠藤 幸子 ５ 26 35 29 90 ３ 

高 陵 幼稚園 松本 志麻 ５ 20 16 17 53 ３ 

蹉  跎 幼稚園 北尾 由希子 ５ 18 26 18 62 ３ 

蹉跎西 幼稚園 中井 愛実 ４  14 16 30 ２ 

田口山 幼稚園 岡村 紗規子 ４ 17 23 25 65 ３ 

枚方市立幼稚園全体の合計 34 137 169 161 467 20 

（注）教職員数には園長・教諭・定数内講師を含む。  

 

■幼稚園教員 性別構成           ■幼稚園教員 年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）教員数には園長・教諭・定数内講師を含む。 

 

教員 平均年齢 

  男性平均 女性平均 全体平均 

幼 稚 園  39.9 39.9 

小 学 校 38.1 38.0 38.1 

中 学 校 41.0 41.0 41.0 

(単位：人、学級) 

 

(単位：歳) 
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３．教育施設（学校園）の現況                               

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

[小学校] 

         区  分 

施設名 

  

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

（㎡） 

学級数 

（支援学級内数） 

保有普通 

教 室 数 

枚 方 小 学 校  枚方上之町９－21 明治６年２月 15,795 6,372 32（７） 34 

枚方第二小学校 田宮本町11－１ 昭和31年11月 14,612 6,303 22（５） 31 

蹉 跎 小 学 校  北中振2丁目11－21 明治５年６月 16,240 6,003 22（５） 27 

香 里 小 学 校  香里ケ丘10丁目５－２ 昭和21年10月 28,172 5,200 27（５） 32 

開 成 小 学 校  香里ケ丘２丁目５ 昭和34年４月 18,998 5,381 25（７） 30 

五 常 小 学 校  香里ケ丘６丁目９ 昭和37年４月 18,907 4,991 23（５） 28 

春 日 小 学 校  高田２丁目15－10 昭和41年４月 15,179 6,171 25（７） 30 

桜 丘 小 学 校  村野本町30－１ 昭和39年４月 19,835 5,483 21（４） 27 

山 田 小 学 校  甲斐田町１-27 明治12年11月 15,476 4,850 11（５） 18 

明 倫 小 学 校  中宮西之町10－６ 昭和32年６月 17,963 5,616 16（５） 13 

殿山第一小学校 上野1丁目６－５ 明治８年５月 11,019 4,907 15（３） 25 

殿山第二小学校 養父丘２丁目７－53 明治５年９月 21,364 4,901 19（５） 25 

樟 葉 小 学 校  南楠葉２丁目40－６ 明治６年６月 14,269 5,848 26（４） 28 

津 田 小 学 校  津田西町１丁目33－１ 明治５年６月 14,053 5,929 23（５） 28 

菅 原 小 学 校  藤阪中町13－１ 明治40年３月 17,396 5,507 21（４） 26 

氷 室 小 学 校  尊延寺３丁目１－38 明治35年４月 23,052 5,193 16（４） 25 

高 陵 小 学 校  御殿山南町２－２ 昭和43年４月 23,815 5,484  ９（２） 26 

山之上小学校  山之上１丁目32－１ 昭和44年４月 19,712 5,888 25（７） 28 

牧 野 小 学 校 上島東町４－18 昭和44年４月 20,389 6,522 31（９） 28 

交 北 小 学 校 交北２丁目30－５ 昭和45年４月 21,287 6,479 22（７） 36 

香 陽 小 学 校 香里ケ丘11丁目36－１ 昭和46年４月 18,371 4,969 19（５） 21 

招 提 小 学 校 招提東町２丁目２－８ 昭和47年４月 19,621 6,257 17（５） 36 

中 宮 小 学 校 中宮山戸町22－３ 昭和47年４月 18,640 6,384 23（７） 36 

小 倉 小 学 校 小倉町29－１ 昭和47年４月 16,978 5,269 21（５） 25 

樟葉南小学校 楠葉美咲１丁目25－１ 昭和47年４月 19,161 6,007 19（５） 33 

磯 島 小 学 校 磯島北町３－１ 昭和48年４月 17,282 5,712 22（６） 28 
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         区  分 

施設名 

  

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

（㎡） 

学級数 

（支援学級内数） 

保有普通 

教 室 数 

蹉跎西小学校 出口６丁目20－１ 昭和49年４月 18,175 5,233 23（５） 25 

樟葉西小学校 楠葉並木１丁目11－１ 昭和49年４月 19,876 5,572 19（４） 29 

田口山小学校 田口山３丁目10－１ 昭和50年４月 21,478 6,126 23（５） 35 

西牧野小学校 西牧野２丁目１－1 昭和50年４月 20,516 4,936 15（４） 21 

川 越 小 学 校 釈尊寺町30－１ 昭和52年４月 23,971 4,906 13（５） 20 

蹉跎東小学校 翠香園町30－１ 昭和53年４月 29,064 5,713 17（４） 27 

桜丘北小学校 星丘４丁目31－１ 昭和53年４月 21,344 5,095 19（６） 23 

津田南小学校 津田西町３丁目10－１ 昭和54年４月 16,492 5,799 37（８） 32 

樟葉北小学校 楠葉野田３丁目13－１ 昭和54年４月 20,674 5,118 14（３） 25 

船 橋 小 学 校 東山１丁目68 昭和54年４月 20,316 6,502 22（４） 37 

菅原東小学校 藤阪東町３丁目10－１ 昭和55年１月 19,154 6,490 30（５） 37 

中宮北小学校 中宮北町４－１ 昭和55年４月 16,925 4,870 13（４） 19 

山田東小学校 田口３丁目16－１ 昭和55年４月 20,026 5,302 15（４） 26 

藤 阪 小 学 校 藤阪南町１丁目40－１ 昭和56年４月 18,873 5,630 22（３） 27 

平 野 小 学 校 招提中町１丁目53－１ 昭和56年４月 19,904 5,675 24（７） 28 

長 尾 小 学 校 長尾北町３丁目３－２ 昭和57年４月 18,604 5,733 17（３） 27 

東香里小学校 東香里南町44－１ 昭和57年４月 19,056 5,021 15（３） 20 

伊加賀小学校 伊加賀西町53－１ 昭和58年４月 19,993 6,079 23（４） 30 

西長尾小学校 長尾西町２丁目45－１ 昭和59年４月 24,981 5,843 21（５） 23 

 

[中学校] 

         区  分 

施設名 
所  在  地 開 設 年 月 

敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

（㎡） 

学級数 

（支援学級内数） 

保有普通 

教 室 数 

第 一 中 学 校 渚東町２－１ 昭和22年４月 30,638 7,946 18（３） 34 

第 二 中 学 校 香里園東之町20-26 昭和26年５月 33,702 6,868 15（３） 17 

第 三 中 学 校 養父東町１－５ 昭和35年４月 24,902 9,651 19（４） 23 

第 四 中 学 校 香里ケ丘５丁目３－２ 昭和36年４月 27,873 8,762 26（４） 34 

津 田 中 学 校 津田北町１丁目32－１ 昭和22年４月 22,314 8,024 21（３） 26 

枚 方 中 学 校 西田宮町19－１ 昭和45年４月 25,685 6,729 20（５） 20 
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         区  分 

施設名 
所  在  地 開 設 年 月 

敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

（㎡） 

学級数 

（支援学級内数） 

保有普通 

教 室 数 

中 宮 中 学 校 堂山１丁目２－６ 昭和46年４月 21,517 7,378 15（３） 25 

招 提 中 学 校 招提東町２丁目１－12 昭和48年４月 23,767 7,549 13（４） 29 

楠 葉 中 学 校 楠葉丘２丁目12－１ 昭和49年４月 22,150 8,045 15（３） 32 

楠葉西中学校 西船橋２丁目43－１ 昭和53年４月 20,559 7,931 15（３） 28 

東香里中学校 東香里３丁目37－１ 昭和53年４月 28,594 7,697 21（３） 26 

長 尾 中 学 校 長尾北町３丁目３－１ 昭和54年４月 21,083 7,912 19（４） 29 

杉 中 学 校 杉４丁目１－１ 昭和57年４月 22,646 8,478 27（６） 36 

山 田 中 学 校 交北２丁目28－１ 昭和58年４月 21,019 8,098 11（２） 28 

渚 西 中 学 校 渚西３丁目25－１ 昭和58年４月 23,796 7,747 10（２） 24 

桜 丘 中 学 校 桜丘町65－１ 昭和58年４月 21,511 7,746 16（４） 24 

蹉 跎 中 学 校 出口５丁目40－１ 昭和58年４月 23,129 8,584 28（３） 32 

招提北中学校 招提北町２丁目35－１ 昭和60年４月 24,729 6,565 11（３） 17 

長尾西中学校 長尾谷町１丁目73－１ 昭和61年４月 22,776 8,829 18（４） 28 

 

[幼稚園] 

         区  分 

施設名 
所  在  地 開 設 年 月 

敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

（㎡） 

学級数 

（支援学級内数） 

保有普通 

教 室 数 

枚 方 幼 稚 園  枚方上之町11-16 昭和12年４月 2,959 1,013 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
６ 

香 里 幼 稚 園  香里ケ丘10丁目５－２ 昭和42年４月 5,486 545 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
４ 

樟 葉 幼 稚 園  南楠葉２丁目40-38 昭和42年４月 1,586 509 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
４ 

高 陵 幼 稚 園  御殿山南町２－５ 昭和43年５月 2,561 732 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
４ 

蹉 跎 幼 稚 園  東中振２丁目1783－１ 昭和45年４月 2,573 575 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
４ 

蹉跎西幼稚園  出口６丁目20－５ 昭和50年４月 1,940 380 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
２ 

田口山幼稚園  田口山３丁目10－２ 昭和51年４月 3,285 525 
  ４歳児  １ 

  ５歳児  １ 
４ 
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 [調理場] 

            区  分 

 施設名 

 

 施設名 

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

  （㎡） 
建物構造 

 

 

 

 

 

 

 

小 

 

学 

 

校 

 

給 

 

食 

 

調 

 

理 

 

場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 一 学 校 給 食 

共 同 調 理 場 
出屋敷西町２丁目６－６ 平成27年12月 7,493 4,568 

鉄 骨 造 平 屋 建 

（一部２階） 

第 三 学 校 給 食 

共 同 調 理 場 
 大峰元町２丁目２－10 昭和46年４月 4,011 2,003 

重 量 鉄 骨 造 

一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋建 

（一部２階） 

招 提 学 校 給 食 

共 同 調 理 場 
 招提東町２丁目２－８ 

昭和53年５月  

(平成30年８月コン

テナ保管庫増築) 

-      344 鉄 骨 造 平 屋 建 

長 尾 学 校 給 食 

共 同 調 理 場 
 長尾北町３丁目３－２ 

昭和57年４月  

(平成31年１月コン

テナ保管庫増築) 

-      387 鉄 骨 造 平 屋 建 

桜 丘 小 

単 独 調 理 場 
 村野本町30－１ 

昭和57年４月 

（改築） 
-      325 鉄 骨 造 平 屋 建 

香 里 小 

単 独 調 理 場 
 香里ケ丘10丁目５－２ 昭和49年９月 -      286 鉄 骨 造 平 屋 建 

菅 原 小 

単 独 調 理 場 
 藤阪中町13－１ 昭和50年９月 -      185 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

平 屋 建 

樟 葉 西 小 

単 独 調 理 場 
 楠葉並木１丁目11－１ 昭和50年９月 -      286 鉄 骨 造 平 屋 建 

田 口 山 小 

単 独 調 理 場 
 田口山３丁目10－１ 昭和51年５月 -      286 鉄 骨 造 平 屋 建 

川 越 小 

単 独 調 理 場 
 釈尊寺町30－１ 昭和52年５月 -      313 鉄 骨 造 平 屋 建 

樟 葉 南 小 

単 独 調 理 場 
 楠葉美咲１丁目25－１ 昭和53年５月 -      299 鉄 骨 造 平 屋 建 

津 田 南 小 

単 独 調 理 場 
 津田西町３丁目10－１ 昭和54年５月 -      300 鉄 骨 造 平 屋 建 

桜 丘 北 小 

単 独 調 理 場 
 星丘４丁目31－１ 昭和54年５月 -      303 鉄 骨 造 平 屋 建 

船 橋 小 

単 独 調 理 場 
 東山１丁目68 昭和55年１月 -      303 鉄 骨 造 平 屋 建 

山 之 上 小 

単 独 調 理 場 
 山之上１丁目32－１ 昭和55年４月 -      316 鉄 骨 造 平 屋 建 

菅 原 東 小 

単 独 調 理 場 
 藤阪東町３丁目10－１ 昭和55年９月 -      303 鉄 骨 造 平 屋 建 
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            区  分 

 施設名 

 

 施設名 

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

 （㎡） 

建物面積 

  （㎡） 
建物構造 

 

 

 

 

 

 

 

小 

 

学 

 

校 

 

給 

 

食 

 

調 

 

理 

 

場 

 

藤 阪 小 

単 独 調 理 場 
 藤阪南町１丁目40－１ 昭和56年４月 -      303 鉄 骨 造 平 屋 建 

蹉 跎 西 小 

単 独 調 理 場 
 出口６丁目20－１ 昭和56年９月 -      317 鉄 骨 造 平 屋 建 

平 野 小 

単 独 調 理 場 
 招提中町１丁目53－１ 昭和57年４月 -      315 鉄 骨 造 平 屋 建 

東 香 里 小 

単 独 調 理 場 
 東香里南町44－１ 昭和58年４月 -      315 鉄 骨 造 平 屋 建 

樟 葉 北 小 

単 独 調 理 場 
 楠葉野田３丁目13－１ 昭和58年４月 -      292 鉄 骨 造 平 屋 建 

春 日 小 

単 独 調 理 場 
 高田２丁目15-14 平成13年11月 -      476 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

一部鉄骨造平屋建 

小 倉 小 

単 独 調 理 場 
 小倉町29－１ 平成17年３月 -      420 鉄 骨 造 平 屋 建 

山 田 東 小 

単 独 調 理 場 
田口３丁目16－１ 平成17年３月 -      426 鉄 骨 造 平 屋 建 

中 宮 小 

単 独 調 理 場 
中宮山戸町22－３ 平成18年３月 -      405 鉄 骨 造 平 屋 建 

西 長 尾 小 

単 独 調 理 場 
長尾西町２丁目45－１ 平成18年３月 -      405 鉄 骨 造 平 屋 建 

蹉 跎 東 小 

単 独 調 理 場 
翠香園町30－１ 平成19年３月 -    325 鉄 骨 造 平 屋 建 

伊 加 賀 小 

単 独 調 理 場 
伊加賀西町53－１ 平成19年３月  - 325 鉄 骨 造 平 屋 建 

牧 野 小 

単 独 調 理 場 
上島東町４－18 平成20年３月 - 348 鉄 骨 造 平 屋 建 

中 学 校 給 食 調 理 場

第 一 学 校 給 食 

共 同 調 理 場 

出屋敷西町２丁目６－７ 平成27年12月 7,493 4,568 
鉄 骨 造 平 屋 建 

（ 一 部 ２ 階 ） 

〔注〕・第一学校給食共同調理場敷地面積及び建物面積は小学校及び中学校給食共同調理場合計の数値。 

・単独調理場の敷地面積は、各小学校の敷地面積に含む。 

・招提及び長尾学校給食共同調理場の敷地面積は、各小学校の敷地面積に含む。 
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４．教育施設（教育機関）の現況                          

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

[教育機関] 

         区  分 

 施設名 

 

 施設名 

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

     （㎡） 

建物面積 

（㎡） 
建物構造 

教 育 文 化 

セ ン タ ー 
磯島北町37－１ 昭和62年８月 4,043.73 4,253.77 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

旧 田 中 家 

鋳 物 民 俗 

資 料 館 

工場 

藤阪天神町５－

１ 

昭和59年10月 
  8,114.67 

245.19 木 造 平 屋 建 

主屋 126.07 木 造 平 屋 建 

管理棟 昭和58年４月 802.75 鉄 骨 造 ２ 階 建 

枚 方 宿 

鍵屋資料館 

主屋 

堤町10-27 平成13年７月   810.49 

253.2 木 造 平 屋 建 

別棟 556.63 木 造 ２ 階 建 

蔵 31.03 土 蔵 造 

文  化  財  課 

山  田  分  室 
都丘町６－９ 平成30年４月 591.68 

専有面積 

556.32 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 

蹉 跎 東 プ レ ハ ブ 

文 化 財 収 蔵 庫 
翠香園町30－１ 平成３年７月 1,992.11 129.6 鉄 骨 造 平 屋 建 

元山田幼稚園 

施 設文 化財 

収 蔵 庫 

倉庫 

甲斐田町１－27 平成15年10月 1,787.34 

314.31 軽 量 鉄 骨 造 平 屋 建 

集会室 85.75 軽 量 鉄 骨 造 平 屋 建 

野

外

活

動

セ

ン

タ

ー 
メインホール 

大字穂谷4550 昭和45年８月 

 

 

183,400 

(一部借地） 

 

3,657 
鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

地下１階 地上２階建 

フ レ ッ シ ュ 

エアーテント 
20張(各 24) 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 

テ ン ト 張 り 

ロ ッ ジ 棟 ５棟(各 115) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 

ステラホール 306 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 

ス タ ッ フ 棟 ２棟(各 96) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 

野 外 便 所 ２棟(各 59) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 

炊 飯 棟 ２棟(各 215) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 

グリーンスポーツ 15基 木 製 遊 具 
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         区  分 

 施設名 

 

 施設名 

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

     （㎡） 

建物面積 

（㎡） 
建物構造 

総 合 体 育 館 
中宮大池４丁目

10－１ 
昭和58年７月 13,744 8,552 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

地上４階建 地下１階 

陸 上 競 技 場 
中宮大池４丁目

10－１ 
平成２年５月 25,462 

（競技場） 

19,618 

（建物） 

2,355 

全天候型ﾄﾗｯｸ天然芝ﾌｨｰﾙﾄﾞ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建ｽﾀﾝﾄﾞ 

（ ３ 種 公 認 ） 

藤阪テニスコート 
藤阪南町１－334

－４ 
平成11年７月 1,242.59 

更衣室、倉庫、

仮設トイレ 
砂入り人工芝コート２面 

藤阪東町中央公園 

テ ニ ス コ ー ト 

藤阪東町１丁目

5011－８ 
平成27年４月 2,028.90 

倉庫 

仮設トイレ 
砂入り人工芝コート２面 

春日テニスコート 
春日西町２－６

－２ 
平成27年10月 12,625.40 管理事務所 

砂入り人工芝コート３面 

グリーンサンドコート４面 

練習板１面 

渚 市 民 体 育 館 渚西３丁目26-10 平成10年３月 8,385 5,776 
鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

地上３階建 地下１階 

枚 方 相 撲 場 王仁公園１－１ 平成７年２月 400 400 
屋根付相撲場鉄骨造 

平 屋 建 四 方 形 屋 形 

伊 加 賀 

スポーツセンター 

伊加賀西町53－

２ 

平成23年４月 

(体育館) 

平成25年４月 

32,983 

（体育館） 

3,144 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

（テニスコート） 

2,750 
砂入り人工芝コート５面 

（運動広場） 

9,900 
－ 

サ プ リ 村 野 

スポーツセンター 
村野西町５－１ 平成25年４月 サプリ村野内 

（体育館） 

432 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 

（多目的体育室）

４室（各 65） 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

（運動広場） 

7,500 
－ 

東部公園野球場 
大字尊延寺2987

－１ 
平成27年４月 11,220.10 － 

両翼 92ｍ 

センター115ｍ 
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         区  分 

 施設名 

 

 施設名 

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

     （㎡） 

建物面積 

（㎡） 
建物構造 

中 央 図 書 館 
車塚２丁目１－

１ 
平成17年４月 

建設面積 

1,479.66 
9,301.77 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸ ﾘ ｰ ﾄ造 

地下１階 地上７階建 

香 里 ケ 丘 図 書 館 

代 替 サ ー ビ ス 

ス ポ ッ ト 

香里ケ丘１丁目

１－２ 
平成15年12月 

南部生涯学習 

市民センター

内 

専有面積 

38.4 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

（ １ 階 部 分 ） 

楠 葉 図 書 館 
楠葉並木２丁目

29－５ 
昭和57年５月 

楠葉生涯学習 

市民ｾﾝﾀｰと合築 

専有面積 

716.63 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

（ １ 階 部 分 ） 

菅 原 図 書 館 
長尾元町１丁目

35－１ 

昭和58年８月 

(新築移転) 

平成９年１月 

菅原生涯 

学習市民 

ｾﾝﾀｰと合築 

専有面積 

969.61 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

（ １ 階 部 分 ） 

蹉 跎 図 書 館 
北中振３丁目27

－10 
昭和61年５月 

蹉跎生涯学習 

市民ｾﾝﾀｰと合築 

専有面積 

936.22 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

（ １ 階 部 分 ） 

御 殿 山 図 書 館 御殿山町10-16 昭和62年５月 

御殿山生涯

学習美術 

ｾﾝﾀｰと合築 

専有面積 

815.71 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

地下１階 地上２階建

（ 地 階 部 分 ） 

牧 野 図 書 館 宇山町４－５ 昭和63年５月 

牧野生涯学

習市民ｾﾝﾀｰ

と合築 

専有面積 

936.02 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

地下１階 地上３階建

（ １ 階 部 分 ） 

津 田 図 書 館 
津田北町２丁目

25－３ 
平成２年５月 

津田生涯学習 

市民ｾﾝﾀｰと合築 

専有面積 

1,043.57 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

４階建（２階部分） 

中 央 図 書 館 

市駅前サービス 

ス ポ ッ ト 

新町２丁目１－

35 
平成29年４月 

総合福祉会館

ラポール 

ひらかた内 

専有面積 

38.13 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ一部鉄骨

鉄筋一部鉄骨造 

地上４階、地下１階、

ＰＨ１階（１階部分一

部） 

枚 方 公 園 分 室 
伊加賀東町６－

８ 

昭和49年４月 

(新築移転) 

平成２年１月 

公設市場 

（ｻﾝﾊﾟｰｸ）

２階 

専有面積 

121.2 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

地下１階、地上３階、

一 部 ４ 階 建 

（２階部分一部） 

村 野 分 室 村野西町５－１ 
昭和49年４月 
(移転) 

平成13年９月 
サプリ村野内 

専有面積 

131.20 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造３階建 

２階建（１階部分一部） 
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         区  分 

 施設名 

 

 施設名 

所  在  地 開 設 年 月 
敷地面積 

     （㎡） 

建物面積 

（㎡） 
建物構造 

東 香 里 分 室 東香里元町30-19 昭和50年９月 
東香里元町

会館内 

専有面積 

84.15 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

２階建（２階部分） 

藤 阪 分 室 藤阪西町６－４ 昭和50年９月 466.08 148 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建 

釈 尊 寺 分 室 釈尊寺町25－29 昭和54年７月 釈尊寺団地内 
専有面積 

69 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

２階建 （２階部分一部） 

茄 子 作 分 室 
茄子作４丁目３

－10 
昭和56年１月 茄子作公民館横 77.76 木 造 平 屋 建 

宮 之 阪 分 室 
宮之阪１丁目９

－49 
昭和58年４月 

京阪宮之阪

駅高架下 
108.79 鉄骨造、高架下建物 

香 里 園 分 室 香里園町12－97 昭和62年５月 香里会館内 
専有面積 

140.25 

鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 

２階建（２階部分） 

氷 室 分 室 
尊延寺３丁目１

－47 
平成６年12月 1,161.48 200.77 鉄 骨 造 平 屋 建 

［注］香里ケ丘図書館は、平成 30年４月～令和２年（2020年）夏頃まで建替えによる休館のため、南部

生涯学習市民センターにて代替サービスを実施。 
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第２章 教育委員会の取り組み 

本 編 



（１）学校園の安全対策

カメラ及び校門のオートロック装置に連動し

たワイヤレス子機付きインターホン等の活用や、

保護者・地域住民の協力による立哨により校門

での安全監視を行っていますが、今後は効果

的・効率的な手法を検討しながら児童の安全確

保を図ります。 

（２）小・中学校教育用ＩＣＴ機器等の整備

小・中学校におけるＩＣＴ整備については、第四

中学校で実施する「未来学習研究事業」等で検証し

ながら、本年度中に「（仮称）枚方市学校教育情報

化推進計画」を策定します。既に整備済みのＩＣＴ

も活用して中学校から段階的に国基準（３学級に１

学級分）以上の整備促進を図ります。 

（３）公立幼稚園における３歳児保育と子育て支援策の充実

少子化が進む一方で、依然として保育需要が増加傾向にある中で、公立幼稚園では、３歳児保育、

長時間の預かり保育と１・２歳児の小規模保育を組み合わせた「枚方版子ども園」など子育て支援

に取り組むとともに、令和元年（2019 年）10 月から実施予定の幼児教育無償化への対応を行いま

す。また、蹉跎西幼稚園については、令和２年度（2020 年度）末に閉園とし、生み出された財源

については、保育需要等の動向を踏まえながら子育て施策の充実に活用していきます。 

（４）枚方市学校施設整備計画の実施・計画の策定

「枚方市学校施設整備計画（第１期実施計画

（前期）平成 27～平成 32年度）」に基づき、「枚

方市市有建築物保全計画」や「学校トイレ改善

事業」等と整合を図りながら、財政負担の平準

化とコスト縮減を図りつつ、計画的により良い

教育環境の整備に努めます。 

令和３年度（2021 年度）から実施予定の「枚

方市学校施設整備計画（第１期実施計画（後期） 

１．総合教育部の主な取り組み 

安全監視ボランティアの活動 

■枚方市学校施設整備計画

学校施設老朽化対策ビジョンにおける計画

的な整備・学校施設の長寿命化・重点化の考

え方などを踏まえ、中長期的な視点から財政

負担の軽減を考慮し、時代のニーズに適した

教育環境の質的向上等の観点をあわせた効果

的・効率的な学校施設の整備を図るため、平

成 27年３月に策定したものです。 
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令和３（2021）～ 令和８（2026）年度）」については、市有建築物保全計画及びトイレ改善事

業をより効率的に実施するために、一元化した計画を策定します。 

（５）学校トイレ改善事業

児童・生徒が安心して学校生活が送れるよう、「明

るさ、清潔さ、使いやすさ、省エネ対策、コスト対

策」を考慮し、ドライ方式による洋式トイレへの全

面改造や多目的トイレの設置等、「枚方市学校施設整

備計画」や「枚方市市有建築物保全計画」との整合

性を図りながら、トイレの改造工事を行い、老朽化

したトイレの機能の充実を図ります。 

また、改修工事等の「ハード面」において、快適

になったトイレを継続して維持する為に、「ソフト

面」での管理・運営方法の周知に努めます。 

（６）学校規模等適正化事業

教育環境向上のため、将来の児童・生徒数を

見据え、「枚方市学校規模等適正化基本方針」に

基づき、学校規模の適正化に向けて具体的な取

り組みを進めます。 

（７）学校運営に係る事業の再構築

学校運営に係るすべての業務を総合的に捉え、より円滑で効果的な取り組みとなるよう民間活

力の活用も含め、その方向性について検討を進め、学びの環境の充実を図ります。 

（８）学校給食の充実

「おいしさ・品質日本一」を目標に掲げ、子どもたちが

「枚方の給食を食べたい」と思うおいしい給食の提供をめ

ざします。 

中学校給食について、全員喫食の実現に向けて実施手法

の検討を進めます。また、小学校給食について、老朽化が

進む小学校給食調理場について、効率的・効果的な整備を

図ります。 

■枚方市学校規模等適正化基本方針（改定版）について

今後、小規模校が増加し、著しい児童・生徒数の減少

により、学校運営に支障を及ぼすことが懸念されること

から、小規模校の解消を最優先課題と位置づけ、小・中

学校における良好な教育環境の確保を図るため、「枚方市

学校規模等適正化基本方針〔改定版〕」を平成 29 年６月

に策定いたしました。 

改修工事にてドライ化 

になったトイレ 
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（１）学力向上の取り組みの推進

「主体的・対話的で深い学び」をめざした授業づくりと個に応じた家庭学習を推進し、子どもたち

の確かな学びと自立の力を育みます。 

○ 学力の向上

児童・生徒一人ひとりの知識や技能の習得及び思考

力・判断力・表現力の育成に向けて、全中学校区へコー

ディネーターを配置し学力向上委員会、教科会、学年会

等の充実を図り、組織的な取り組みを推進するとともに、

学力向上・授業づくりに高い見識を有する学識経験者の

招聘による教員の授業力向上を図ります。また、ＩＣＴ

機器を効果的に活用し、より高い学習効果につながる授

業改革を進めるとともに、少人数学級編制や習熟度別少

人数指導等により、きめ細かな指導の充実を図ります。 

さらに、授業・課業時間外・家庭学習において、パソコンやタブレットによる学習コンテンツを効

果的に活用することで、新学習指導要領で求められている言語能力や情報活用能力の育成を図ります。 

○ 学力状況を把握・分析し指導方法等を明確化・公表

全国学力・学習状況調査実施後すぐに、教員が問題分析・自校採点及び分析を行い、学校全体とし

て課題や個々の課題にも正対した取り組みを行うとともに、教科会・学年会における授業研究の推進

を図ります。 

また、児童・生徒一人ひとりの課題を踏まえ、宿題や自主学習ノート等、家庭における学習習慣の

充実に努めます。 

（２）英語教育の推進

新学習指導要領の全面実施を見据え、児童・生徒の

英語によるコミュニケーション能力の育成を図ります。 

○ 英語教育指導助手の配置

全中学校に外国人英語教育指導助手（ＮＥＴ）、全

小学校に英語が堪能な日本人英語教育指導助手（Ｊ

ＴＥ）を配置し、英会話や英語を使った体験的な学

習の充実を図ります。 

２．学校教育部の主な取り組み 

英語を使った体験的な学習を実施 
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○ 指導体制の強化

新たに、小学校外国語活動の特別免許を所有する教員を配置し、小学校英語専科教員及び日本人英

語教育指導助手（ＪＴＥ）を拡充するなど、小学校外国語活動の指導体制の強化を図ります。 

○ 外部検定試験の活用

英語の４技能（「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」）をバランスよく育成するため、全

市立中学校第２学年の全生徒を対象に４技能に対応した外部検定試験を実施し、その結果分析をもと

に授業改善、個に応じた指導及び生徒の学習意欲の向上に活かしています。 

○ 大学との連携

関西外国語大学と連携し、「枚方英語村」を実施するなど、児童・生徒が留学生と交流し、英語を使

った体験的な活動の充実を図り、より実践的な英語力を育みます。 

（３）読書活動の推進

児童・生徒の言語能力を育むため、全中学校区に配置した学校司書と司書教諭が連携して、義務教

育９年間を見通した読書活動の充実を図ります。 

（４）体力向上の取り組みの推進

児童・生徒の体力向上に向けた取り組みを計画的に推進します。 

また、中学校部活動について生徒の心身のバランスが取れた成長を促す観点から活性化と充実を図

ります。 

○ 体力の向上

各学校で、全児童・生徒を対象に体力テストを実

施し、その結果に基づいて体力向上推進計画を作

成・実践するとともに、大阪体育大学と連携して、

授業改善をはじめ児童・生徒の体力向上に向けた取

り組みを推進します。 

また、小学生対象の陸上競技大会、駅伝競走大会、

水泳教室等を通じて児童の体力向上を図ります。 

○ 中学校部活動の充実

専門的な知識や技能を有する部活動指導協力者を派遣し、指導の充実を図ります。また、「国のガイ

ドライン」を踏まえて、策定した「枚方市中学校部活動方針」に即して、適切な練習時間や休養日を

設定するなど、生徒にとって望ましい環境を構築し、地域、学校、競技種目等に応じた多様な形で最

適に部活動を実施します。 

－ 37 －



（５）生徒指導の充実

学校・家庭・地域・関係機関が連携し、一人

ひとりの児童・生徒に応じた指導の充実に努め、

いじめ・暴力行為・不登校等の未然防止、早期

発見・早期対応を行います。 

（６）支援教育の充実

すべての幼児・児童・生徒、教職員及び保護

者並びに地域に対して、支援教育の理解と啓発

を推進し、インクルーシブ教育システム（※）

の理念を踏まえ、すべての子どもが「ともに学

び、ともに育つ」という観点からの学校づくり・

集団づくりの充実を図り、障害のある子ども一

人ひとりのニーズに応じた支援を行います。 

 また、全小・中学校に非常勤講師を配置し、 

支援教育コーディネーターの受け持つ授業時間 

を軽減することにより、支援教育コーディネー 

ターが、配慮を要する児童・生徒の状況把握や

支援、関係諸機関との連携等を行う時間を確保 

し、支援教育の充実に努めます。 

（７）少人数学級充実事業の推進

小学校第１学年から第４学年までを支援学級在籍児童を含む 35人学級編制、第５・第６学年に

ついては、支援学級在籍児童を含む 40人学級編制を実施します。 

（８）教職員研修の充実

「キャリアステージに応じて学び続ける教職員の育成」「『主体的・対話的で深い学びの実現に

向け、『Hirakata授業スタンダード』に基づいた授業改善(第２ステージ)」「子ども理解を基盤と

した学校経営や学級経営、授業研究・研修への支援の充実」を図ります。 

（９）コミュニティ・スクールの推進

各学校で特色ある教育活動を展開していくため、枚方市におけるコミュニティ・スクールを

平成 30年度から小学校に順次設置し、保護者や地域住民とともに学校運営を進める「地域とと

もにある学校づくり」を推進します。 

（10）幼児教育の充実

３歳児保育の実施と預かり保育の拡充をします。 

■インクルーシブ教育システム

障害のある者と障害のない者が、同じ場

で、可能な限りともに学ぶ仕組みのこと。 
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（１）「児童の放課後を豊かにする基本計画」の策定

昨年度に続き小学校内で実施する放課後子ども教室モデル事業の実施結果及び児童の放課後対

策審議会における調査・審議も踏まえ、子どもにとって望ましい「放課後」の実現に向け、既存

事業との関係性についても検証し、本市の実情に応じた「児童の放課後を豊かにする基本計画」

を策定します。 

（２）社会教育の推進

 生涯学習の一助となる、人が地域で生活するのに 

必要な基礎的な知識や技術等を学ぶ機会を提供し、 

学習する主体の形成を図ります。市民が主体性を持 

って、地域の人々とともに生きられるよう、子育て 

や親への支援を行う家庭教育支援事業、暮らしに役 

立つ社会制度等についての情報や知識を学ぶ社会教 

育基礎講座、人権を擁護し、尊重することの大切さ 

について、市民の気づきを促す社会教育（人権）講 

座等の開催のほか、枚方市日本語・多文化共生教室 

「よみかき」を実施します。各事業の実施に当たっ 

ては、必要な人に必要な情報が届くよう、適切な周 

知に努めます。 

（３）留守家庭児童会室のあり方の検討

放課後子ども教室の本格実施を見据え、民間活力の活用や適切な施設整備など、事業の再構築

に向けた検討を行います。 

（４）歴史文化遺産の保存・活用（特別史跡百済寺跡再整備事業）

市内の貴重な歴史文化遺産を活用し、まちへの愛着を育むため、整備後 50年以上が経過してい

る「特別史跡百済寺跡」について、抜本的な遺構保存工事と合わせ、憩いの場となる史跡公園と

しての再整備を進めます。 

３．社会教育部の主な取り組み 

■特別史跡百済寺跡

東大寺大仏造立の際、百済の王族の末裔、百

済王敬福は天平 21年（749）陸奥国で産出した

金を献上した功により、翌天平勝宝２年（750）

宮内卿に任ぜられ、その後河内守を加えられま

した。以後、百済王氏は中宮の地に住み、奈良

時代後半に氏寺として百済寺を建立したと考え

られています。 
百済寺跡公園入口 

枚方市日本語・多文化共生教室「よみかき」 

北河内識字・日本語交流会 
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（５）スポーツ施策の推進

平成 29年３月に策定した「枚方市スポーツ推進計画」

に基づき、スポーツと関わる各関係部署・団体等と連

携・協力し、各種スポーツ活動の推進と施設の利用環

境の整備に向けた取り組みを行います。 

また、東京 2020オリンピック・パラリンピックに向

けての施策を進めます。 

（６）香里ケ丘図書館・中央公園の一体的整備

隣接する香里ケ丘中央公園との一体的整備を進め、

また機能連携を図りながら、香里ケ丘地域のまち全体

の魅力を高めるとともに定住促進につなげていきます。 

（７）学校図書館支援事業

  読書好きの子どもを育み、児童・生徒の学力

向上につながるよう、小中学校図書館の機能充

実に向けた支援を強化します。 

学校図書館と市立図書館との蔵書データベー

スの有効活用を進めるとともに、児童・生徒の

読書活動および学習活動の充実を支援します。 

（８）市駅周辺の図書館機能の充実

市の中心拠点・駅近のメリットを生かして、市の魅力をアピールし、定住促進に寄与できるよ

う、行政機能の一つである「図書館機能」の充実に向けた検討を進めます。 

トップアスリートとのふれあい事業

ノーマライゼーション陸上競技チャレンジ

建替えを進める香里ケ丘図書館 

小学校でのオリ
エンテーション

先生と一緒に書架移
動と本の並べ替え 
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第２章 教育委員会の取り組み 

資 料 編 



１．学校におけるＩＣＴ環境と主な教育用ＩＣＴ機器の整備状況 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（１）学校におけるＩＣＴ環境の整備状況

指 標 国目標 全国平均 大阪府平均 枚方市 

教育用コンピュータ１台当たりの児童生

徒数 
3.6人/台 5.6人/台 5.0人/台 6.6人/台 

普通教室における校内ＬＡＮ整備率 100.0％ 90.2％ 96.7％ 100.0％ 

超高速（30Ｍｂｐｓ以上）インターネット

接続率 
100.0％ 91.8％ 99.8％ 100.0％ 

教員の校務用コンピュータ整備率（非常勤

講師は含まず） 
100.0％ 119.9％ 110.3％ 121.7％ 

統合型校務支援システムの整備状況 100.0％ 52.5％ 60.0％ 100.0％ 

全国・大阪府の数値については平成 29年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」（平

成 30年 10月結果公表）から引用 

（２）主な教育用ＩＣＴ機器の整備状況 （単位：台） 

項 目 小学校 中学校 計 

校務用ＰＣ 1,482 784 2,266 

教育用ＰＣ（うちタブレット） 2,599(2,136) 2,210(1,142) 4,809(3,278) 

指導用ＰＣ（うちタブレット） 368(246) 257(122) 625(368) 

児童・生徒用ＰＣ（うちタブレット） 2,231(1,890) 1,953(1,020) 4,184(2,910) 

デジタルテレビ（50インチ） 894 50 944 

プロジェクタ 121 295 416 

実物投影機（書画カメラ） 845 148 993 

テレビ型電子黒板 45 20 65 

ユニット型電子黒板 45 19 64 
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２．学校給食 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（１）学校給食の実施状況

 実 施 対 象 市立全小学校 市立全中学校 

学校給食費 基本月額 3,800円/人 （全学年同額） 基本 330円/食（全学年同額） 

給食実施日 
１学期 66回、２学期 79回、３学期 49回 

各学期、始業式の翌日から終業式の前日 

１学期 66回、２学期 79回、３学期 49回 

各学期、始業式の翌日から終業式の前日 

（２）小学校給食の食数推移（児童・教職員・調理員含む）

（３）中学校給食の喫食率推移（生徒）

（４）学校給食会

枚方市では安全で美味しい学校給食を確実に子どもたちに届けるため、枚方市学校給食会（給食

会）と枚方市教育委員会が連携した取り組みを行っています。 

 給食会は、各小中学校のＰＴＡ委員や校長、栄養教諭等の学校関係者と調理場職員で構成され、

保護者等から徴収した給食費の管理・運営、献立の作成、給食食材の購入、食材を購入する業者の

選定などを行っています。また、これらの取り組みのため、給食会には学校給食物資納入業者選定

委員会、学校給食物資選定委員会、学校給食献立作成委員会・学校給食指導委員会・中学校給食委

員会の５つの委員会を設置しています。 

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H28 22.2% 22.2% 23.4% 24.4% 23.7% 24.5% 24.9% 25.0% 25.1% 25.8% 25.7%

H29 27.7% 31.0% 31.4% 32.0% 32.3% 32.6% 32.3% 32.4% 31.8% 32.1% 32.2%

H30 31.5% 32.3% 32.8% 32.7% 33.2% 33.3% 33.4% 33.0% 32.8% 32.8% 32.0%

R1 31.2% 32.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H28
H29
H30
R1

年 度 食数 

平成 22年度 25,423 
平成 23年度 24,947 
平成 24年度 24,570 
平成 25年度 24,197 
平成 26年度 23,806 
平成 27年度 23,641 
平成 28年度 23,482 
平成 29年度 23,334 
平成 30年度 22,796 
令和元年度

（2019年度） 
22,846 

（各年度５月１日現在） 

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

22 25 28 令和元（年度）

（食） 
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（５）学校給食の内容      

パン 

小学校は１週間に２回、中学校は２週間に１回パンを提供しています。 

パンは、低・中・高学年・中学生それぞれにあった大きさのものを提供しており、コッ

ペパン・食パンを中心に、様々な種類のパンがあります。（うずまきパン、レーズンパン、

黒糖パン、ごまパン、紫芋パン、クロワッサン、アップルパン、黒豆パン等） 

ごはん 

小学校の精米は４月～12 月と３月は大阪産米（ヒノヒカリ）、１月と２月は大阪産れん

げ栽培米（ヒノヒカリ）を使用しています。中学校の精米は公益財団法人大阪府学校給食

会取扱いの北海道産おぼろづきを使用しています。 

白飯を中心に、献立にあわせて様々なごはんを提供しています。（ひじきごはん、ごぼ

うごはん、かやくごはん、玄米ごはん、わかめごはん、すしごはん、黒米ごはん等） 

牛乳 
牛乳は、毎朝、工場から各小・中学校に配送されます。乳牛からしぼった生乳を原料と

して、不純物を取り除き、質を均一にし、殺菌などの処理を行ったものを提供しています。 

おかず 

煮物や汁物・揚げ物・蒸し物・焼き物などいろいろなおかずを作ります。また、季節の

行事食や郷土料理、世界の料理も取り入れています。これらの献立は、子どもたちに必要

な栄養素の量とバランス、食品の構成、更には子どもたちの嗜好なども参考に、栄養教諭・

栄養士が案を作成し、給食担当の教諭等が参加する献立作成委員会で決定しています。 

・季節の行事食 

【正月】雑煮、田作り、黒豆 【節分】年越しのいわし、粕汁、炒り大豆 

【ひなまつりや卒業祝い】ちらし寿司、鯛の塩焼き、ひなあられ 等 

・枚方市や大阪府北河内地区に伝わる料理・季節の料理 

じゃこ豆、くるみ餅、ごんぼ汁、焼き鯖手巻き 等 

・日本各地の郷土料理：しっぽくうどん、ほうとう、いも煮、しょっつる汁 等 

・世界の料理：ポトフ、ボルシチ、カリー・ガー、タッカルビ、プルコギ 等 

≪小学校給食 献立の一例≫  ≪中学校給食 献立の一例≫ 

枚方市の郷土料理  季節の献立 

内 容：すしご飯・焼きのり・ごんぼ汁・ 

焼き鯖手巻き・じゃこ豆・牛乳 

 内 容：黒糖パン・冷麺・冷麺の具・肉だんごの 

甘酢あんかけ・もやしのピリカラ炒め・牛乳 
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（６）学校給食の充実                               

① 小学校給食への地元農産物の利用について 

野菜類については、枚方産・大阪産合わせて 24品目で 30.4トン、うち枚方産は 19品目、19.3ト

ンを使用しました。また、米については、大阪産「ヒノヒカリ」を 157.7 トン、大阪産れんげ栽培

米を 38.6トン、合わせて 196.3トンを使用しました。 

なお、地元農産物（大阪府内産）の割合は重量ベースで 32.3％でした。 

（単位：kg） 

品目 
枚方産農産物 

購入量 

大阪産農産物 

購入量 

枚方産・大阪産 

農産物購入量 

１ えんどう豆 89.1    89.1  

２ 玉葱 5,530.3    5,530.3  

３ さつまいも 1,094.3    1,094.3  

４ 大根 2,991.5    2,991.5  

５ キャベツ 49.0    49.0  

６ 白菜 1,045.4    1,045.4  

７ じゃがいも 922.2    922.2  

８ ほうれん草 1,181.6    1,181.6  

９ チンゲンサイ 1,250.8    1,250.8  

10 九条ねぎ 803.1    803.1  

11 なす 244.9    244.9  

12 小松菜 1,118.8   1,118.8  

13 冬瓜 1,730.7    1,730.7  

14 人参 196.8    196.8  

15 金時人参 107.6    107.6  

16 れんこん 288.7    288.7  

17 かぼちゃ 494.8  494.8 

18 里芋 50.1  50.1 

19 黒米 148.0    148.0  

20 青葱   3,792.0  3,792.0  

21 たけのこ   4,790.0  4790.0  

22 おおさかしろな  891.8 891.8 

23 豆苗  1,366.6 1,366.6 

24 水菜  252.1 252.1 

合計 18,792.8 8,582.0 27,374.8 

（単位：トン） 

品目 
大阪産米 

購入量 

大阪産れんげ栽培米

購入量 
合計 

米 157.7  38.6  196.3 
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② 中学校給食（選択制）の充実について 

「第一学校給食共同調理場」において平成 28 年４月より中学校給食を調理し、生徒への提供を開

始しました。平成 30年度の平均喫食率は 32.7％です。 

 

③ 食物アレルギー対応について 

「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、除去食の調理や学校での対応など

について全校統一の運用を行いました。 

 

④ 小学校給食調理場におけるドライ運用について 

平成 29 年度から全単独調理場においてドライ運用を実施。その他、衛生的な調理場運営を図るた

め、調理方法の工夫検討を行い、全調理場で実施しました。 

 

（７）学校給食調理場老朽化対策事業について                              

第三学校給食共同調理場老朽化対策事業の対象６か所の単独調理場の改築・長寿命化改修及び香

里小学校単独調理場の長寿命化改修について、いずれも基本実施設計を進めました。 

平成 30年度については、２か所（長尾・招提）の単独調理場を親子方式調理場（共同調理場）

として、運用を開始しました。 

 

（８）第１回枚方市学校給食コンテストの実施について  

小・中学生から「給食で食べたい！魚を使ったメニューを考えよう！」というテーマでメニュ

ーを募集しました。入賞作品（小・中学生各 10 作品）から小学校２作品、中学校３作品を３学

期の学校給食で提供しました。 

 

● 第１回枚方市学校給食コンテスト応募数  （ ）内は応募者数 

小学生：989作品（989人） 中学生：369作品（372人※） ※グループでの応募あり 

 

● 提供したメニュー 

小学校：「さばの竜田揚げきのこあんかけ」 

「野菜たっぷり魚あんかけ」   

中学校：「鮭とじゃがいものレモンバターしょうゆ」、「たらのカレー揚げ」 

「たらの磯辺揚げ～四万十あおさ風味～」 

 

 

 

 

 

 

               
 ・さばの竜田揚げきのこあんかけ 

・豆乳みそ鍋 ・昆布の佃煮 ・ご飯 ・牛乳 

     

 ・たらの磯辺揚げ～四万十あおさ風味～ 

・うの花の炒り煮 ・きんぴらごぼう 

・スープ煮 ・ご飯 ・牛乳 
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（９）防災教育の取組みについて 

   防災対策を考える機会や万一の事態への心構えをもつこと等を目的として、枚方市立学校園「防災

教育の日」に災害用非常食を取り入れた給食を提供しました。 

  

  ●実施日 平成 30年９月５日、６日 

  ●対象    小学校 

●給食内容  うずまきパン、牛乳、災害用非常食「救給コーンポタージュ」、 

厚揚げのチリソース、ふかし芋 
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３．生徒指導の充実  

 

（１）生徒指導充実事業の実施 

市立小・中学校に市費負担任期付教員又は非常勤講師を配置し、生徒指導主担者、生徒指導主事等

が本来の生徒指導業務に専念できる体制を整え、児童・生徒にとって安全・安心な教育環境の充実を

図っています。 

 

（２）スクールカウンセラーの配置 

   全中学校に年間 35 回、臨床心理士の資格をもつスクールカウンセラーを配置し、保護者、生徒、

教職員などからの相談に応じています。また、中学校の相談だけではなく、校区の小学校からの相談

にも応じています。 

 

（３）心の教室相談員の配置 

全小学校に年間 36回、心の教室相談員を配置し、保護者、児童、教職員などからの相談に応じて

います。スクールカウンセラーとも連携を図っています。 

 

（４）不登校支援協力員の配置 

   教職経験者等による不登校支援協力員を全中学校及び７小学校に配置し、不登校児童・生徒に対

し、教育相談や学習支援などを行っています。 

 

（５）ひらかた学校支援チームの設置 

警察官ＯＢや心理・福祉の専門家、校長経験者、指導主事で構成される支援チームが、学校を定期

的に訪問し、いじめや問題行動、不登校、児童虐待などの未然防止、早期発見・早期対応のための支

援を行っています。また、緊急事案が発生した場合には、心理・福祉の専門家等の緊急派遣を行い、

事案の早期解決を図ります。 

さらに、法律に関わる事案については法律相談員（弁護士）が助言を行っています。 

 

（６）スクールソーシャルワーカーの配置・派遣 

 いじめや問題行動などの生徒指導上の問題、児童虐待や不登校などの課題に適切に対応するため、

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識を用いて、児童・生徒の置かれた様々な

環境に働き掛けて支援を行うスクールソーシャルワーカーを７中学校区に配置するとともに、緊急

対応等の支援が必要な学校に派遣し、課題解決を図っています。 

 

（７）いじめ・体罰防止に関するマニュアルの作成と研修の実施 

 いじめの未然防止、早期発見・早期対応、体罰根絶の観点から「枚方市生徒指導マニュアル（いじ

め防止編・体罰防止編）」を作成し、全小・中学校でマニュアル等を活用した教職員研修を実施して

います。 
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（８）小・中学校生徒指導体制推進事業の実施 

   中学校における生徒指導のノウハウを校区小学校で共有するなど、校区の小・中学校が連携し、暴

力行為発生件数を減少させることを目標にして、小学校における生徒指導体制の充実を図っていま

す。 

 

（９）枚方市いじめ防止基本方針に基づき設置した組織 

枚方市では、「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、「枚方市いじめ防止基本方針」を策定

し、いじめの未然防止、早期発見に向けた取り組み等を推進するため、「枚方市いじめ問題対策連

絡協議会」及び「枚方市学校いじめ対策審議会」を設置しています。 

 

 

 

■ いじめ防止等のための基本的な考え方 

① いじめはどの子どもにも、どの集団でもおこりうる重大な人権侵害で、決して許されるものではあ

りません。 

② 学校は、家庭・地域・関係機関と連携し、いじめのない学校づくりに取り組まなければなりません。 

③ 保護者は、子どもがいじめを行うことがないように指導に努めなければなりません。 

④ 子どもは自分が大切な存在であることを自覚し、決していじめをしてはならないことを認識しな

ければなりません。 

⑤ いじめのない社会を実現するために、市・学校・家庭・地域はそれぞれの立場から、主体的に連携

して取り組みを進めていかなくてはなりません。 

 

■ いじめの未然防止のために   ―それぞれの役割― 

教育委員会・・必要な施策の推進 

○ いじめの未然防止や早期発見のため、定期的な調査や啓発を行います。 

○ 学校や関係機関と連携して子どもの支援・指導を推進します。 

○ 相談体制や教職員研修を充実し、学校への支援を行います。 

 

学 校・・安心して学び、生活できる学校づくり 
 

○ いじめのない人間関係が形成できるよう、子どもを指導・支援します。 

○ いじめアンケート等、いじめの早期発見、早期解決に向けた取り組みを行います。 

○ 教職員一人ひとりが人権意識を高め、いじめや体罰の未然防止に向けた研修や体制を整

備します。 

 

子ども・・みんなで協力していじめをなくす 
 
○ 「いじめかな」と思ったら、その当事者に声をかけたり、周りの大人に相談したりし

ます。 

 

枚方市いじめ防止基本方針の概要 
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保護者・・日頃からコミュニケーションを 
 

○ 子どもの話をよく聞き、小さな変化を見逃しません。 

○ 学校や地域の人々など、子どもを見守っている人々とのコミュニケーションを大切にし、

情報交換をします。 

○ 「いじめかな」と思ったら、速やかに学校や関係機関に相談、通報します。 

 

地域・関係機関・・学校・保護者と連携した子どもの見守り 
 

○ 地域は、学校・保護者・関係機関と連携して情報提供し、いじめの未然防止に努めま

す。 

○ 子どもにかかわる諸機関は、相互に連携して、子どもの健全育成に努めます。 

 

■ いじめ防止や対策のための組織 

学校に設置する組織 

「いじめ防止対策委員会」 

学校内のいじめ防止等の取り組みやいじめへの措置の検討などを行います。 

＜構成員＞ 学校の複数の教職員（管理職、学年主任、生徒指導担当者、養護教諭等）、ス

クールカウンセラーや心の教室相談員など心理・福祉等に関する専門的な知識

を有する者、その他関係者 

 

教育委員会が設置する組織 

「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」 

いじめ防止等に関する枚方市の関係部課と関係機関との連携強化のために設置しています。 

＜構成員＞ 枚方市・枚方市教育委員会の関係部課担当者、大阪府中央子ども家庭センター、

法務局、警察、スクールソーシャルワーカー等 

 

「枚方市学校いじめ対策審議会」 

いじめ防止等の対策が効果的に行われるよう調査・研究をしたり、子どもたちの生命にかか

わる重大事態が発生した場合、中立かつ公正な第三者の立場から調査を行うために設置して

います。 

＜構成員＞ 弁護士や学識経験者、心理や福祉の専門家など、対象となるいじめと利害関係

のない第三者 

 

市長が設置する組織 

「枚方市いじめ再調査委員会」 

重大事態の報告結果について、市長が再調査の必要性を認めたときに設置されます。 

  ＜構成員＞ 弁護士や精神科医・学識経験者・心理や福祉の専門家など、対象となるいじめ

と利害関係のない第三者 
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（９）子どもの笑顔守るコール 

月曜日から金曜日の９時 00分から 17時 00分まで（祝日・年末年始を除く）、電話相談員がいじ

めや教育に関する悩みの相談を受け付けます。 

 ■相談件数の推移                             （単位：件） 
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教育相談安心ホットライン

いじめ専用ホットライン

「いじめかな」と思ったら、まずは気軽に相談してください。 

市立小・中学校校長・教頭・担任・生徒指導担当等、誰にでも相談できます。 
 

子どもの笑顔守るコール 

【いじめ専用ホットライン】 

072-809-7867 

【教育安心ホットライン】  

072-809-2975 

月～金の９時 00分～17時 00分 

（祝日・年末年始を除く） 

 

子ども総合相談センター 

子育て、親子関係友人関係のことなど、

18歳未満の子どもに関する様々な相談 

050-7102-3221 

月～金の９時 00分～17時 30分 

（祝日・年末年始を除く） 

 

大阪府中央子ども家庭センター 

子どもや家庭についての相談 

072-828-0161 

月～金の９時 00分～17時 45分 

（祝日・年末年始を除く） 

大阪府すこやか教育相談 24 

いじめに限らず子どものＳＯＳ全般を受

け止める相談ダイヤル 

0120-0-78310 

年中無休 24時間対応 

 

 
主な相談先 
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４．支援教育の充実 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（１）支援学級設置状況 

                        （単位：学級） 

障害種別 

学校 
弱視 難聴 知的障害 

肢体 

不自由 

病弱・ 

身体虚弱 

自閉症・ 

情緒障害 
計 

小学校 １ ２ 83 27 ８ 103 224 

中学校 ０ １ 25 ８ ６ 27 67 

計 １ ３ 108 35 14 130 291 

 

（２）支援学級在籍者数 

                                        （単位：人） 

障害種別 

学校 
弱視 難聴 知的障害 

肢体 

不自由 

病弱・ 

身体虚弱 

自閉症・ 

情緒障害 
計 

小学校 ３ ５ 498 66 16 643 1,231 

中学校 ０ ３ 127 21 ９ 146 306 

計 ３ ８ 625 87 25 789 1,537 

 

（３）通級指導教室設置状況 

                    （単位：教室） 

障害種別 

学校 
難聴 言語障害 情緒障害 発達障害 計 

小学校 １ ２ ０ ７ 10 

中学校 ０ ０ １ １ ２ 

計 １ ２ １ ８ 12 

 

  

５．枚方市立中学校卒業者進路先一覧 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

 

平成 30年度枚方市立中学校卒業者進路先一覧 

 

 

 

 

 

 

全日制

課　程

定時制

課　程

通信制

課　程

定時制

課　程

通信制

課　程
計

男 1,854 1,686 12 114 18 1,830 7 1,837 0 1 1 10 60 0 0 60 60 6

女 1,679 1,557 18 87 1 1,663 5 1,668 0 0 0 2 35 8 0 43 41 7

計 3,533 3,243 30 201 19 3,493 12 3,505 0 1 1 12 95 8 0 103 101 13

91.8% 0.8% 5.7% 0.5% 98.9% 0.3% 99.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.7% 0.2% 0.0% 2.9% 2.9% 0.4%（％）

支援

学校

（高等

部）

計

高等学校

専修

学校

各種

学校

高等職業

技術専門

学校等

（単位:人）

卒業者数

進学した者 進学と就職した者

就職

した者

専修学校等入学者

その他
高等学校

高等

専門

学校

小計 計

再掲

二重

計上分
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６．就学援助制度 

■就学援助費実施状況（平成 30年度実績）

（１）小・中学校

【就学援助費】

区分 
児童生徒数（人） 

（平成 30年５月１日現在）

Ａ 

申請者数（人） 

Ｂ 

認定者数（人） 

Ｃ 

申請率（％） 

Ｂ／Ａ 

認定率（％） 

Ｃ／Ａ 

小学校 21,491 4,707 3,971 21.9 18.5 

中学校 10,265 2,513 2,158 24.5 21.0 

合計 31,756 7,220 6,129 22.7 19.3 

【交通災害遺児奨学金】 

給付人数（人） 給付額（円） 

15 850,000 

〔注〕給付額（月額）5,000円 

（２）高等学校

【奨学金支給状況】 

給付額（円） 18,768,000 

給付人数（人） 286 

内訳（１） 
公立在学生 146 

私立在学生 140 

内訳（２） 
新規給付者 104 

継続給付者 182 

〔注〕 給付額 公立（月額）4,500円・私立（月額）6,500円 

【奨学金申請・認定状況】 （単位：人） 

申請者数 218 

新規認定者数 104 

内訳（１） 
公立在学生 58 

私立在学生 46 

内訳（２） 
１年生 73 

１年生以外 31 
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７．学力の向上 

義務教育９年間を見通した教育を推進し、子どもたちにとって、わかる授業や「主体的・対話的で

深い学び」を実現する授業をめざして「授業改善」「家庭学習の充実」への取り組みを進めています。 

また、研究指定校による研究・実践の成果を活用するとともに、各学校において校内研究を充実さ

せることで、教員の授業力を高め、総合的な学校力の向上を図り、子どもたちの確かな学びと自立の

力を育んでいます。 

（１）学力の向上に向けた取り組み

① 小中一貫・学力向上推進コーディネーターの配置

義務教育９年間を見通した学力向上の取り組みを推進するため、全中学校区に「小中一貫・学力向

上推進コーディネーター」を配置しています。各中学校区では、「小中一貫・学力向上推進コーディ

ネーター」を核とした組織体制を確立し、「授業改善」及び「家庭学習の定着」に向けた取り組みを

進めています。 

② 「Hirakata 授業スタンダード」の作成

新学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」の授業づくりの基本となる

「Hirakata 授業スタンダード」を作成し、各小・中学校では「Hirakata 授業スタンダード」に基

づいた授業改善や教員の授業力向上に向けた研修の充実を図っています。 

■Hirakata 授業スタンダード

授
業
の
前
に

家庭学習 ☆次に学習するところを家で予習しておきましょう。

休み時間 ☆次の授業の準備をしましょう。〔教科書･ノート･筆記用具 など〕

一
時
間
の
授
業
の
中
で

つかむ
☆めあて(学習課題)を知り、これまでに学んだことをもとに
「どうすれば解決できるか」見通しをもちます。

考える
☆課題に向き合い、ひとりでじっくり考えます。
☆考えたことをノートにしっかり書きます。

学び合う
☆考えたことを発表したり、話し合ったり(ペア・グループ
・全員)して、自分の考えを確かめたり、新しい考えを
見つけたりします。

振り返る
☆学んだことを使って、確認問題や練習問題をします。
☆学んだことを振り返り、「わかった」「できた」を自分の
言葉でノートにまとめます。

☆宿題にしっかり取り組みましょう。
（学校で学んだことを家で復習します。）

家庭学習

Hirakata 授業スタンダード
ー みんなが「わかった」「できた」を実感する授業にするために －

授
業
の
後
に

★
黒
板
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
写
す
だ
け
の

ノ
ー
ト
か
ら
、
自
分
で
考
え
た
こ
と
を
書
く

ノ
ー
ト
に
し
よ
う
。

★
学
習
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
ノ
ー
ト
に
し
よ
う
。

枚方市 ひこぼしくん

児童生徒用
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③ 授業改善 

全小・中学校において、学力向上委員会や、学年会、教科会を定期的に開催することで授業研究や

教材・教具等の充実を図り、教員の授業力向上と授業改善に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学力状況の把握・分析 

枚方市教育委員会では、平成30年４月17日に市内小学校６年生、中学校３年生を対象に実施した

全国学力・学習状況調査の結果を分析し、詳細を枚方市ホームページに掲載しています。 

各小・中学校においても、全国学力・学習状況調査実施後、問題分析・自校採点及び調査結果の

分析を行い、学校全体として課題等に正対した学力向上に向けた取り組みを進めています。 

 

 

 

 

授業改善 

授業研究の回数や研
究会の持ち方の見直
し等、授業研究の活性

化や研修の充実 

 

授業研究 

学力向上担当者を中
心とした学校全体で
の組織的な学力向上

の取組の推進 

 

組織的な取組 

授業スタイルの構築 

「Hirakata 授業スタン 

ダード」に基づいた授業 

の確立 

 

 

義務教育 9年間を見
通した系統的･組織的

な教科指導 

 

系統的･組織的な 
教科指導 

習熟度別指導･少人数
指導における指導方

法の研究･改善 

指導方法の工夫 

基礎的･基本的な知識及
び技能を活用した問題
解決的な学習の指導 

問題解決的学習 

  

教職員による研究授業 中学校での教科会 

授業改善 
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（３）家庭学習の定着に向けた取り組み

「家庭学習の定着」については、学力と生活・学習習慣は相関関係が高いことから、学校と家庭

が連携して取り組んでいくことが大切であると考え、「家庭への７つのお願い」という形でまとめ、

全保護者にお知らせしています。また、「自主学習ノートのすすめ」を作成・配付し、各小・中学

校の「家庭学習の手引き」と合わせて活用することで、児童・生徒の自学自習力の育成を図ってい

ます。 

■自主学習ノートのすすめ

■家庭への７つのお願い

 子どもの成長過程に応じて 

できることから始めること 

が大切です。 
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（４）外部の知見の活用

「主体的・対話的で深い学び」をめざした授業づくりや教員の授業力向上を図るため、文部科学

省 国立教育政策研究所 千々布敏弥 総括研究官をはじめ、専門的な高い見識を持つ講師を招聘し、

全小・中学校の学力向上推進担当者に向けた研修や、学校への訪問などを行うことで、授業改善や

教科会、学年会の充実等について指導・助言を受けています。 

－ 56 －



８．指導体制の充実（小中一貫教育推進事業）                              

 

義務教育９年間を見通して、児童・生徒の発達段階に応じた指導体制の充実を図るため、小学１年生

から４年生まで、支援学級在籍児童数を含む１学級 35 人以下とする本市独自の少人数学級編制を実施

しています。平成 30年度からは、５年生・６年生について、支援学級在籍児童を含む 40人学級編制を

実施し、新たな学級編制のもとで、習熟度別指導や一部教科担任制等、さまざまな指導方法・指導形態

の工夫により、児童の「生きる力」の育成を図ります。 

また、中学生については、習熟度別指導等を含む少人数指導を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■少人数指導 

児童・生徒の実態や指導の場面に応じて、個

に応じた指導を充実させるための効果的な指

導方法や指導体制を柔軟かつ多様に導入した

授業です。 
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■少人数指導の実施状況［平成30年度実績］ 

 

［小学校］ 

学 校 名 教 科 学 年 
 

学 校 名 教 科 学 年 

枚方小学校 
国 語 ４～６年 

 
磯島小学校 算 数 ５・６年 

算 数 ５・６年 
 

蹉跎西小学校 算 数 ３～６年 

枚方第二小学校 算 数 ５・６年 
 

樟葉西小学校 算 数 ５・６年 

蹉跎小学校 算 数 ４～６年 
 

田口山小学校 算 数 ５・６年 

香里小学校 算 数 ５・６年 
 

西牧野小学校 算 数 ３～６年 

開成小学校 算 数 ５・６年 
 川越小学校 

国 語 ５年 

五常小学校 算 数 ５・６年 
 

算 数 ５・６年 

春日小学校 算 数 ５・６年 
 

蹉跎東小学校 算 数 ５・６年 

桜丘小学校 算 数 ５・６年 
 

桜丘北小学校 

国 語 ３・４年 

山田小学校 
算 数 ３～６年 

 
算 数 ５・６年 

理 科 ５・６年 
 

理 科 ５・６年 

明倫小学校 算 数 ４～６年 
 

津田南小学校 算 数 ３～６年 

殿山第一小学校 算 数 ３～６年 
 

樟葉北小学校 算 数 ４～６年 

殿山第二小学校 算 数 ５・６年 
 

船橋小学校 算 数 ４～６年 

樟葉小学校 算 数 ５・６年 
 

菅原東小学校 算 数 ５・６年 

津田小学校 算 数 ３～６年 
 

中宮北小学校 算 数 ３～６年 

菅原小学校 
国 語 ３～６年 

 
山田東小学校 

国 語 ６年 

算 数 ５・６年 
 

算 数 ５・６年 

氷室小学校 算 数 ５・６年 
 

理 科 ６年 

高陵小学校 
国 語 ３年 

 
藤阪小学校 算 数 ５・６年 

算 数 ３～６年 
 

平野小学校 算 数 ５・６年 

山之上小学校 算 数 ５・６年 
 

長尾小学校 算 数 ５・６年 

牧野小学校 
国 語 ３～６年 

 
東香里小学校 算 数 ３～６年 

算 数 ３～６年 
 

伊加賀小学校 算 数 ５・６年 

交北小学校 算 数 ５・６年 
 

西長尾小学校 算 数 ５・６年 

香陽小学校 

国 語 ４～６年 

 

 

算 数 ５・６年 

理 科 ５年 

招提小学校 算 数 ３～６年 

中宮小学校 算 数 ５・６年 

小倉小学校 
国 語 ３～６年 

算 数 ５・６年 

樟葉南小学校 算 数 ５・６年 
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［中学校］ 

学 校 名 教 科 学 年 

 

学 校 名 教 科 学 年 

第一中学校 
数 学 １年 

杉 中 学 校 
数 学 １年 

英 語 ２・３年 英 語 ３年 

第二中学校 英 語 １～３年 
山田中学校 

数 学 １～３年 

第三中学校 
数 学 １・２年 英 語 １～３年 

英 語 ３年 
渚西中学校 

数 学 １・３年 

第四中学校 
数 学 １年 英 語 ２・３年 

英 語 １・２年 
桜丘中学校 

数 学 １年 

津田中学校 
数 学 ２年 英 語 １年 

英 語 １・２年 蹉跎中学校 英 語 １～３年 

枚方中学校 英 語 １～３年 
招提北中学校 

数 学 ２・３年 

中宮中学校 
数 学 １・２年 英 語 １・２年 

英 語 １～３年 
長尾西中学校 

数 学 １年 

招提中学校 英 語 １～３年 英 語 １～２年 

楠葉中学校 
数 学 １年  

英 語 ２・３年 

楠葉西中学校 
数 学 １年 

英 語 １年 

 
東香里中学校 

数 学 ２年 

英 語 ２・３年 

長尾中学校 
数 学 ２年 

英 語 ２・３年 
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９．自学自習力の向上（学力向上推進事業（放課後自習教室事業）） 

児童・生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、新学習指導要領で求められている資質・

能力の育成を図るため、全小・中学校にパソコンやタブレットで活用できる学習コンテンツを導入する

とともに、放課後自習教室及び少人数学習教室（中学校）を開室（令和元年度（2019 年度）２学期以

降の予定）しています。 

（１）放課後自習教室

各小・中学校では、学校の状況に合わせて、平日の放課後に放課後自習教室を実施し、学習コン

テンツを活用しながら児童・生徒一人ひとりの理解度に応じた学習を行っています。小学校の放課

後自習教室には、退職教員や地域人材、大学生等の協力による「やる気ングリーダー」を配置し、

児童・生徒の学習の補助を行っています。 

（２）少人数学習教室（中学校）（令和元年度（2019年度）２学期の予定）

中学校では、週１回、平日の課業時間外に民間業者委託による少人数学習教室を実施し、対象の

生徒ごとの学習計画に沿った学習を進めていきます。家庭学習にもつなげることで、学習習慣の定

着や今求められている資質・能力の育成を図ります。 

（３）学習コンテンツ

児童・生徒一人ひとりの理解度に応じて、パソコンやタブレットを活用しながら学習できるコン

テンツを導入しており、学習進度や難易度に合わせたプリントの取り出しや、タブレットを使って

学習履歴を蓄積しながら学習することができます。このコンテンツは、授業・放課後自習教室・家

庭等で活用できる他、教員の教材作成に活用しています。 

実施回数 
児童・生徒 

延べ参加人数 

やる気ングリーダー

の配置人数 

小学校 3,721回 91,774人 164人 

中学校 1,680回 11,964人 50人 

■ 平成 30年度 放課後自習教室の実施状況
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１０．英語教育の推進 

英会話や英語を使った体験的な学習を通し、英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする資

質や能力を育成するため、平成 18年度から「小中一貫英語教育」を推進しています。 

枚方市の英語教育の特色としては、日本人及び外国人の英語教育指導助手の充実があげられ、全小

学校に「ＪＴＥ」と呼ぶ日本人の英語教育指導助手、全中学校に「ＮＥＴ」と呼ぶ外国人の英語教育

指導助手を配置し、児童・生徒の英語教育の推進を図っています。 

（１）ＪＴＥとＮＥＴの配置

① ＪＴＥ（日本人英語教育指導助手）

英語が堪能な日本人の英語教育指導助手で、児童が英

語に慣れ親しむ小学校の外国語活動（３・４年生で年間

15 時間、５・６年生で年間 50 時間）の時間で、学級担

任とのティーム・ティーチングで児童の指導を行ってい

ます。 

② ＮＥＴ（外国人英語教育指導助手）

英語を母国語とする、又は、母国語同様の言語能力を

有する外国人を全中学校に各１名配置しています。 

これにより、本市の中学生は、授業で外国人から直接

英語を学ぶことができ、授業以外でも英語でコミュニケ

ーションをとることができます。また、学期に１回程度、

配置している中学校区内の小学校に派遣され、小学校の

外国語活動の支援を行っています。 

（２）英語専科教員の配置

令和２年度（2020 年度）から全面実施される新学習指導要領を見据え、平成 30 年度から小学

校に外国語活動の専科教員（学級担任を持たず、当該教科を専門に指導する教員）を４人配置し

ています。 

専科教員は、小学校教員（小学校教員免許を要する教員）の授業力の向上と、外国語活動の教

材研究を行います。 

（３）外部検定試験の実施

英語の４技能（「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」）をバランスよく育成するため、

平成 30 年度から市立中学校２年生の全生徒を対象に４技能に対応した外部検定試験を実施し、そ

の結果分析をもとに授業改善、個に応じた指導及び生徒の学習意欲の向上に活かしています。 

－ 61 －



（４）モチベーションアップ・プロジェクト

小学校の外国語活動と中学校英語との円滑な接続と、外国人と身近に直接コミュニケーションす

る体験を通して、児童の外国語に対する意欲・関心を高めることを目的に実施しています。 

平成 30年度は、11小学校が実施しました。 

（５）英語暗唱大会（ＥＣフェスティバル）

児童・生徒が日頃の英語学習の成果を発表する場として、全中学校区で英語暗唱大会（ＥＣフェ

スティバル）を実施しました。

（６）枚方英語村 （ English Village in Hirakata &  English Village in Hirakata for kids ） 

体験的に英語を使用することで、積極的に英語でコミュニケーションをとろうとする資質の育成

と、英語学習への意欲を高めることを目的に実施しています。 
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１１．読書活動の推進 

児童・生徒の言語能力を育むため、全中学校区に配置した学校司書と司書教諭が連携して、義務教育

９年間を見通した読書活動の充実を図っています。 

（１）学校図書館の機能・役割

学校図書館には、児童・生徒の読書活動を支える「読書センター」、児童・生徒の情報収集や選

択、活用能力を育成する「学習・情報センター」としての機能、教職員の教科指導等に活用できる

資料や教材作成をサポートする「教職員サポート」の機能があります。 

（２）学校司書の配置の推移

年度 配置校区 

平成 26～27年度 第四中学校・長尾中学校・桜丘中学校 

平成 28～29年度 
第四中学校・長尾中学校・桜丘中学校・第二中学校・津田中学校 

楠葉中学校・杉中学校・山田中学校・渚西中学校・長尾西中学校 

平成 30年度～ 全中学校 
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１２．体力の向上 

全児童・生徒を対象に体力テストを実施し、その結果に基づいて各小・中学校で体力向上推進計画を

作成し、児童・生徒の体力向上に向けた取り組みを推進しています。 

また、小学生対象の陸上競技大会、駅伝競走大会や夏休みに実施する小学校水泳教室を通じて児童の

体力向上を図っています。 

１３．部活動の充実 

（１）中学校部活動指導協力者の派遣

部活動の活性化と充実を図るとともに、顧問教員の時間的余裕を生み、生徒指導や授業研究の時

間を確保するため、各中学校に専門的な知識や技能を有する部活動指導協力者を派遣しています。 

市立全中学校では、専門的な知識・技能をも

った部活動指導協力者の派遣（各校１人上限

100 回以内、年間 370 回以内）を受け、部活

動の活性化と充実を図っています。 

体力テスト（ソフトボール投げ） 小学校水泳教室 
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■平成 30年度 中学校部活動指導協力者派遣状況

中学校名 部活動名 

第 一 吹奏楽、卓球、男子・女子バスケットボール、ソフトボール、バドミントン 

第 二 剣道、野球、陸上、バドミントン、ソフトテニス 

第 三 卓球、女子ソフトテニス、剣道、吹奏楽 

第 四 茶華道、卓球、バドミントン、剣道、吹奏楽 

津 田 吹奏楽、女子バスケットボール、陸上 

枚 方 男子テニス、卓球 

中 宮 男子・女子バトミントン、バレーボール、卓球、男子・女子バスケットボール、陸上 

招 提 華道、卓球、野球 

楠 葉 バドミントン、卓球、剣道、ソフトボール 

楠葉西 バドミントン、男子・女子卓球、男子・女子ソフトテニス、吹奏楽、陸上、サッカー 

東香里 ソフトボール、バドミントン、男子・女子バスケットボール、女子ソフトテニス、卓球、軟式野球

長 尾 男子・女子バトミントン、卓球、テニス、サッカー、男子バスケットボール 

杉 男子・女子バドミントン、男子・女子卓球 

山 田 バドミントン、男子テニス 

渚 西 
バドミントン、女子バレーボール、男子バスケットボール、女子ソフトテニス、卓球、軟式野球 

陸上

桜 丘 茶道、女子バドミントン、音楽、男子テニス、剣道、卓球 

蹉 跎 男子・女子バドミントン、男子・女子卓球、剣道、サッカー 

招提北 卓球、男子テニス、水泳 

長尾西 
吹奏楽、ソフトボール、バドミントン、野球、卓球、男子・女子テニス、剣道、男子・女子バスケッ

トボール

（２）部活動の休養日

文部科学省が運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議を開催し、平成

30年３月に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」が示されました。 

  こうした状況を踏まえ、枚方市教育委員会では、「枚方市中学校部活動方針」を策定し、生徒の

心身のバランスがとれた成長を促し、豊かな人間関係を構築する場とし、安全・安心を確保する

とともに、教員の「働き方改革」を推進する観点から、適切な中学校部活動の休養日・練習時間

等を設定しています。 

－ 65 －



１４．道徳教育 

児童・生徒が、生命を大切にする心や他人を思いやる心、善悪の判断などの規範意識等の道徳性を身

につけることは重要です。道徳教育は、児童・生徒の道徳的な心情・判断力・実践意欲と態度などの道

徳性を養うため、全小・中学校で「特別の教科 道徳（道徳科）」を要として学校の教育活動全体を通

して実施しています。 

１５．福祉・ボランティア活動 

本市では、地域にある社会教育施設や福祉施設等を活用した体験的な学習やボランティア活動など、

実践的な社会体験を通した教育活動を推進しています。 

各学校園では、高齢者施設や社会福祉施設を訪問し、高齢者等と交流を図ったり、アイマスクや車椅

子体験、点字・手話学習など様々な取り組みを行っています。 
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１６．環境教育の推進 

枚方市立学校園（小中学校・幼稚園）では、教職員が率先して、学校園事務から生じる環境負荷の低

減を図るとともに、幼児・児童・生徒の環境保全意識の向上を図るため、環境教育を推進しています。 

また、小中学校・幼稚園の環境保全の取り組みを推進するため、ＰＤＣＡサイクルを活用した枚方市

独自の学校版環境マネジメントシステム（Ｓ－ＥＭＳ）を運用しています。 

○環境方針

① 地球環境の問題の解決に向け、ごみ減量化やリサイクル、水遣り時の雨水利用等を推進すると

ともに、空気調和設備データ収集システム等を活用することで、日常の取り組みを点検し、紙、

電気、ガス、水道水等の使用量削減と二酸化炭素等の温室効果ガス排出の削減を目指す。 

② 環境教育を推進し、環境に配慮した行動のとれる幼児・児童・生徒を育てる。

③ 環境に関連する法令を順守するとともに、環境汚染の未然防止に努める。

④ 環境方針を全教職員に周知するとともに、教職員の環境に対する意識の向上のため、継続的に

研修を行い、一人一人が、積極的に環境にやさしい行動に取り組む。 

⑤ 「緑のじゅうたん」「緑のカーテン」等の活用により、環境保全活動を推進する。

⑥ この環境方針は、枚方市内外に公表する。

（１）環境保全の取り組み

① 緑のじゅうたん事業

環境保全に対する幼児・児童・生徒の興味・関心を高め、環境教育を推進するとともに、保護者・

地域・学校の連携による「開かれた学校づくり」を進めるため、全市立小・中学校の校庭の一部及

び市立幼稚園の園庭の一部の芝生化を行っています。整備した芝生は、教育活動や地域の行事等に

おいて有効活用を図っています。 

② 緑のカーテン事業

ヒートアイランド現象に伴う夏季期間の教室、保育室内の気温上昇の緩和を図るとともに、緑の

ある保育・教育環境をつくっています。 

夏季期間の教室等の気温上昇の緩和と、幼児・児童・生徒の環境保全意識の向上を図るため、教

室等の窓の外側に張り巡らせたネットにヘチマやゴーヤなどのつる性植物を絡ませて窓を覆う緑の

カーテンの育成に取り組んでいます。

③ 学校ビオトープ池整備事業

児童・生徒が身近に生き物と触れ合い、自然の美しさ・生命の尊さに気づき、地域の自然と共存

していく大切さを学ぶことを通して環境教育を推進するため、市立小・中学校（平成 31年度 14校）

において、学校内に設置したビオトープ池の維持管理を行っています。 
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１７．学校園の活性化（教育委員会主催事業） 

（１）小学校陸上競技大会及び小学生駅伝競走大会

市内小学校の児童がスポーツをする喜びを感じ、競技を通して交流を図るとともに、児童の体

力の向上を図るため、小学校陸上競技大会及び小学生駅伝競走大会を実施しています。 

○小学校陸上競技大会

■平成 30年度実績

実 施 日 平成 30 年 10 月 14日 

実施場所 枚方市立陸上競技場 

対 象 小学校５年生・６年生 

種 目 100ｍ走、800ｍ走、400ｍリレー、

走り高跳び、走り幅跳び 

参 加 校 46 校（市立小学校 45校、私立小学

校１校） 

参加児童数 1,205人 

○小学生駅伝競走大会

■平成 30年度実績

実 施 日 平成 30 年 11 月 17日 

実施場所 淀川河川公園枚方地区 

対 象 小学校５年生・６年生 

コ ー ス 水辺公園周回コース（9,500ｍ） 

参 加 校 市立小学校 45校 

参加児童数 405人 

（２）小学校合同音楽会

音楽を通して児童の豊かな情操を養い、小学校間の交流を推進するとともに、家庭、地域の人々

が音楽に親しむ機会とするため、市立小学校による合同音楽会を実施しています。 

平成 30年度は、大阪北部地震の影響により、

実施を見送りました。 

 令和元年度（2019 年度）は、中学校区単位

で実施します。 
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（３）漢字をテーマに思いを伝えるコンクール

「漢字のまち枚方」を全国に発信するため、児童・生徒が漢字一文字または漢字の熟語を選び、

選んだ理由や思いを作文で表現することによって、漢字に対する興味・関心を深めると同時に、豊

かな表現で伝える力を身につけることを目的に作文コンクールを実施しています。 

■平成 30年度実績

実 施 日 平成 31年１月 26日（土） 

実施場所 輝きプラザきらら 

対 象 市内市立・私立小・中学校在校生 

応募者数 16,646人 

（４）菊のひらかた・菊咲かそう体験事業

枚方市立学校園（小・中学校・幼稚園）において、枚方市の市花である「菊」を栽培すること

を通して、子どもたちの植物を大切にする心や郷土愛を育むための取り組みを行っています。ま

た、「菊」の栽培にあたっては、菊づくりに造詣の深い地域住民の協力を得ることで、地域との

交流を深め、開かれた学校づくりの推進を図っています。 

○ 幼児・児童・生徒、教職員が栽培した「菊」は、ひらかた菊花展（平成 30 年 10 月 24 日～

11 月 12 日）等に飾花しています。 

■平成 30年度実績（参加状況）

学校の部 小学校 45校 中学校 19校 

児童生徒の部 小学校３校 中学校２校 

幼稚園・保育所の部 幼稚園７園 
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１８．学校園の活性化（学校園の取り組み） 

 

（１）研究授業の実施 

枚方市立学校園（小・中学校・幼稚園）では、指導方法を研究し、教育課題の解決や教職員の

資質向上を図るため、校（園）内研修の充実を進めています。また、指導方法等を研究し、教職

員の実践力を高めるため、研究授業を実施しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育活動の公開 

各学校園の教育活動を保護者や地域の方々に広く知っていただくため、５月から６月を教育

活動公開期間に位置づけ、各学校園が公開日を決定し、周知を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■研究授業 

校（園）内や中学校区の教職員が授業を

参観し、「チェックシート」等により授業

内容を確認します。確認した内容につい

て、授業を行った教員や参観した教職員で

共有することで、授業研究や授業改善に活

用しています。 

■研究協議会 

研究授業終了後に開催し、授業の良かっ

た点や改善点等について話し合う会議で

す。 

外部講師を招聘し、専門的な見地から指

導・助言を受け、研究協議会の充実を図っ

ています。 
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（３）学校園活性化推進校園事業

学校園活性化推進校園事業は、本市の教育課題の解決や、教職員の資質向上をめざし、特色ある

  学校園づくりの推進及び本市の学校園教育の活性化を図ることを目的として実施しています。 

■ 平成 30年度研究テーマ

［幼稚園］ 

幼稚園名 研究テーマ 

枚方 
「道徳性の芽生えから協同の学びへ」 

～幼児期の終わりまでに育てたい 10の姿から～ 

香里 
「つながり合い・ひびき合う関係”協同性”を育む」 

～幼児期の終わりまでに育ってほしい 10の姿から～ 

樟葉 
いきいきわくわく心の花をさかせよう 

～10の姿から見た子どもの成長～ 

高陵 
「思考力の芽生えを培う援助のあり方について」 

～幼児期の終わりまでに育ってほしい 10の姿から～ 

蹉跎 
つながるこころひろがる笑顔 

～幼児期の終わりまでに育ってほしい 10の姿から～ 

蹉跎西 
かかわるつながる育ち合う 

～意欲的に取り組むための環境や援助について考える～ 

田口山 
認め合い、いきいきと育ち合う子どもをめざして 

～幼児期のおわりまでに育ってほしい 10の姿から～ 

［小学校］ 

小学校名 研究テーマ 

枚方 子どもの「書く力」を高める授業の指導方法の研究 

枚方第二 

「自分の思いを伝え、互いに理解し合う道徳を目指して」 

～ねらいに沿ったふり返り活動を目指した授業づくり～ 

①授業研究を中心に研究内容の実践・検証をし、発達段階に応じた道徳的判断力、心

情、実践意欲、態度を育てる。

②講師を招聘し、ねらいに沿ったふり返りについての指導方法を研修する。

蹉跎 「学力向上に向けた授業改善の推進」及び「地域と共にある学校づくり」 

香里 

「つたえたいうけとめたいつながりたい」 

～自分の思いを伝える力をつける対話的授業を目指して～ 

身近な自然環境（うりこ山）をいかした豊かな体験活動を通して、環境保全や生命

尊重の態度を育む。 

開成 
根拠をもって自分の考えを伝える力の伸長を図る 

～共同的な学びを通して～ 

五常 
『算数的活動を通して、表現する能力を育てる』 

～見通しを持ち、言葉･数･式・図を用いて考え、説明する力の育成～ 

春日 
「思いやりの心を育てる授業づくり」という研修テーマに沿い、研修を行う中で、授

業力を高める。 

桜丘 

「主体的・対話的・深い学びの実現に向けて」 

児童が文章問題等をアクティブ･ラーニングの手法などのさまざまな方法でとらえ、

説明する力を身につけるための授業の進め方を考える。 
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（１）児童の活用力・表現力、コミュニケーション能力を高めるため、アクティブ・

ラーニングの手法を取入れ、基礎･基本となる算数科「問題解決型学習」の指導

法を中心に全教科、領域での効果的な指導方法を研究する。 

（２）学びの連続性を確立し実践するため、小・中の連携を推進する。 

（３）外部講師や地域の人材を活用し、教員の授業力、指導力を高める。 

（４）教育研修課授業改善サポートプログラムと連携していく。 

山田 学びに向かう力を育む授業づくり・心の教育の推進 

明倫 
「子どもにつけたい力を明確にした授業研究」 

～生きて働く知識・技能の習得を図る学習をめざして～ 

殿山第一 

『主体的･対話的で深い学びをめざす国語の授業』 

・国語科において主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業つくりを目指す。 

・各教師の個性を生かした研修を実施し、スキルを高め授業力の向上を目指す。 

殿山第二 
豊かな心を育む授業 

～よりそうこと、わかりあえることのできる子を目指して～ 

樟葉 

「言語能力を高める授業づくり」 

ペア、グループ活動を中心とした教え合い自己肯定感を高め、意欲的に学び合える授

業を目指して 

津田 
わかる・できる・楽しい授業をめざして 

～表現力を高めあおう～ 

菅原 

・生きる力となる基礎基本の徹底と豊かな学力の定着を図るため授業の改善を通じ主 

体的に学び、高め合う能力を育成する。 

・書く力や話す聞く力など、伝える力を高めることによって、よりよい解決方法を見 

つける力を養う。 

・９年間を見通した授業等について小中連携の進め方について研究する。 

・授業の中でＩＣＴ機器の効果的な活用について研究する。 

・全国学力学習状況調査等の結果を踏まえ、研究を進める。 

氷室 感謝と思いやりの心をもって、礼儀・マナーを尊重しようとする児童を育成する。 

高陵 
豊かな心をもち共によりよく生きようとする児童の育成を目指す。 

～伝え合う力を高める～ 

山之上 「伝え合う力の育成～言語能力の育成～」 

牧野 
『算数的活動を通して楽しく学びあう』 

～「面白さが分かった！楽しい！」算数を目指して～ 

交北 

①学びたくなる学校 

楽しくわかる授業・学力向上・学びの時間の保障・家庭学習の定着・読書活動の充 

実 

②笑顔あふれる学校 

生活規律の確立・ともに支え、認め合う学級づくり・自尊感情の育成・支援教育の 

充実・すこやかな体つくり 

③信頼される学校家庭、地域との連携・小中一貫教育・教育環境の整備 

香陽 
「自分の思いや考えを豊かに表現し合う子どもの育成」 

－ふりかえり活動を通した授業のデザインを検証する－ 

招提 
子どもたちの自尊意識（自己肯定感、自己有用感）を育む集団（仲間）づくりを意識

した授業づくり、指導力の向上をめざして 

中宮 
「自尊感情を高め、いきいきと活動する子ども」 

～関わり合い、認め合う学級集団～ 

小倉 
表現力を高める国語科の授業づくり 

～学びあえる集団をめざして～ 

 

－ 72 －



樟葉南 
子ども同士が考えを深め合える授業作り 

－話し合いを深める単元構成と発問の研究を通して－ 

磯島 
「自ら考え、読み解く力を育む」 

～目的に応じ、内容や要旨を捉えることができる力の育成～ 

蹉跎西 
「自他を見つめ、つながり合う」道徳教育の推進 

～指導と評価の一体化をめざして～ 

樟葉西 主体的・対話的で深い学びができる子どもの育成を目指す 

田口山 言語活動を通してコミュニケーション力を育てよう 

西牧野 一人一人が考えをもち、分かりやすく表現し、交流を通して考えを深める。 

川越 書く力を高める話し合い活動の充実 

蹉跎東 
「話し合い活動を深化させよう。」 

～聞き上手から伝え上手へ～ 

桜丘北 

研究目標主体的に学び、伝え合う力を育てる。 

研修主題基礎学力の定着を図る。 

自らの考えを持ち、表現する力を伸ばす。 

友だちとの関わりの中で、考えを深めていく。 

津田南 
子どもの思考力・判断力を高める授業づくり 

～読む力・聞く力の育成～ 

樟葉北 
言語活動を通した豊かな心の育成 

～指導と評価の一体化～ 

船橋 「豊かな言語力を育み、自らの思いを伝える」 

菅原東 『国語科～言葉を大切にして伝え合う力の育成～』 

中宮北 
グローバル化する社会に対し、自らを豊かに表現できる児童の育成 

『表現力を高める授業づくり～学びあえる集団づくり～』 

山田東 

基礎・基本と子どもの興味・関心を大切にした学習活動を推進することを通して、学

習に生き生きと意欲的に取り組み、自ら課題を持ち、主体的に考え、学び、行動する

子どもを育てる。 

人権の視点にたった「授業づくり」を山田中学校区で取り組む。主体的・対話的で深

い学びの実現に向けたＩＣＴの活用一人ひとりが大切にされ、つながり、学び合い、

確かな力を育む学びの創造。 

藤阪 
「みんなが生き生きとする授業づくり」 

－伝え、受けとる力を育てる国語－ 

平野 

すべての子どもが体を動かす楽しさや心地よさを味わいながら、基本的な体の動きを

身につける。 

学習活動をふり返り、仲間との対話を通して、自らの課題によりよい解決策を見出し

ていく力をつける。 

長尾 
「うけとめあい・つたえあい・つくりあう子ども」 

～子どもが主体的に学ぶ対話型授業へ～ 

東香里 
「自他の考えを繋げ、比べたり、まとめたりする力の育成」 

～話し合ったことをもとに、学習内容のまとめができる子ども～ 

伊加賀 
・国語的活動を通して、自分の考えを表現できる子どもの育成 

・教職員の資質の向上 

西長尾 
集団の中でともに学び合う力を育てる 

～学びやすい学習環境を探る～ 
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［中学校］ 

中学校名 研究テーマ 

第一 

平和で文化的な社会の形成者として、民主的で心身ともに健康な実践の人を育てる。 

考える子・思いやりのある子・たくましい子・子どもの「聴く力」を伸ばし、自尊意

識を高める授業づくり・わからないことをわからないと言える授業づくり 

第二 

①すべての生徒の学びを保障する授業

②生徒をつなぐための課題設定

③生徒がどのような場面で学び、どのような場面で学びからおりてしまうのか

④生徒の声の拾い方と戻し方⑤コの字型の机配置の活用法

第三 
生徒の主体的な学びを引き出す 

～アクティブラーニングの研究～ 

第四 

１．『四中メソッドの深化』 

１）授業の課題設定と振り返りの徹底

２）肯定的評価活動

３）協働的な学びの推進

４）ＩＣＴ機器の活用

５）言語活動の充実

６）ユニバーサルデザインの授業づくり

２．『キャリア教育』の充実 

３．小中一貫教育『授業スタイル（四中学園メソッド）の進化』 

津田 

①自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決

する資質や能力の育成

②基礎･基本の確実な定着と「確かな学力」の育成

③言語力の育成

④小中９年間を見通し、小小間、小中間の段差解消、学習の連続性の確保。自ら課題

を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や

能力の育成

⑤上記①②③④を実現可能にする授業の在り方を研究・実践する。

⑥感性や道徳心が豊かな生徒を育成するための取り組み

枚方 

枚方中学校ブロックのめざす子ども像としての 

①夢や目標に向かい学びあう子ども

②考え、判断し、表現する子ども

③人権を尊重し行動する子どもの定着を図るための教職員の指導力向上を図る。

中宮 

「主体的・対話的で深い学び」の実現 

～どの子もわかる授業をめざして～ 

・コミュニケーション能力（充実した班活動）の向上

・自分の考えや思いを正確に書く力の向上

招提 ・豊かな心と感性を育み、課題解決能力を育成するための指導法の研究

楠葉 
言語能力を高める授業つくり 

～言語活動を取り入れた問題解決型学習をめざして～ 

楠葉西 
小グループを用いた、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、４人グループ

を用いた授業改善の研究 

東香里 

・開かれた学校づくりのために、学校教育自己診断だけでなく、外部の評価や意見を

直接求めるため、学校評議員を設置する。

・学校運営や教育活動について、地域の方から意見を聞き、意向を把握し、ＰＤＣＡ

サイクルを使い、役立てる。

長尾 言語活動の充実した授業づくり授業のユニバーサルデザインを推進 
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杉 
主体的・対話的で深い学びにつながる指導方法の研究 

（各教科及び特別の教科「道徳」） 

山田 
「一人ひとりが大切にされ、つながり・学び合い、確かな力を育む学びの創造」 

～主体的・対話的な深い学びをめざして～ 

渚西 ユニバーサルデザインの授業づくりを踏まえ、主体的・対話的で深い学びをめざして

桜丘 教職員の授業力の向上と生徒の人間関係づくり 

蹉跎 

①確かな学びと自立の心をはぐくむ教育の充実（学ぶ喜びのある学校）

②子どもの人権を尊重した教育の推進（笑顔あふれる学校）

③倫理観・規範意識の向上（信頼される学校）

招提北 

子どもたちの意識・理解の質を高め、「主体的･対話的で深い学び」のある学習活動の

実現 

【具体的方策】 

「授業力向上」を目指した取り組みの推進基礎的・基本的な知識・技能の定着と「主

体的･対話的で深い学び」のある学習活動について子ども主体の学習活動、自己効用感

の高まる方策について「気づき」「つながり」「学び合い」のある学校教育活動の推進 

長尾西 「主体的・対話的で深い学び」の実践に向けて 
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１９．学校評価 

 

枚方市立学校園（小・中学校・幼稚園）では、学校園の教育活動が幼児・児童・生徒の実態や保護

者の学校園の教育に対するニーズに対応しているかなど、学校園の教育計画の達成度を診断票（診断

基準）に基づいて点検・評価し、学校教育の改善のための方策を保護者や地域に明らかにする「学校教

育自己診断」を実施しています。 

各学校園では、「学校教育自己診断」の結果等を活用し、①学校園が、自らの教育活動その他の学校

運営について、組織的・継続的な改善を図ること。②学校評価の実施・結果の公表により、適切に説明

責任を果たすとともに、保護者・地域住民等から理解と参画を得て、その連携協力による学校園づくり

を進めること。③枚方市教育委員会が、学校評価の結果に応じて、学校園に対する支援等ができる仕組

みを構築すること。を目的に学校評価（自己評価・学校関係者評価）を実施しています。 

 

（１）自己評価 

各学校園の教職員が行う評価で、実施・公表・教育委員会への報告が法令で義務付けられていま

す。 

 

（２）学校関係者評価 

保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自己評価の結果につ

いて評価することを基本として行う評価です。 

 

 ■学校評価に基づく学校運営サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０．学校評議員制度 

 

これからの学校がより自主性・自律性を持って、校長のリーダーシップのもと組織的に運営され、幼

児・児童・生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開することができるよう、全小・

中学校、幼稚園で学校評議員制度を実施しています。 

Ｐｌａｎ 
学校教育（運営）計画

の作成 

Ａｃｔｉｏｎ 
 

取り組みの改善 

Ｃｈｅｃｋ 
 

教育実践の評価 

Ｄｏ 
学校教育（運営）計画

に基づく実践 

【幼・小・中学校】 

ＰＤＣＡサイクル

に基づく学校運営 

－ 76 －



２１．コミュニティ・スクール 

近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、未来を担う子どもたちを健やかに育むために

は、学校、家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づく

りが求められています。 

各学校で特色ある教育活動を展開していくため、順次、小学校に枚方市におけるコミュニティ・ス

クールを設置し、保護者や地域住民とともに学校運営を進める「地域とともにある学校づくり」を推

進します。 
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２２．幼児教育の充実 

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼稚園教育においては、幼児期にふさわしい生活の中で、様々な

体験を通して幼児が心身ともに健やかに成長をとげられるよう、幼児一人ひとりの発達や特性に応じた

取り組みを推進しています。 

（１） 枚方市立幼稚園の取り組み

幼稚園教育要領で示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を幼児一人ひとりの発

達や特性に寄り添いながら、保護者、小学校教員とも共有して様々な取り組みを進めています。 

◆市立幼稚園の取り組み例

・季節を取り入れた遊び

・自分たちで創りあげる行事

・地域や小学校との交流
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（２）幼稚園幼児教育充実事業

■ 事業区分別事業実施数

事 業 区 分 実施数 

１ 幼稚園教育と小学校教育との円滑な接続に資する事業 ７ 

２ 
地域の自然、人材、行事、公共施設等を活用し、幼児に多様な体験をする機会

を提供する事業 
０ 

３ 
幼児の保護者その他の関係者に幼児教育についての理解を深める機会を提供

する事業 
６ 

４ 前３項以外の幼児教育の充実に資する事業 １ 

合 計 14 

〔注〕・枚方市立幼稚園７園は、１～４のいずれかの事業を実施。（複数実施可） 

・４の主な取り組み内容は、保幼小連携、未就園児とその保護者に対する取り組みなど。

（３）幼稚園保護者支援充実事業

① 預かり保育事業

保護者が子育ての喜びを感じ、笑顔でわが子に接

することができるように幼稚園の施設と機能を活用

した支援をし、保護者の様々な事情に対応するとと

もに、幼児に安全で安心な遊び場を確保するため、

全市立幼稚園で「預かり保育事業」を実施していま

す。 

② 幼児教育教室事業

２・３歳の未就園児親子が安心して遊べる場と保

護者同士が交流できる場を提供し、家庭の教育力を

高めるとともに、孤立しがちな未就園児親子の現状

から起こりやすい児童虐待の予防や子育て不安の軽

減を図るため、全市立幼稚園で「幼児教育教室事業」

を実施しています。 

③ 小規模保育施設

小規模保育施設を併設している４園（枚方、高陵、蹉跎、田口山）では、１歳児から５歳児まで

切れ目のない教育・保育を実施しています。 

令和元年度（2019年度）からは、6園

で 3歳児保育を実施し、預かり保育を 7

時から 19時まで拡充しています。
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２３．研究指定校 

枚方市の教育目標「学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく」の実現に向け、学校教育

について先進的な取り組みを推進する研究校を指定しています。 

研究指定校では、研究組織を確立して、計画的に研究テーマに取り組み、市内学校園にその取り組み

を発信します。研究指定校以外の学校は、研究指定校の取り組みの成果を各学校園において積極的に取

り入れ、今後の学校教育の充実につなげていきます。 

（１）平成 31年度 研究指定校

［国指定］ 

事 業 名 指定校 研究内容 

学校現場における業務改善

加速事業 
楠葉中学校区 

学校のマネジメント機能の強化を図ることで、学校現場の業務改善

を進め、教員が子どもと向き合う時間の確保につなげるための実践

研究を行う。 

［大阪府指定］ 

事 業 名 指定校 研究内容 

スクールエンパワーメント

推進事業（確かな学びを育む

学校づくり）

開成小学校 

香陽小学校 

中宮中学校 

学力向上に向けた取組み等を保護者・地域等と共有しながら、新し

い時代に必要となる資質・能力を育成する取組みを積極的に推進

し、開かれた学校づくりを進め、学力向上をめざすための実践研究

を行う。 

スクールエンパワーメント

推進事業（学校図書館モデ

ル）

樟葉西小学校 

学校図書館全体計画を作成し、読書活動や学校図書館を活用した授

業に取り組むことで、言語能力を育成し、子どもたちの学力を向上

させる実践研究を行い、その成果を府下に発信する。 

小中学校における学校図書

館の充実 

磯島小学校 

西牧野小学校 

渚西中学校 

中学校区における学校図書館の運営の改善・向上を図り、児童・生

徒及び教職員による学校図書館の利活用を促進する。また、中学校

区の成果の普及を通して、市全体の学校図書館の機能強化を図る。 

授業改善の推進 
五常小学校 

小倉小学校 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進する

ことで、児童・生徒の「確かな学力」を育む実践研究を行う。 

小学校外国語専科 菅原東小学校 

小学校教員が外国語活動の授業を行うための実践研究を行う。 

小学校教員とＪＴＥ（日本人英語教育指導助手）のＴＴ（ティーム

ティーチング）による授業の効果検証について実践研修を行う。

中学校英語コーディネータ

ー 
東香里中学校 

・「授業改善推進リーダー研修」で学んだ内容を基にした示範授業、

他校教員への指導助言を通し、中学校教員の授業中における英語

使用量の増加等、授業改善を図る。 

・「話すこと（やりとり）」を重視した指導と評価の研究・教材開発。 

・ＣＡＮ－ＤＯリストを活用した授業づくり、評価方法の研究。

カリキュラム・マネジメント

調査研究事業

第一中学校 

招提小学校 

学校教育目標と関連させ、児童・生徒につけたい資質・能力を明確

にし、その実現に向けたカリキュラム・マネジメントの実践研究を

行う。 

道徳教育推進事業 蹉跎小学校 

『「特別の教科 道徳」実践事例集』を活用した多様で効果的な実践

の研究。新学習指導要領の趣旨や内容を踏まえ、指導と評価の一体

化をめざした授業づくりの推進を行う。 
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小・中連携教科指導（外国語） 楠葉中学校区 

中学校教員が小学校で教科指導を行うことで、小学校における専科

指導の充実を図るとともに、小中一貫教育を一層推進し、子どもた

ちの確かな学力をはぐくむ研究を行う。 

小学校外国語専科 

氷室小学校 

田口山小学校 

西長尾小学校

津田南小学校 

小学校教員が外国語活動を行うための実践研究を行う。 

［枚方市指定］ 

業 名 定校 研究内容 

外部の知見を活用した学力

向上研究モデル校 

香陽小学校 

開成小学校 

五常小学校 

山田小学校 

菅原東小学校 

東香里中学校 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくりの推進に

向けて、外部の知見を活用し、組織の充実を図りながら実践研究を

行うとともに、研究授業を公開することにより、その成果を市内に

発信する。 

未来学習研究事業 第四中学校 
ＩＣＴ機器の効果的な活用のために、教員用・生徒用タブレットを

授業や家庭学習で効果的に活用するために実践研究を行う。 

プログラミング教育研究モ

デル校 
東香里小学校 

タブレット型ＰＣ等のＩＣＴ機器やプログラミングコンテンツの

効果的な活用について検証を図り、各教科等の学習活動を通じて児

童の情報活用能力を体系的に育成するための実践研究を行う。

体力向上研究モデル校 
平野小学校 

殿山第二小学校 

運動やスポーツをすることが「楽しい・好き」という子どもを増や

し、運動習慣を確立させることで、体力向上をめざすための実践研

究を行う。併せて教員の指導力向上を図るとともに、学校の体力づ

くりの取組みの充実を図るための実践研究を行う。 

幼児教育推進モデル園事業 枚方幼稚園 

小学校の「生活科」を踏まえて幼児期の遊びを検証する中で、遊び

で育つ学びに向かう力を育むための教師の援助について実践研究

を行う。 

小学校外国語専科 

香里小学校 

津田小学校 

樟葉南小学校 

西牧野小学校 

小学校教員が単独で授業を行うモデル 

新教材を用いた指導案と教材の作成 

評価方法の研究 

外国語教育におけるリーダーの育成 

小中一貫教育推進事業 

第一中学校 

第四中学校 

楠葉中学校 

楠葉西中学校 

蹉跎中学校 

学力向上に向けた取組み等を保護者・地域等と共有しながら、新し

い時代に必要となる資質・能力を育成する取組みを積極的に推進

し、開かれた学校づくりを進め、学力向上をめざすための実践研究

を行う。 

情報教育研究モデル校 

枚方小学校 

樟葉小学校 

招提小学校 

情報教育を推進し、タブレット型ＰＣ等、ＩＣＴ機器の効果的な活

用についての実践研究を行う。 

－ 81 －



２４．地域人材等の活用 

本市では、退職教員や、地域住民、学生など様々な人材の協力を得て、まなびングサポート事業や、

学校支援社会人等指導者活用事業など様々な取り組みを推進しています。 

■ 平成 30年度 地域人材等の活用状況

地域人材等の名称 活動の概要 

まなびングサポーター 

【まなびングサポート事業】 

市立小・中学校の教育活動の支援及び教員をめざす大学生等の学校

体験学習として、大学生等が小・中学校で教育の補助を行う。 

延べ活動人数 139人 延べ活動回数 2,167回 

やる気ングリーダー 

【放課後自習教室事業】 

市立小・中学校に退職教員や地域人材、大学生等を小・中学校の放

課後自習教室開室時に配置し、児童・生徒の学習補助を行う。 

延べ活動人数 214人 延べ活動回数 5,401回 

社会人等指導者 

【学校支援社会人等指導者活

用事業】 

各教科の指導補助、総合的な学習の時間、特別活動など、優れた知

識や技能を有する多様な人材を学校教育に活用することで学校の

教育活動を活性化させる。 

延べ活動人数 260人 延べ活動回数 1,489回 

中学校部活動指導協力者 

【中学校部活動指導協力者派

遣事業】 

中学校の部活動において、顧問等が専門的・技術的な指導を行う際、

当該顧問等の指導の下に指導を補助する者を派遣することにより、

生徒の技術の向上を促進し、部活動の振興を図る。 

延べ活動人数 103人 延べ活動回数 5,553回 

－ 82 －



２５．教職員研修 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

[平成 30年度教職員研修実績] （単位：回） 

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 

１．基本研修 

(１)初任期教職員育成研修 14 11 ３ ３ 14 ６ 13 10 ３ ５ ３ - 85 

(２)ミドルリーダー研修 １ ２ - - ５ １ １ ３ - ３ - - 16 

(３)リーダー研修 １ ４ １ - ２ ４ - ２ - - ２ - 16 

(４)管理職研修 - ２ ４ ７ - ２ ３ ２ - ２ １ - 23 

(５)職務研修 ３ ０ ２ ３ ２ １ ３ ２ ２ ３ ３ - 24 

２．専門研修 

(１)課題別研修

①人権教育研修 - - - - - １ - １ - - - - ２ 

②支援教育研修 １ １ - - １ - １ - １ - - - ５ 

③キャリア教育研修 - - - - - - - １ - - - - １ 

④情報教育研修 - - - - - １ - １ - １ - - ３ 

⑤防災教育研修 - - - - - １ - - - - - - １ 

⑥学級経営研修 - １ - - - １ １ - - - - - ３ 

⑦メンタルヘルス研修 - - - １ - - - - - - - - １ 

⑧水泳指導研修 １ １ １ - - - - - - - - - ３ 

⑨プログラミング教育研修 - - - １ - - - - - - - - １ 

⑩英語活用力向上研修 - - - - - - １ １ - - - - ２ 

⑪伝統文化研修 - ２ - - - - - １ - - - - ３ 

(２)授業力向上研修

①授業基礎講座 - - - - １ - - １ - - - - ２ 

②Hirakata 授業スタンダード講座 １ - - - - - １ - - １ - - ３ 

③中学校全体講座 １ - - - - １ - - - １ - - ３ 

④国語講座 - - ２ - - ２ １ - - １ - - ６ 

⑤社会講座 - １ - - - ２ １ １ - １ - - ６ 

⑥算数・数学講座 - - １ - １ １ １ - - ２ - - ６ 

⑦理科・生活講座 - １ - - ２ １ - １ - １ - - ６ 

⑧外国語活動・英語講座 - １ - - ２ - - ２ - １ - - ６ 

⑨音楽講座 - - - - １ - - １ - - - - ２ 

⑩図画工作・美術講座 - - - - １ - ２ - - - - - ３ 

⑪技術・家庭講座 - - - - - - １ １ - - - - ２ 

⑫保健・体育講座 - １ １ - - - １ １ - - - - ４ 

⑬道徳教育講座 - - - - １ - - - １ - １ - ３ 

⑭総合的な学習の時間講座 - - １ - - - - １ - - - - ２ 

(３)授業の達人養成講座

①授業の達人養成講座 - - １ - ２ ２ １ １ １ ２ １ １ 12 

(４)教育フォーラム - - - - - - - - - - - - - 

(５)先進地域・先進校視察研修 - - - - - - - - - - １ - １ 

計 23 28 17 15 35 27 32 34 ８ 24 12 １ 256 

－ 83 －



教
職
員
の
経
験
年
数
や
職
務
に
応
じ
て
必
要
な
知
識
・
技
能
の
習
得
を
図
る
研
修

 
専
門
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
を
図
り
、
指
導
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
研
修

 

■
教
科
等
に
お
け
る
専
門
的
知
識
・
技
能
の
習
得
及
び
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
あ
る

授
業
や
教
材
研
究
・
教
材
分
析
の
あ
り
方
、
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
具
体
的
・
実
践
的
な
指

導
力
の
向
上
を
図
る
。

小
学
校
国
語
講
座

 
 
中
学
校
国
語
講
座

 
 
小
学
校
社
会
講
座

 
 
中
学
校
社
会
講
座

 

小
学
校
算
数
講
座

 
 
中
学
校
数
学
講
座

 
 
小
学
校
理
科
・
生
活
講
座

 
 
中
学
校
理
科
講
座

 

小
学
校
外
国
語
活
動
講
座

 
 
中
学
校
英
語
講
座

 
 
小
中
学
校
音
楽
講
座

 

小
中
学
校
図
画
工
作
･
美
術
講
座

 
 
小
中
学
校
保
健
･
体
育
講
座

 
 
小
中
学
校
技
術
･
家
庭
講
座

 

道
徳
教
育
講
座

 
 
総
合
的
な
学
習
の
時
間
講
座

 
 
中
学
校
全
体
講
座
《
新
設
》

 

授
業
基
礎
講
座
〔
板
書

 
/
 
ノ
ー
ト
指
導
〕

 

H
ir
a
k
a
ta

授
業
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
講
座

 

■
教
育
課
題
解
決
の
た
め
の
実
践
的
指
導
力
の
向
上
を
図
る
。

人
権
教
育

 
支
援
教
育

 
水
泳
指
導
（
実
技
）
《
新
設
》

 

キ
ャ
リ
ア
教
育

 
 
防
災
教
育

 
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
（
実
技
）《

新
設
》

 
 

情
報
教
育

学
級
経
営

 
英
語
活
用
力
向
上
（
実
技
）《

新
設
》

 
 

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

伝
統
文
化
〔
書
道

 
/
 
箏

 
/
 
武
道
〕
（
実
技
）
《
再
編
》

 

課
題
別
研
修

 

平
成

3
0

年
度

 
枚
方
市
教
職
員
育
成
事
業
〔
枚
方
市
教
職
員

 
研
修
・
支
援
シ
ス
テ
ム
〕

「
学
び
続
け
る
教
職
員
」
を
育
成
し
、
枚
方
の
子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む

 

教
職
員
に
求
め
ら
れ
る
資
質
・
能
力

 

・
経
験
の
浅
い
教
職
員
及
び

ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

・
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の

 
 

実
現
に
向
け
た
授
業
研
究
･
研
修
へ
の

支
援
の
充
実

 

・
「

H
ir
a
k
a
ta

授
業
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に

基
づ
い
た
授
業
改
善
の
推
進

 

■
専
門
的
な
職
務
を
担
う
担
当
者
の
専
門
的
知
識
・
技
能
の
習
得
を
図
る
。

養
護
教
諭

 
 
栄
養
教
諭

 
 
幼
稚
園
教
員

 
 
司
書
教
諭
･
学
校
司
書

 

支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 
 
初
任
者
指
導
教
員

 
 
理
科
担
当
者

 

情
報
教
育
主
担
者

 
 
学
校
事
務
職
員

 

職
務
研
修

 

専
門
研
修

 
基
本
研
修

 
基
本
目
標
：

 
教
職
員
研
修
の
充
実
等
に
よ
る
教
職
員
の
資
質
と
指
導
力
の
向
上

 
～
授
業
研
究
･
校
内
研
修
へ
の
支
援
を
充
実
し
、
教
員
の
授
業
力
の
向
上
を
図
る
～

 

■
教
職
員
と
し
て
の
基
礎
的
な
知
識
や
基
本
的
な
識
見
を
養
う
。

■
経
験
の
浅
い
教
職
員
に
実
践
的
指
導
力
や
職
務
に
必
要
な
知
識
・
技
能
の
習
得
を
図
る
。 

小
学
校
初
任
者
・
中
学
校
初
任
者

 
新
規
採
用
教
諭
（
対
象
外
初
任
者
）

 
２
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
新
規
採
用
養
護
教
諭

 

３
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
新
規
採
用
栄
養
教
諭

 

４
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
新
規
採
用
学
校
事
務
職
員

 

５
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
新
規
採
用
幼
稚
園
教
員

（
H

3
0
は
対
象
者
な
し
）

 

１
年
目
小
中
学
校
講
師
（
定
数
内
）

 

市
費
負
担
教
員

 

初
任
期
幼
稚
園
教
員
《
対
象
変
更
》

 

学
校
事
務
職
員
基
礎
研
修
《
再
編
》

 

■
中
堅
教
員
と
し
て
の
学
校
全
体
を
見
据
え
た
実
践
的
指
導
力
及
び
経
験
の
浅
い
教
員
へ
の

指
導
力
の
向
上
を
図
る
。

６
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
 
７
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
 
８
年
目
小
中
学
校
教
諭

 

９
年
目
小
中
学
校
教
諭

 
 
小
中
学
校

1
0
年
経
験
者

 

学
校
事
務
職
員
ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
《
再
編
》

 

■
専
門
的
知
識
・
技
能
の
習
得
と
と
も
に
、
学
校
園

運
営
を
推
進
す
る
能
力
の
向
上
を
図
る
。

首
席

 
 
指
導
教
諭

 
 
教
務
主
任

 
 
学
年
主
任

 

生
徒
指
導
主
事

 
 
進
路
指
導
主
事

 
 

 
 

 
 

 

小
中
一
貫
･
学
力
向
上
推
進
担
当
者

 

幼
稚
園
教
員
リ
ー
ダ
ー
《
対
象
変
更
》

 

学
校
事
務
職
員
リ
ー
ダ
ー

 

学
校
事
務
職
員
主
幹
・
主
査
《
再
編
》

 

■
学
校
園
運
営
に
求
め
ら
れ
る

総
合
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力

の
向
上
を
図
る
。

校
長

 
 
新
任
校
長

 

園
長

 
 
新
任
園
長

 

教
頭

 
 
新
任
教
頭

 

管
理
職
研
修

 

授
業
力
向
上
研
修

 

初
任
期
教
職
員
育
成
研
修

 

☆
社
会
人
と
し
て
の
基
礎
的
素
養
、
教
職
員
と
し
て
の
基
本
的

資
質
・
能
力
に
係
る
内
容
で
１
～
５
年
目
の
教
職
員
を
対

象
に
研
修
を
実
施
し
、
教
職
員
と
し
て
の
基
礎
形
成
を
図
る
。

☆
人
材
育
成
及
び
授
業
力
向
上
、
組
織
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
係
る
内
容
で
、
６
～

1
0
年
目
の

小
中
学
校
教
職
員
を
対
象
に
研
修
を
実
施

し
、
ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
図
る
。

ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
育
成
研
修

(中
堅
教
諭
等
資
質
向
上
研
修

)

リ
ー
ダ
ー
研
修

☆
新
学
習
指
導
要
領
を
ふ
ま
え
、
教
員

の
実
践
的
指
導
力
の
向
上
を
図
る

た
め
、
実
技
研
修
を
充
実
。
 

■
枚
方
市
が
取
り
組
ん
で
い
る
「
教
育
」
を
広

く
市
民
に
情
報
発
信
す
る
と
と
も
に
、
今
後

の
枚
方
の
「
教
育
」
の
方
向
性
に
つ
い
て
市

民
と
共
有
す
る
場
と
し
て
実
施
。

■
新
学
習
指
導
要
領
が
め
ざ
す
授
業
づ
く
り

に
先
進
的
に
取
り
組
む
地
域
、
学
校
を
訪
問

し
、
授
業
参
観
や
研
究
協
議
へ
の
参
加
を
通

し
て
各
校
の
研
究
推
進
を
支
援
す
る
。

先
進
地
域
・
先
進
校
視
察

 
枚
方
市
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム

 

■
教
育
的
愛
情
に
あ
ふ
れ
、
高
い
意
欲
と
優
れ
た
指
導
力
を
有
す
る
教
員
の
育
成
を
図
る
と
と
も

に
、
各
教
科
等
の
指
導
に
お
け
る
研
究
を
深
め
、
そ
の
成
果
を
市
内
学
校
園
に
広
め
る
。

〔
対
象
者
〕
教
職
経
験
５
年
以
上
の
教
諭
等
（
校
長
推
薦
）、

２
年
間

（
平
成

3
0
・

3
1
年
度
）
継
続
受
講

 

〔
内

 
容
〕
年
間

1
2
回
実
施
（
予
定
）

 

＊
大
学
教
授
等
、
教
育
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
講
師
と
し
て
招
聘

 

＊
教
材
研
究
、
学
習
指
導
案
検
討
、
模
擬
授
業
等
を
行
う

 

＊
年
間
に
１
～
２
回
の
研
究
授
業
を
実
施
（
公
開
授
業
）

 

＊
先
進
地
域
・
先
進
校
へ
の
視
察
を
実
施

 

※
２
年
実
施
の
２
年
次
に
、
受
講
者
か
ら
『
授
業
の
達
人
』
及
び
『
授
業
マ
イ
ス
タ
ー
』
認
証
候
補
者

の
人
選
を
行
い
、
認
証
委
員
会
を
開
催
す
る
。

 

授
業
の
達
人
養
成
講
座

 

☆
小
中
学
校
別
の
教
科
指
導
に
お
け
る
授
業
改
善
の
研
修
を
実
施
。

教
科
会
、
学
年
会
の
一
層
の
充
実
を
支
援
す
る
。

☆
中
学
校
全
体
講
座
を
新
設
し
、
各
教
科
等
講
座
と
連
動
し
な
が
ら

「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
の
推
進
を
図
る
。

☆
授
業
の
達
人
に
つ
な
が
る
「
授
業

実
践
に
お
け
る
ミ
ド
ル
リ
ー
ダ
ー
」
の

育
成
を
め
ざ
し
、
「
授
業
マ
イ
ス
タ

ー
」
の
認
証
制
度
を
新
設
。
 

 
 

 
・
教
育
公
務
員
と
し
て
守
り
行
う
べ
き
規
準
の
遵
守

・
児
童
生
徒
、
保
護
者
、
地
域
の
方
々
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
資
質

倫
理
観
・
規
範
意
識

 

・
子
ど
も
の
様
々
な
状
況
や
心
理
及
び
行
動
を
理
解
す
る
資
質
･
能
力

・
子
ど
も
の
思
い
に
共
感
し
、
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
姿
勢

・
他
者
を
尊
重
す
る
態
度
や
集
団
と
自
己
と
の
調
和
を
図
る
態
度
を

育
成
で
き
る
資
質
・
能
力

子
ど
も
理
解
・
集
団
づ
く
り

 

教
科
等
の
専
門
性
の
向
上
や

多
様
な
教
育
課
題
に
対
応
で

き
る
資
質
・
能
力

 

授
業
力

 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力

教
職
員
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

に
応
じ
た
学
年
経
営
や
学
校

運
営
等
に
必
要
な
資
質
・
能

力
 

枚 方 市 ひ こ ぼ し く ん
 

☆
学
校
園
の
中
核
と
な

る
教
職
員
を
対
象
に

研
修
を
実
施
し
、
学

校
園
運
営
に
参
画

す
る
リ
ー
ダ
ー
の
育

成
を
図
る

 

学
校
園
支
援
 

管
理
職
へ
の
学
校
園
運
営
支
援

 

経
験
の
浅
い
教
員
へ
の

 

授
業
支
援
･学

級
経
営
支
援

 

校
内
授
業
研
究
・
校
内
研
修
へ
の

 

指
導
･支

援
 〔

校
内
研
究
支
援
〕

 

■
指
導
主
事
、
教
育
推
進
プ
ラ
ン
ナ
ー
等
に
よ

る
指
導
助
言
・
支
援

－  84 －
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２６．社会教育 

（１）社会教育委員

社会教育委員は、学識経験を有する者、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に

資する活動を行う者の中から、教育委員会が委嘱します。現在、13人の委員で構成し、任期は平成

29年８月１日～令和元年（2019年）７月 31日の２年間です。社会教育委員は、社会教育に関し教

育委員会に助言するため、次の職務を行います。 

① 社会教育に関する諸計画を立案すること。

② 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

③ 前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。（社会教育法第 17条）

【社会教育委員会議の開催状況】  （単位：人） 

開催日 案 件 名 
出席 

委員数 

第 35期 

第３回 
４月 27日 

［報告］ 

・平成 30年度の「枚方市日本語・多文化共生教室『よみかき』」

について

・香里ケ丘図書館の建替えについて

・第２次枚方市立図書館蔵書計画について

・文化財行政の充実に向けた取り組みについて

・その他

12 

第 35期 

第４回 
９月 10日 

［議事］ 

・「枚方市立図書館第３次グランドビジョン」平成 29年度進捗状

況について

・その他

９ 

（２）児童の放課後対策審議会

児童の放課後対策審議会委員は、学識経験を有する者、社会教育に関する専門的知識を有する者、

児童福祉に関する専門的知識を有する者、もしくは市民団体又は関係団体を代表する者の中から、

教育委員会が委嘱します。現在、11人の委員で構成し、任期は平成 29年９月 13日～令和元年（2019

年）９月 12日の２年間です。児童の放課後対策審議会は、児童の放課後対策の総合的な推進に関し、

次に掲げる事項に関する調査・審議を行います。 

① 児童の放課後対策に関する基本計画の策定に関すること。

② 児童の放課後環境の整備に関すること。

③ 前２号に掲げるもののほか、児童の放課後対策に関し教育委員会が必要と認めること。

－ 85 －



【児童の放課後対策審議会の開催状況】  （単位：人） 

開催日 案 件 名 
出席 

委員数 

第６回 ６月１日 

[議事] 

・放課後子ども教室モデル事業について

・児童の放課後対策に関する基本計画について

８ 

第７回 10月 30日 

[議事] 

・放課後子ども教室モデル事業について

・児童の放課後対策に関する基本計画について

９ 

第８回 12月４日 

[報告] 

・放課後子ども教室モデル事業について

[議事] 

・児童の放課後を豊かにする基本計画について

８ 

第９回 ３月４日 

[報告] 

・放課後子ども教室モデル事業について

[議事] 

・児童の放課後を豊かにする基本計画について（骨子案）

８ 

（３）社会教育（人権）講座等開催状況

① 社会教育人権啓発事業  （単位：人） 

開催日 事 業 名 講 師 会 場 
参加人数 

保育人数 

10月 13日 

発達障がいのある大人の当事者から

のメッセージ 

～発達障がい当事者の現状や必要な

サポートについて考えてみません

か？～ 

ＤＤＡＣ（発達障害を持つ大

人の会）代表  広野 ゆい 

枚方市 

市民会館 

84 

２ 

② 朝鮮語教室実施状況  （単位：人） 

ク ラ  ス  名 期 間 内   容 講    師 会    場 参加人数 

初級クラス 

（週１回、計40回） 
通年 

・文字・発音と簡単な会話を

学習

・ハングルの学習を通じて朝鮮

半島の文化、歴史等を学ぶ 

丁聖美

（チョンソンミ） 

サンプラザ

生涯学習市民 

センター

52 

［注］・補助執行事業として、生涯学習課が実施。 
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③ 講座「生きること」実施状況  （単位：人） 

［注］・生涯学習課・人権政策室・特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会と共催。 

・会場：サンプラザ生涯学習市民センター

・啓発記録冊子の発行：平成 30年度講座「生きること」1,000部。

（４）枚方市日本語・多文化共生教室開催事業

枚方市日本語・多文化共生教室「よみかき」開催状況

会 場 開催曜日時間 実施回数（回） 延べ参加者数（人） 

楠葉生涯学習市民センター 木・土 10時～12時 87 388 

サンプラザ生涯学習市民センター

[※] 
木・土 19時～21時 85 490 

蹉跎生涯学習市民センター 火・金 10時～12時 85 134 

牧野生涯学習市民センター 火・木・金 10時～12時 130 606 

津田生涯学習市民センター 水・金 10時～12時 87 463 

菅原生涯学習市民センター 
火 10時～12時 

金 19時～21時 
88 401 

合 計 562 2,482 

［※］サンプラザ生涯学習市民センターのみ、補助執行事業として、生涯学習課が実施。 

開 催 日 テーマ 講      師 参加人数 

９月６日 
人口呼吸器があってもみんなと一緒に！ 

～支援者と地域で暮らす～ 

バクバクの会～人工呼吸器

と共に生きる～関西支部 

幹事 新居 真理 

34 

９月 13日 
「ひきこもりだった。でも、だからこそ感じられ 

たことやできたことがあった。」 

ＮＰＯみんなの未来かいた

く団 

代表理事 児島 一平 

46 

９月 19日 
閉じ込められた命 

～私の母はハンセン病でした～ 

ハンセン病家族訴訟原告団

  副団長 黄光男 
37 

９月 26日 

食べることは、生きること 

～拒食症だった私が、 旅するおむすびやを始め

た理由～ 

㈱CAMPFIRE FOOD・LOCAL 

担当 菅本 香奈 
28 
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（５）社会教育主催事業

① 社会教育基礎講座    （単位：人） 

開催日 事 業 名 講  師   会  場 
参加人数 

保育人数 

10月 21日 

地域で支える認知症 

～誰もがいつまでも安心して 

暮らせる社会をつくる～ 

関西大学 人間健康学部 

教授 黒田 研二 

枚方市 

市民会館 

66 

- 

２月 16日 

 災害から身を守る！ 

～今すぐできる対策、教えます

～（子育て世代編） 

枚方市消防団 女性分団 

サンプラザ

生涯学習

市民センター 

12 

２ 

２月 27日 

 災害から身を守る！ 

～今すぐできる対策、教えます

～（シニア編） 

枚方市消防団 女性分団 
楠葉生涯学習

市民センター 

22 

- 

② 家庭教育支援事業    （単位：人） 

開催日 事 業 名 講  師  等  会  場 
参加人数 

保育人数 

８月 25日 
親子でさがそう！ 

チリメンモンスター！

公益社団法人 

大阪自然環境保全協会 

（ネイチャーおおさか）

生涯学習情報 

プラザ 

14組 37

- 

９月１日 

複雑化・深刻化する思春期の 

“いじめ”  

～子どもたちのＳＮＳの現実、

知っていますか？～ 

華頂短期大学幼児教育 

学科講師 堀出 雅人 

枚方市 

市民会館 

29 

- 

12月５日 親学び講座 ひらかた親学びリーダー 
枚方市立 

田口山幼稚園 

10 

- 

２月７日 大切な人の「想い」とともに… 
一般社団法人清水健基金 

代表理事 清水 健 

枚方市立メセナ

ひらかた会館 

366 

- 

３月９日 

これって、過保護？過干渉？ 

～子どものやる気を引き出すた

めに～ 

一般社団法人 

家庭教育支援センター 

ペアレンツキャンプ 

代表理事 水野 達朗 

サンプラザ

生涯学習

市民センター 

21 

３ 

３月30日 
親子でつくろう！ 

オリジナルスピーカー！

枚方テクノカレッジ代表 

竹本 信之 

生涯学習情報 

プラザ 

14組35 

- 
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（６）成人祭「はたちのつどい」実施事業 （単位：人） 

開 催 日 実 施 内 容 会 場 対象者数 参 加 人 数 

１月 14日 式 典 市立全中学校体育館 4,573 3,126 

（７）児童の放課後対策事業

  放課後子ども教室モデル事業 

上記は第１クールと第２クールの合計数値。 

第１クール：平成 30年 10月１日 ～ 平成 30年 11月 17日 

第２クール：平成 30年 11月 19日 ～ 平成 31年２月 16日 

蹉跎小学校 山田小学校 津田小学校 樟葉北小学校 合計 

実施日数  （日） 72 72 73 73 290 

延参加児童数（人） 1,611 1,649 1,961 640 5,861 
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２７．留守家庭児童会室運営実施状況 

（１）留守家庭児童会室運営実施状況

（単位：人） 

（令和元年（2019年）５月１日時点） 

児童会室名 定員 入室児童数 児童会室名 定員 入室児童数 児童会室名 定員 入室児童数 

開成 108 107 招提 98 84 平野 150 150 

山田 50 50 枚方第二 148 138 桜丘 149 116 

香里 162 161 田口山 104 103 殿山第一 100 88 

明倫 84 84 中宮 98 98 春日 139 126 

津田 141 114 枚方 197 178 西牧野 97 74 

牧野 147 145 山之上 131 131 山田東 100 68 

香陽 98 78 津田南 238 235 蹉跎西 149 116 

高陵 54 54 樟葉西 98 94 長尾 86 86 

小倉 117 117 樟葉南 86 86 川越 50 36 

樟葉 159 158 菅原東 197 190 桜丘北 103 101 

殿山第二 112 112 中宮北 75 61 樟葉北 100 63 

蹉跎 150 131 蹉跎東 87 75 船橋 106 106 

五常 113 112 磯島 150 117 東香里 52 52 

交北 107 106 氷室 62 60 伊加賀 150 126 

菅原 139 128 藤阪 149 120 西長尾 135 112 

合 計 5,325 4,847 
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２８．文化財の保護 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（１）市内の指定・登録文化財

① 指定文化財

[国指定文化財] 

種 別 名 称 指定年月日 数量 所在地 
所有者 

［管理者］ 

有

形

文

化

財 

重
要
文
化
財 

建造物 

片埜
かたの

神社本殿 

附 棟札 

大正６年４月５日 

昭和 39年５月 26日 

１棟 

１枚 
牧野阪２丁目 21番 15号 片埜神社 

交野天神社本殿 

  附 棟札 

大正６年４月５日 

昭和 39年５月 26日 

１棟 

２枚 
楠葉丘２丁目 19番１号 交野天神社 

交野天神社末社八幡神社本殿 大正６年４月５日 １棟 楠葉丘２丁目 19番１号 交野天神社 

厳島神社末社春日神社本殿 昭和 53年５月 31日 １棟 尊延寺５丁目９番 11号 厳島神社 

彫 刻 

木造菩薩坐像 平成 28年８月 17日 ２躯 
京都市東山区茶屋町 527 
京都国立博物館寄託 

清泰寺 

木造降三世
ごうざんぜ

軍荼
ぐんだ

利
り

明王立像 平成 28年８月 17日 ２躯 尊延寺６丁目 11番１号 尊延寺 

記

念

物 

特別史跡 百済寺
くだらでら

跡 
昭和 16年１月 27日 

昭和 27年３月 29日 
中宮西之町 4340番 

百済王神社 

[枚方市] 

史跡 

牧野車塚古墳 
大正 11年３月８日 

昭和 55年２月 19日 
車塚１丁目 369番ほか 枚方市ほか 

禁野車塚古墳 
昭和 47年３月 22日 

平成 19年７月 26日 
宮之阪５丁目 381番３ほか 枚方市 

楠葉台場跡 平成 23年２月７日 
楠葉中之芝２丁目 4601番 

ほか 
枚方市ほか 

[府指定文化財] 

種 別 名 称 指定年月日 数量 所在地 所有者 

有

形

文

化

財 

建造物 

安養寺石造露盤 昭和 45年２月 20日 １基 南楠葉２丁目 38番 17号 安養寺 

正俊寺石造十三重塔 昭和 45年２月 20日 １基 長尾宮前２丁目２番１号 正俊寺 

片埜神社東門 

片埜神社南門 

昭和 47年３月 31日 

昭和 52年３月 31日 
２棟 牧野阪２丁目 21番 15号 片埜神社 

田中家住宅鋳物工場 

田中家住宅主屋 

昭和 48年３月 30日 

昭和 50年８月 27日 
２棟 藤阪天神町５番１号 枚方市 

彫刻 釈尊寺木造釈迦如来立像 昭和 45年 12月７日 １躯 釈尊寺町１番 10号 釈尊寺 

工芸品 片埜神社石造灯籠 昭和 45年２月 20日 １基 牧野阪２丁目 21番 15号 片埜神社 

考古資料 百済寺遺跡出土塼仏 平成 18年１月 20日 一括 藤阪天神町５番１号 枚方市 

記

念

物 

史跡 

継体天皇樟葉宮跡伝承地 昭和 46年３月 31日 楠葉丘２丁目 19番１号 交野天神社 

伝王仁墓 
昭和 13年５月 11日 

平成５年３月 31日 

藤阪東町２丁目 2220番２ 

ほか 
国・大阪府 

田口山遺跡 
昭和 18年８月 23日 

平成 25年６月 14日 
田口山２丁目 2010番３ 山田神社 

天然記念物 
枚方田中邸のむく 昭和 45年２月 20日 枚方上之町 123番４ 枚方市 

光善寺のさいかち 昭和 50年３月 31日 出口２丁目８番 13号 光善寺 
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[市指定文化財] 

種 別 名 称 指定年月日 数量 所在地 
所有者 

［管理者］ 

有
形
文
化
財 

建造物 

廃
はい

渚
なぎさ

院
のいん

観
かん

音
のん

寺
じ

鐘
しょう

楼
ろう

 平成８年４月１日 １棟 渚元町９番 23号 渚元町自治会ほか 

村野村高札場 平成８年４月１日 １棟 村野本町 10番 62号先 枚方市 

鍵屋主屋 平成９年４月１日 １棟 堤町 10番 27号 枚方市 

大聖寺薬師堂内厨子 平成９年４月１日 １基 春日元町２丁目 16番 30号 大聖寺 

交野天神社末社貴船神社本殿 平成 16年４月１日 １棟 楠葉丘２丁目 19番１号 交野天神社 

春日神社本殿・春日神社末社若宮

八幡宮本殿（津田） 
平成 23年４月１日 ２棟 津田元町１丁目 10番１号 春日神社 

彫刻 

浄念寺木造不動明王立像 平成９年４月１日 １躯 三矢町７番 21号 浄念寺 

和田寺木造薬師如来立像 平成９年４月１日 １躯 禁野本町２丁目７番 43号 和田寺 

尊延寺木造不動明王立像 平成 16年４月１日 １躯 尊延寺６丁目 11番１号 尊延寺 

尊延寺木造四大明王像のうち 

大威徳明王坐像・金剛夜叉明王立

像 

平成 16年４月１日 ２躯 尊延寺６丁目 11番１号 尊延寺 

尊延寺木造地蔵菩薩立像 平成 16年４月１日 １躯 尊延寺６丁目 11番１号 尊延寺 

安養寺木造宝冠釈迦如来坐像 平成 21年４月１日 １躯 南楠葉２丁目 38番 17号 安養寺 

工芸品 

廃渚院観音寺梵鐘 平成８年４月１日 １口 渚元町９番 23号 渚元町自治会ほか 

久
く

修
しゅう

園院
おんいん

地球儀 平成 14年４月１日 １基 楠葉中之芝２丁目 46番 久修園院 

久修園院天球儀 平成 14年４月１日 １基 楠葉中之芝２丁目 46番 久修園院 

書跡 

工芸品 

尊延寺大般若経 

附 唐櫃 

平成 14年４月１日 

平成 21年４月１日 

598 帖 

２合 
車塚２丁目１番１号 尊延寺 

考古資料 九
く

頭
ず

神
がみ

廃
はい

寺
じ

出土 

銅造誕生釈迦仏立像 
平成９年４月１日 １躯 － 個人 

歴史資料 
三
み

浦
うら

蘭
らん

阪
ぱん

関係資料 
平成 22年４月１日 

平成 29年４月１日 

一括 

2,720点 
車塚２丁目１番１号 枚方市 

片岡家文書 平成 23年９月１日 
一括 

7,549点 
車塚２丁目１番１号 

個人 

［枚方市］ 

古文書 今中家旧蔵文書 平成 22年４月１日 
一括 

3,238点 
車塚２丁目１番１号 枚方市 

民
俗
文
化
財 

有形 

民俗文化財 

意賀
お か

美
み

神社の算額 平成８年４月１日 １面 枚方上之町１番 12号 意賀美神社 

三之宮神社の湯釜 平成 10年４月１日 １口 穂谷２丁目７番１号 三之宮神社 

御殿山神社遷
せん

宮
ぐう

絵馬
え ま

 平成 14年４月１日 １面 渚本町 12番 55号 御殿山神社 

旧田中家鋳物用具と製品一式 平成 19年４月１日 一式 藤阪天神町５番１号 枚方市 

記
念
物

史跡 

鍵屋 平成 10年４月１日 堤町 10番 27号 枚方市 

九頭神廃寺 平成 19年４月１日 牧野本町１丁目 210番 13外 枚方市 

禁野本町遺跡 
平成 19年４月１日 

平成 19年 10月１日 

中宮北町 50番 107 

中宮北町２番６号南東 

枚方市  

（独）都市再生機構 

光善寺（出口御坊跡） 平成 22年４月１日 出口２丁目８番 13号 光善寺 

②登録文化財

[国登録文化財] 

種 別 名 称 登録年月日 数量 所在地 所有者 

有形 

文化財 
建造物 

大阪歯科大学牧野学舎本館 平成 17年 11月 10日 １棟 牧野本町１丁目４番４号 
学校法人 

大阪歯科大学 

奥野家住宅主屋他 平成 29年５月２日 ５棟 － 個人 

田中家住宅主屋他 平成 30年 11月２日 ６棟 － 個人 
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[市登録文化財] 

種 別 名 称 登録年月日 数量 所在地 所有者 

有形文化財 
宗左の辻の道標 平成 26年４月１日 １基 岡本町３番４号東側市道上 

明治十八年洪水碑 平成 26年４月１日 １基 桜町 16番地先 

記念物 
仁明天皇外祖母贈正一位田口氏

之墓 
平成 26年４月１日 田口３丁目 291番 

（土地所有者： 

近畿財務局） 

民俗文化財 三之宮神社の雨乞返礼の石燈籠 平成 30年９月１日 ４基 穂谷２丁目７番１号 三之宮神社 

（２）主な文化財

 

 

 

 

 

東大寺大仏造立の際、百済の王族の末裔、百済王敬福は天

平 21年（749）に陸奥国で産出した金を献上した功により、

翌天平勝宝２年（750）、宮内卿に任ぜられ、その後河内守を

加えられました。 

以後、百済王氏は中宮の地に住み、奈良時代後半に氏寺と

して百済寺を建立したと考えられています。 

◆ 伽藍は南から南門・中門・東西両塔・金堂・講堂・食堂

の順に配置され、回廊は中門から東西に延び両塔を囲んで 

金堂につながっています。 

◆ 韓国慶州市にある感恩寺等の統一新羅時代の寺院跡と伽藍配置が類似することから、その関連が

注目されています。 

◆ 現在では礎石しか残っていませんが、昭和 27 年に特別史跡に指定され、同 42 年には全国に先が

けて史跡公園として整備されました。 

牧野車塚古墳は、穂谷川左岸の台地上に立地する前方

後円墳で、全長 107.5ｍ、後円部径 58ｍ、前方部幅 45ｍ

を測ります。主軸線をほぼ東西にとり、周溝をめぐら

せ、西側から南側にかけて外堤があります。埋葬施設の

構造や副葬品は不明ですが、出土遺物の特徴や墳丘の形

状などから、築造時期は古墳時代前期後半（４世紀後半）

と考えられます。大正 11 年に国の史跡に指定されまし

た。 

百済寺跡 

牧野車塚古墳 
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天野川に臨む低位段丘に築かれた前方後円墳です。墳

丘は二段築成で主軸線をほぼ東西にとり、全長 120ｍ、

後円部径 63ｍ、前方部幅 55ｍを測ります。前方部高は

3.4ｍで、後円部高は９ｍです。 

測量調査の結果、奈良県桜井市の箸墓古墳の墳形とよ

く似た特徴を有していることが判明しました。築造時期

は古墳時代前期前半（４世紀前半）と考えられます。昭和

47年に国の史跡に指定されました。 

楠葉台場は、京都防衛のために江戸幕府により築造さ

れた河川台場（砲台場）です。設計の総責任者は勝海舟

で、「稜堡式」という西洋式築城技術を採り入れ、慶応元

年（1865）に完成しました。土塁と堀で囲まれた約 38,000

㎡の台場は、３か所の砲座や、番所・火薬庫を備える大

規模な施設で、京街道を引き込み、関門としての機能を

併せ持つなど軍事施設と交通施設が同居する珍しい特徴

をもっていました。平成 23 年に国の史跡に指定されまし

た。 

広い境内のほぼ中央に位置する本殿は一間社流造桧

皮葺で、残されている棟札によると応永９年（1402）の

建築です。 

末社八幡神社本殿も一間社流造桧皮葺で、交野天神

社本殿に比べやや小ぶりですが、本殿と共通する構造

様式がみられ、妻飾の叉首組・正面の透彫欄間などか

ら、応永頃の建築と考えられます。両者とも室町時代

中期に遡る枚方市内の建築としては最古のもので、大

正６年に特別保護建造物に指定され、昭和 25年に文化 

財保護法により重要文化財に指定されました。 

境内北東の小丘に建つ末社貴船神社本殿は、桃山時代に遡るとみられる一間社流造桧皮葺の遺構で

す。平成 16年に市有形文化財に指定しました。 

平成 15～17 年度にかけて交野天神社本殿及び末社八幡神社本殿保存修理工事を実施しました。ま

た、平成 18年度には市指定文化財である末社貴船神社本殿の修理工事を実施しました。 

禁野車塚古墳 

楠葉台場跡 

交野天神社 
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慶長７年建立の南門、室町時代後期頃の東門、鎌倉時代末期頃の石造灯籠はともに大阪府指定有形 

文化財です。 

厳島神社本殿は、文久３年（1863）に奈良春日大社の旧

殿を厳島神社本殿として譲り受けたものです。その際、

元の本殿を末社春日神社本殿として移築したと伝えられ

ています。 

末社春日神社本殿は一間社流造桧皮葺の遺構です。建

立年代は詳らかではありませんが、建築様式から室町時

代中期と考えられます。縁廻り、庇廻りや造作などは後

世に補修されていますが、全体的に創建当初の姿がよく

残っており、比較的建立年代の古い重要な建物遺構とし

て、昭和 53 年に重要文化財に指定されました。平成６年

に解体修理が実施され、彩色など創建当初の姿を甦らせ

ました。 

 

木造降三世軍荼利明王立像は、平安時代後期（11世紀前半）の中央の仏

師の手になる等身大の明王像です。平成 28 年に重要文化財に指定されま

した。特に軍荼利明王立像は、この時代の作例としては極めて優れたもの

で、左足を蹴上げる姿が特徴的です。 

不動明王立像、木造四大明王像のうち大威徳明王坐像・金剛夜叉明王立

像、及び地蔵菩薩立像は市有形文化財に指定しています。 

また、大般若経598帖とそれを収納していた唐櫃２合が残されています。 

文永 10 年（1273）の奥書から津田郷の領主的存在だった中原宗包が父

の十三回忌および亡母の供養のために書写したこと、また「屋形宮御経」

と書かれていたことから三之宮神社に奉納されたことがわかります。とも

に市有形文化財に指定しています。 

 

軍荼利明王立像 

片埜神社 

 
現在の本殿は、慶長７年（1602）、豊臣秀頼が大坂城鬼

門除鎮護の社として、片桐且元に命じ社殿を再建しまし

た。三間社流造の本殿は、極彩色の彫刻を施すなど華やか

で豪壮な桃山時代の建築様式がよく残り、大正６年には特

別保護建造物に指定され、昭和 25年に文化財保護法により

重要文化財に指定されました。 

平成 21年度から檜皮葺屋根の葺替と彩色塗装などの 

保存修理工事を実施し、平成 23年 12月に完了しました。 

厳島神社 

 

 

尊延寺 
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立太子争いに敗れた惟喬親王（844～897）は、渚に別荘

を営み、在原業平らと憂いをはらすためしばしば遊興に

来たようです。この様子は『伊勢物語』や『土左日記』な

どにも登場し、全国的にも有名なところです。 

その後、別荘は荒廃し同地には観音寺が建立されたと

伝えられています。観音寺は明治の初め、神仏分離によ

り廃寺となり、その本尊十一面観音は渚村の西雲寺に移

されました。観音寺を今に伝える唯一の遺構である鐘楼 

九頭神廃寺は、飛鳥時代後期（７世紀末）に建立された古

代寺院の跡です。中心伽藍の一つである塔の基壇が確認され

ているほか、穀物や資材を収めた倉庫群「倉垣院」や寺務を

統括した「政所院」などの寺院経営にかかわる施設（付属院

地）の遺構が発見され、地方寺院における堂塔伽藍以外の土

地利用の実態を示す極めて稀有な事例となっています。平成

19年に市の史跡に指定しました。 

 

ムクはニレ科の落葉喬木で、田中邸のむくは樹高 21ｍ、幹周 5.4

ｍで樹齢約 600年の巨樹です。葉の表面はざらざらしており、鋳物

製品を磨くために用いられたといわれています。田中家は代々、河

内国惣官鋳物師として伝統を受け継ぎ、邸内のむくは枚方金屋のシ

ンボルでした。この種の巨樹として全形をとどめる樹木は府内でも

珍しく、昭和 45年に府の天然記念物に指定されました。 

と、河内鋳物師として活躍した田中家鋳造の梵鐘が、現在この地に残されています。この梵鐘

は、市域に唯一現存する田中家鋳造の梵鐘で、鐘楼とともに平成８年、市の有形文化財に指定し

ました。平成 18年には屋根瓦の破損が激しかった鐘楼の葺替工事を実施しました。 

中世末期から法令・禁令などを板札に墨書し、人目に付きやすいと

ころに掲示しました。江戸時代には公的施設として村の中心地などに

常設の高札場が設けられ、奉行や代官による法令布達手段として用い

られました。高札場は明治政府により廃止され、残っているものは極

めて少なく、市域では当高札場が唯一現存するものです。平成８年に

市の有形文化財に指定しました。 

枚方田中邸のむく 

 

 

渚院跡 

 

村野村高札場 

 

九頭神廃寺 
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枚方宿内の京街道上に建つ道標で、岩船街道との分岐を示しています。同

地に製油業を営んでいた角野宗左の屋敷があったため「宗左の辻」と呼ばれて

います。 

道標には、右大坂みち、倉治の滝へ 43 丁、京へ６里、八幡へ２里の距離で

あること、願主として４人の商人の名、そして文政９年（1826）11 月に建立

したことが刻まれています。平成 26 年に市登録文化財（有形文化財）に登録

しました。 

明治 18 年（1885）６月 18 日・７月２日の豪雨により、三矢村・伊加賀

村の淀川堤防が２度決壊し、茨田郡一円が水没しました。濁流は大阪市中

にも及ぶものでした。この洪水の悲惨さを風化させないよう、翌 19 年に

大阪府と有志により建立された碑で、大洪水の惨事を今に伝える貴重な文

化財です。平成 26年に市登録文化財（有形文化財）に登録しました。 

仁明天皇の外祖母である田口姫の墓とされ、地元で大切に受け継がれて

きました。 

『続日本後紀』には仁明天皇が即位した天長 10年（833）、外祖母に最

高の位である「正一位」を追贈し、新たに墓守を置いたと記されています。

平成 26年に市登録文化財に登録しました。 

宗左の辻の道標 

明治十八年洪水碑 

仁明天皇外祖母贈正一位田口氏之墓 

三之宮神社の雨乞返礼の石燈籠 

三之宮神社は古くから雨乞いの神社として信仰されており、「雨乞御返

禮五箇村」、「請雨御返禮」の銘のある４基の石燈籠は、江戸時代の雨乞

いの返礼に奉納されたもの。江戸時代の雨乞行事を物語る貴重な民俗文化

財です。平成 30年に市登録文化財に登録しました。 
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社会教育部 

２９．スポーツ振興 

平成 29年３月に、新たに設置した枚方市スポーツ推進審議会からの答申をもとに、本市のスポーツ推

進に向けた取り組みの基本的な方向性を示す、枚方市スポーツ推進計画を策定しました。本計画を踏ま

え、性別や年齢、障害の有無、個人や家族・団体など人数に関係なく、市民がそれぞれの興味、目的な

どに応じて、生涯にわたって多種多様なスポーツを楽しめる環境づくりをめざし、各種スポーツ事業を

実施しています。 

（１）スポーツ推進委員

スポーツ基本法に基づき、本市におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、スポーツ

推進委員を委嘱しています。スポーツ推進委員は、地域においてスポーツ振興のための事業実施の

コーディネートの役割を担い、実技指導等の技能向上に努めるほか、市民の健康増進や体力向上に

寄与するなど幅広い活動を行っています。 

また、ウォーキングイベント等の企画・運営を行うほか、「市民スポーツカーニバル」等のスポ

ーツイベントに参加・協力し、多様化する市民のスポーツニーズに応えています。 

■ スポーツ推進委員の内訳 （単位：人） 

選 出 区 分 人 数 

校区コミュニティ協議会からの推薦 39 

学校教職員 １ 

スポーツ団体等からの推薦 ３ 

スポーツ振興課からの依頼 ４ 

合 計 47 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（２）スポーツ少年団

スポーツ少年団は昭和 37年に日本体育協会が創設したスポーツ団体であり、子どもの体力向上や

青少年の健全育成のため、指導者や保護者・地域の協力を得ながら活動しています。団の結成には、

満３歳以上の団員 10人以上と満 20歳以上の成人指導者２人以上が必要となっています。本市では、

昭和38年に登録し、50年以上にわたって各スポーツ少年団の指導者が種目別に活動を行っています。 

【 団体・団員数 】 

種 目 登録団体数 団員数（人） 種 目 登録団体数 団員数（人） 

軟 式 少 年 野 球 23 477 空 手 道 ６ 150 

バ レ ー ボ ー ル ８ 145 日 本 拳 法 １ 10 

サ ッ カ ー 13 431 少 林 寺 拳 法 ６ 79 

合 計 57 1,292 

（令和元年（2019年）５月１日現在）

ライフ親子グラウンド・ゴルフ大会
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社会教育部 

【 活動 】 

開催月 開催内容 

４月～６月 

春季軟式野球大会 

春季バレーボール大会 

春季サッカー大会 

９月～12月 

秋季軟式野球大会 

秋季バレーボール大会 

秋季サッカー大会 

本部長杯 少林寺拳法大会 

１月 
認定指導員養成講習会 

本部長杯空手大会 

２月 スポーツ少年団フェスティバル 

 

（３）公益財団法人 枚方体育協会 

枚方体育協会は、春秋の総合体育大会、各競技団体の指導育成等を行い、「新春走ろうかい」や、

各種スポーツ教室等主催事業を開催し、地域に密着したスポーツプログラムの提供を通じて市民の

健康増進・健康維持を目指し活動しています。 

また、子どもから高齢者まで自由に様々なスポーツ種目を楽しむことができる総合型地域スポー

ツクラブ「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ」を設立・運営、そして、スポーツサポ

ーターズバンクを設立し、スポーツ指導者やボランティアの育成等を行い、スポーツ情報の提供、

スポーツ団体への支援、介護予防事業等を企画実施しています。 

【 加盟団体 】 

陸 上 競 技 協 会 軟 式 野 球 連 盟 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟 卓 球 連 盟 

柔 道 連 盟 バ レ ー ボ ー ル 連 盟 ス キ ー 協 会 野 外 活 動 協 会 

市 民 拳 法 の 会 剣 道 連 盟 サ ッ カ ー 連 盟 水 泳 協 会 

ラ グ ビ ー 連 盟 テ ニ ス 協 会 少 林 寺 拳 法 協 会 ソ フ ト ボ ー ル 協 会 

空 手 道 連 盟 バ ド ミ ン ト ン 連 盟 相 撲 連 盟 バスケットボール協会 

カ ヌ ー 協 会 ゲ ー ト ボ ー ル 協 会 弓 道 連 盟 スポーツチャンバラ協会  

グラウンド・ゴルフ連合会 ド ッ ジ ボ ー ル 協 会 ソフトバレーボール協会 イ ン デ ィ ア カ 協 会 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

 

  

本部長杯春季サッカー大会 
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社会教育部 

（４）スポーツ教室 

① 総合スポーツセンター 

■ 総合体育館                                （単位：人） 

教 室 名 開 催 日 参加人数 

幼児わんぱく体操教室 
平成 30年５月 24日～（５回）、10月４日～（５回） 

平成 31年２月 14日～（５回） 
41 

かんたん体操教室 
平成 30年４月 10日～（10回）、７月３日～（10回） 

10月２日～（10回）、平成 31年１月８日～（10回） 
114 

ヘルスアップ講座（自力整体） 

（保育付） 

平成 30年４月４日～（10回）、７月４日～（10回） 

10月３日～（10回）、平成 31年１月９日～（10回） 
142 

ヘルスアップ講座（パワーヨガ） 

（保育付） 

平成 30年４月４日～（10回）、７月４日～（10回） 

10月３日～（10回）、平成 31年１月９日～（10回） 
159 

小学生トランポリンＡ教室 
平成 30年６月 28日～（５回）、11月 22日～（５回） 

平成 31年１月 31日～（５回） 
51 

小学生トランポリンＢ教室 
平成 30年５月 16日～（５回）、10月３日～（５回） 

平成 31年２月 20日～（５回） 
58 

卓球教室 
平成 30年６月 14日～（５回）、11月 22日～（５回） 

平成 31年１月 31日～（５回） 
94 

バドミントン教室（保育付） 平成 30年５月 16日～（５回）、10月 24日～（５回） 29 

ソフトバレーボール教室（保育付） 平成 30年５月 16日～（５回）、10月３日～（５回） 11 

ちゃれんじ新体操教室 平成 31年２月１日～（８回） 10 

カルチャー教室 平成 30年８月 24日、12月６日、平成 31年２月５日 ９ 

ショートテニスフリースクエア 毎週 金曜日 午後 910 

バスケットボールフリースクエア 毎週 木曜日 夜間 734 

ソフトバレーボールフリースクエア 毎週 金曜日 午前 2,131 

卓球マシンフリースクエア 毎週 火曜日～土曜日 964 

障害者スポーツフリースクエア 毎月 第２土曜日･第３金曜日 午後 164 

体力測定フリースクエア 毎月 第２土曜日･第４日曜日 134 

トレーニング講習会 毎月 第２土曜日･第４日曜日 午前 426 

■ 陸上競技場                  （単位：人） 

教 室 名 開 催 日  参加人数 

かけっこ教室 
平成 30年７月 20日～（５日連続）、 

８月 31日～（５回） 
44 

ナイターフリースクエア 平成 30年４月３日～12月 21日の平日夜間 5,870 

グラウンド・ゴルフフリースクエア 毎週 金曜日  286 

サッカー体験教室 
平成 30年７月１日、８月５日、12月８日 

平成 31年１月 19日、２月 10日、３月３日 
100 
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社会教育部 

■ 藤阪東町中央公園テニスコート              （単位：人） 

教 室 名 開 催 日  参加人数 

テニスをしよう！ 平成 30年５月 10日～（８回） ９ 

  

■ 藤阪テニスコート                      （単位：人） 

教 室 名 開 催 日  参加人数 

テニスをしよう！ 平成 30年７月 19日～（８回） ７ 

 

■ 春日テニスコート         （単位：人） 

教 室 名 開 催 日  参加人数 

一般テニス教室 
平成 30年４月 10日～（10回）、９月 18日～（10回） 

12月 18日～（10回） 
107 

 

② 渚市民体育館                                （単位：人） 

教 室 名 開 催 日  参加人数 

フラダンス教室 
平成 30年４月 10日～（10回）、７月 10日～（10回） 

10月９日～（10回）、平成 31年１月８日～（10回） 
82 

ボクシングエクササイズ教室（保育付） 
平成 30年４月４日～（６回）、７月４日～（６回）、

10月３日～（６回）、平成 31年１月 16日～（６回） 
81 

シニアヨガ 
平成 30年４月 11日～（６回）、７月 11日～（６回）、

10月 10日～（６回）、平成 31年１月９日～（６回） 
67 

幼児トランポリン教室 
平成 30年６月４日～（４回）、10月 15日～（５回） 

平成 31年２月４日～（５回） 
60 

夏休みだ！げんキッズ（年長児） 平成 30年７月 24日～（３日連続） 14 

夏休みだ！げんキッズ（小学１～３年生） 平成 30年７月 24日～（３日連続） 24 

初心者アーチェリー教室 平成 30年５月 12日～（10回） 19 

初心者弓道教室 平成 30年９月１日～（12回） 16 

太極拳教室 
平成 30年５月２日～（８回）、７月４日～（８回）、 

９月５日～（８回）、11月７日～（８回） 
25 

スポーツ吹き矢体験 平成 30年６月５日、平成 31年２月５日 ７ 

カルチャー教室 
平成 30年４月 25日、８月５日、10月９日、 

12月 11日 
57 

チャリティヨガ 平成 30年６月 17日 55 

トレーニング講習会 毎月 第１月曜日 午前、第２又は第３木曜日 夜 319 

車椅子バスケットボール体験 平成 30年 12月 24日   12 

ソフトバレーボールスクエア 毎月 第１火曜日 午前、第２水曜日 午前 1,089 

障害者ふれあいスポーツ 毎月 第４日曜日 午前 66 
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社会教育部 

教 室 名 開 催 日 参加人数 

卓球マシンＤＡＹ 毎週 月曜日 午後 129 

体力測定ＤＡＹ 毎月 第２月曜日 10 

③ 伊加賀スポーツセンター

■ 体育館 （単位：人） 

教 室 名 開 催 日 参加人数 

やさしいストレッチ 
平成 30年４月５日～（９回）、７月５日～（９回）、 

10月４日～（９回）、平成 31年１月 10日～（９回） 
89 

元気になるヨガ 
平成 30年４月６日～（12回）、７月６日～（12回）、

９月 28日～（12回）、平成 31年１月 11日～（12回） 
117 

くつろぐヨガ 
平成 30年４月６日～（12回）、７月６日～（12回）、

９月 28日～（12回）、平成 31年１月 11日～（12回） 
118 

おやこ体操（ベビークラス） 
平成 30年４月６日～（15回）、９月７日～（15回）、

平成 31年１月 11日～（11回） 
40（組） 

おやこ体操（幼児クラス） 
平成 30年４月６日～（15回）、９月７日～（15回）、

平成 31年１月 11日～（11回） 
45（組） 

こどもスポーツ教室 
平成 30年５月９日～（10回）、９月５日～（10回）、 

平成 31年１月９日～（10回） 
63 

柔道をやってみよう 平成 30年 11月 29日、12月１日、12月８日 12 

カルチャー教室
平成 30年６月３日、８月４日、11月６日、 

平成 31年１月 22日  
20 

トレーニング使用者登録講習会
毎月 第３日曜日・第４火曜日 午前 

（５月、12月、１月、３月は１回のみ開催） 
320 

障害者スポーツスクエア 毎月 第３土曜日 午後 180 

■ テニスコート （単位：人） 

教 室 名 開 催 日 参加人数 

初心者テニス教室➀（硬式） 平成 30年５月 18日～（７回） 10 

初心者テニス教室➁（硬式） 平成 30年 10月 12日～（７回） 12 
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④ 野外活動センター   （単位：人） 

教  室  名 開  催  日 参加人数 

ファミリーきゃんぷ 平成 31年１月 26日・27日 33 

天文教室･大型望遠鏡で見よう！ 平成 30年４月 22日～（10回） 309 

竹とあそぼ（竹林伐採･クラフト体験･

竹すき紙など） 
平成 30年７月 22日～（３回） 41 

里山保全講座 平成 30年 10月 21日～ ５回連続講座 内１回中止 41 

ワークきゃんぷ 平成 30 年９月２日  ７ 

市民キャンプフェスティバル 平成 30 年 10 月７日  574 
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３０．市立図書館 

（１）市立図書館の概要

（２）施設等の状況（中央図書館・７分館・10分室・自動車文庫１台）

［注］香里ケ丘図書館建替えのための休館期間中、南部生涯学習市民センターで代替サービスを実施す

るとともに、香里ケ丘中央公園へ自動車文庫の巡回を行う。 

図書館は、社会教育のための教育機関 

教養・調査研究・レクリエーション等に資するとともに、学校教育の援助・家

庭教育の向上にも資する 

位置づけ 

目的 

業務 

＊資料・情報の収集・保存・提供 

＊資料・情報等に関する知識・経験を有する職員によるレファレンス（＊１）

＊各種行事等の開催および開催の援助 

＊人々が社会教育・生涯学習により学んだ成果を生かす機会の提供 

＊学校等関連機関との連携・協力 

（＊１）レファレンス・・・図書館利用者が必要な情報・資料などを求めた際に、図書

館職員がそれを支援するサービス 

中央図書館 

Ｇ＝グループ 

館内サービスＧ 

館内サービスＧ学校図書館支援Ｇ

選書・読書支援Ｇ 

図書館総務G 

館外サービスＧ 

香里ケ丘図書館 

代替サービス 

スポット［注］

楠葉図書館 

菅原図書館 

御殿山図書館 

津田図書館 

牧野図書館 

蹉跎図書館 

津田図書館

枚方公園分室 

村野分室 

藤阪分室 

香里園分室 

宮之阪分室 

東香里分室 

氷室分室 

茄子作分室 

釈尊寺分室 

市駅前サービス 

スポット

自動車文庫（22ステーション） 
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枚方市立図書館は、約 1,230,000 冊（平成 31 年３月 31 日現在）の蔵書を持ち、多くの図書館サービ

スポイントを有したサービス網を特徴としています。また、子ども読書活動推進に係る児童向けサービ

ス（充実した児童書コレクションや職員が持つ専門的な知識・技術を生かした、学校図書館支援やさまざ

まな子ども向け行事）、障害者サービス（対面読書や録音・点字図書等の製作・貸出等）などの充実した

図書館サービスを実施しています。 

市民の教養・娯楽のための読書から知識や情報を提供し、高度なレファレンスにまで対応できる、 

市民の自立を援助する知的インフラです。 

平和ライブラリーコンサートの様子 手話ブックトークの様子 

「言葉をつかわないコミュニケーション・ 
ワークショップ」の様子

多言語で楽しむおはなし会の様子 

第４回中学生のビブリオバトルの様子 
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３１．図書館の貸出・利用状況等 

（１） 貸出・利用状況

[全体] 

図書館 
開館・巡回 

日数（日） 

来館者数 

（人） 
年齢区分 

貸出数 

（冊） 

貸出計 

（冊） 

中 央 289 483,332 
成人 692,933 

901,046 
児童 208,113 

香里ケ丘 346 49,296 
成人 101,486 

129,168 
児童 27,682 

楠 葉 339 321,223 
成人 341,840 

486,439 
児童 144,599 

菅 原 342 286,530 
成人 269,438 

376,504 
児童 107,066 

蹉 跎 342 230,801 
成人 211,731 

308,697 
児童 96,966 

御殿山 342 118,568 
成人 132,994 

181,756 
児童 48,762 

牧 野 342 204,603 
成人 181,549 

242,473 
児童 60,924 

津 田 340 130,700 
成人 138,836 

211,370 
児童 72,534 

10分室 181,848 
成人 375,762 

518,630 
児童 142,868 

自動車文庫 314 
成人 24,434 

36,531 
児童 12,097 

宅 配 
成人 

（472） 
児童 

合 計 2,006,901 
成人 2,471,003 

3,392,614 
児童 921,611 

[注] ・貸出数、貸出計のうち宅配の数値は合計の内数。 

 ・実利用者数（総数）：成人  50,166人、児童  10,200人、計  60,366人。 

実利用者数とは、年度中に１回以上貸出のあった利用者の数を表す。現在使っているシステムで

は、各館・室の内訳が出せないため、総数のみ記す。 
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 [分室内訳]    

 

 

 

分 室 
開室日数

（日） 

来館者数 

（人） 
年齢区分 

貸出数 

（冊） 

貸出計 

（冊） 

村 野 237 26,485 
成人 63,989 

93,166 
児童 29,177 

枚方公園 241 47,154 
成人 68,077 

98,746 
児童 30,669 

藤 阪 187 8,668 
成人 16,871 

24,804 
児童 7,933 

東香里 186 8,740 
成人 25,500 

36,646 
児童 11,146 

釈尊寺 194 5,353 
成人 15,010 

20,689 
児童 5,679 

茄子作 187 8,041 
成人 22,049 

30,932 
児童 8,883 

宮之阪 186 22,240 
成人 51,723 

66,812 
児童 15,089 

香里園 188 11,163 
成人 22,024 

36,131 
児童 14,107 

氷 室 186 8,191 
成人 12,816 

18,979 
児童 6,163 

市 駅 前 

サービス 

スポット 

342 35,813 

成人 77,703 

91,725 

児童 14,022 

10分室計 
  

 
181,848 

成人 375,762 
518,630 

児童 142,868 
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（２）予約・リクエスト、蔵書状況

[全体] 

図書館 年齢区分 

予約・リクエ

スト件数

（件）

予約・リクエ

スト計（件）
蔵書数（冊） 蔵書計（冊） 

中 央 
成人 49,561 

59,087 
334,981 

436,867 
児童 9,526 101,886 

香里ケ丘 
成人 64,101 

76,193 
56,276 

89,921 
児童 12,092 33,645 

楠 葉 
成人 99,789 

118,371 
61,073 

87,554 
児童 18,582 26,481 

菅 原 
成人 72,434 

86,209 
75,952 

104,106 
児童 13,775 28,154 

蹉 跎 
成人 55,103 

65,300 
66,593 

94,531 
児童 10,197 27,938 

御殿山 
成人 32,313 

36,302 
50,801 

73,174 
児童 3,989 22,373 

牧 野 
成人 40,053 

45,874 
79,286 

104,917 
児童 5,821 25,631 

津 田 
成人 30,217 

36,579 
75,110 

100,235 
児童 6,362 25,125 

10分室 
成人 144,320 

169,990 
80,997 

139,028 
児童 25,670 58,031 

自動車文庫 
成人 2,650 

3,492 
児童 842 

宅 配 
成人 

児童 

合 計 
成人 590,541 

697,397 
881,069 

1,230,333 
児童 106,856 349,264 

[注] 自動車文庫の蔵書数は中央図書館に含みます。 

予約・リクエスト点数は、個人及び団体利用の総計。 

宅配の予約・リクエスト件数は合計の内数。 
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 [分室内訳]               

分 室 年齢区分 

予約・リクエ

スト件数

（件） 

予約・リクエ

スト計（件） 
蔵書数（冊） 蔵書計（冊） 

村 野 
成人 16,998 

20,740 
13,033 

20,860 
児童 3,742 7,827 

枚方公園 
成人 27,554 

33,760 
11,341 

18,888 
児童 6,206 7,547 

藤 阪 
成人 5,098 

6,501 
7,722 

13,896 
児童 1,403 6,174 

東香里 
成人 7,885 

9,359 
5,247 

10,705 
児童 1,474 5,458 

釈尊寺 
成人 4,347 

5,211 
5,437 

11,229 
児童 864 5,792 

茄子作 
成人 6,869 

7,930 
7,889 

13,120 
児童 1,061 5,231 

宮之阪 
成人 14,902 

17,003 
10,701 

16,445 
児童 2,101 5,744 

香里園 
成人 7,149 

8,910 
9,321 

16,418 
児童 1,761 7,097 

氷 室 
成人 2,333 

2,902 
10,306 

17,467 
児童 569 7,161 

市 駅 前 

サービス 

スポット 

成人 51,185 

57,674 

 

 

児童 6,489  

分室計 
成人 144,320 

169,990 
80,997 

139,028 
児童 25,670 58,031 

[注]市駅前サービススポットの蔵書数は中央図書館に含みます。 

予約・リクエスト点数は、個人及び団体利用の総計 
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（３）受入及び除籍図書状況

（単位：冊） 

図書館 資料区分 購入数 購入計 寄贈数 寄贈計 除籍数 除籍計 

中 央 
一般 9,278 

12,209 
2,546 

3,010 
30,030 

36,650 
児童 2,931 464 6,620 

香里ケ丘 
一般 10 

1,473 
105 

117 
- 

- 
児童 1,463 12 - 

楠 葉 
一般 2,931 

4,015 
1,202 

1,540 
2,064 

2,949 
児童 1,084 338 885 

菅 原 
一般 2,841 

3,738 
898 

1,258 
1,132 

1,886 
児童 897 360 754 

蹉 跎 
一般 2,553 

3,485 
1,159 

1,556 
2,982 

4,400 
児童 932 397 1,418 

御殿山 
一般 2,243 

3,194 
572 

705 
569 

1,194 
児童 951 133 625 

牧 野 
一般 2,423 

3,259 
941 

1,078 
5,893 

6,376 
児童 836 137 483 

津 田 
一般 2,279 

3,328 
851 

928 
1,166 

1,723 
児童 1,049 77 557 

10分室 
一般 2,075 

3,392 
1,690 

2,060 
21,873 

35,816 
児童 1,317 370 13,943 

合 計 
一般 26,633 

38,093 
9,964 

12,252 
65,709 

90,994 
児童 11,460 2,288 25,285 

[注]自動車文庫及び市駅前サービススポットは中央に含みます。 
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３２．図書館行事 

                                          

（１）子ども読書活動推進事業（図書館主催）                  （単位：人） 

図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

全館共通 

ひらかた絵本まつり（おはなし

会） 
４月 23日～５月 13日 

職員・ 

ボランティア 
230 

読書ボランティアのなつやすみお

はなし会 
７月 14日～８月 26日 ボランティア 600 

夏やすみの「こわいはなし」 ７月 24日～８月 11日 
職員・ 

ボランティア 
260 

中 央 

ひらかた絵本まつり（リアルミッ

ケ「京阪バスをさがせ」） 
４月 23日～５月 13日 職員 334 

手話出前講座「手話を一緒に学んで

みませんか？」（こども夢基金活用

事業プレイベント） 

西長尾小：５月 12日 

小倉小：５月 23日 

津田小：５月 24日 

職員 

93     

90 

106    

言葉をつかわないコミュニケーショ

ン・ワークショップ（こども夢基金

活用事業） 

７月７日 

（株）サイレン

トボイス 

代表取締役   

尾中 友哉他 

42    

こども夢基金活用事業 

講演会「リュウグウからの玉手箱」 
７月 21日 

ＪＡＸＡ准教授 

山田 哲哉 
97 

こども夢基金活用事業 

ワークショップ「傘袋ロケットを

つくろう」 

７月 22日 職員 112 

こども夢基金活用事業 

展示会「めざせ宇宙」・宇宙服試

着会 

７月 28日～８月 12日 ― 1433 

子ども司書連続講座（全３回） ８月７日～９日 職員 27 

「紙芝居を演じてみよう！紙芝居

ボランティア養成講座」（全２

回） 

９月 20日・27日 

紙芝居サーク

ルよっちゃ

ん・南 純子 

37 

紙芝居 deおはなし会（紙芝居ボラ

ンティア養成講座実演） 

10月 28日・11月 3日・

11月４日・２月 24日・

３月 24日 

ボランティア 142 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

バリアフリー体験会（ワークショ

ップ）「さわって！みて！きい

て！五感をつかってあそんでみよ

う！」 

11月４日 職員 496 

第７回中学生の調べ学習コンクー

ル展示
11月 17日～12月 16日 ― 158 

第７回中学生の調べ学習コンクー

ル表彰式
12月 16日 職員 30 

事前学習会「朗読を楽しく学ぼう」 12月 26日 

関西朗読家クラ

ブ代表 

端田 宏三 

43 

第６回こころをつたえよう！ひら

かた朗読大会 
１月 20日 

審査委員長 

端田 宏三 
89 

子ども読書活動推進ボランティア

交流会 
２月 21日 職員 52 

子ども読書活動推進ボランティア

研修会「えほんのひろばの実際」 
２月 21日 

子ども読書活

動推進ボラン

ティア連絡会

ゆるよこ 

52 

子ども読書活動推進ボランティア

研修会実習「本がぎょうさんなら

んだら」 

２月 23日・24日 
職員・ 

ボランティア 
327 

多言語おはなし会 ３月 10日 

Tatiana 

Sezonenko、 

David William 

Johnson 

44 

世界のバリアフリー児童図書展 ３月 11日～17日 ― 129 

第４回中学生のビブリオバトル ３月 17日 
職員・ 

学校司書 
126 

おはなし会 第１・２・３・５土曜日 職員 932 

おはなしひろば（乳幼児向け） 第２・４水曜日 職員 537 

手話でたのしむおはなし会 第４土曜日（全 12回） 職員 286 

楠 葉 

おはなし会 毎週土曜日 職員 372 

おはなし会（乳幼児対象） 第２水曜日 職員 115 

ヨネやんのおはなしと工作の会 ８月７日 
（株）一声社・

米山 傑 
12 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

夏休み工作会（2部構成） ８月 11日 職員 25 

子ども向け福袋 １月５日～15日 職員 49 

菅 原 

定例おはなし会 毎週水曜日・土曜日 職員 629 

おはなしと工作の会 ８月７日 
（株）一声社

米山 傑 
12 

ガラス窓に絵を描こう 
８月５日、11月４日、 

１月６日 
職員 40 

読書感想画を描こう ８月 19日 職員 10 

本の福袋 １月５日～12日 職員 70 

津 田 

おはなし会 毎週土曜日 職員 271 

おはなし会スペシャル 毎月の最終土曜日 職員 92 

七夕飾りつけ ７月１日～７日 職員 97 

「ペットボトルでスノードームを作

ろう！」 
８月 16日 職員 32 

センター主催の「夏休み！宿題大作

戦 お出かけガス科学館」での関連

図書の貸出 

８月 18日 職員 ８ 

クリスマスツリーに星形短冊飾りつ

け 
12月５日～26日 職員 216 

スタンプラリー １月４日～31日 職員 347 

子ども向け福袋 １月５日～15日 職員 65 

ヨネやんのおはなし＆こうさくの会 ２月９日 
（株）一声社

米山 傑 
20 

つだフェスタ 2019  

折り紙遊び、図書館の本で調べるク

イズ

３月 24日 職員 154 

御殿山 

おはなし会 
毎週土曜日・日曜日 

（計 93回） 

職員・ 

ボランティア 
596 

おはなし会スペシャル 
10月 27日・28日、 

11月３日 
職員 47 

ひらかた絵本まつり（おはなし会

スベシャル工作「こどものひ こ

うさくのかい」） 

５月４日・５日 職員 12 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

ひらかた絵本まつり（リアルミッ

ケ・京阪電車をさがせ！）
５月４日～６日 職員 42 

御殿山フェスタ おはなし会 ６月９日 職員 25 

リアルミッケ・京阪電車をさがせ

file２ 
７月 19日～29日 職員 114 

図書館員のおすすめブックリスト

の配布 
７月 20日～８月 26日 職員 … 

夏休みこどもこうさくのかい ７月 21日 職員 20 

みんなで大きな海と生き物をつく

ろう（美術センター主催事業） 
８月５日 

美術センター

職員 

（図書館は絵

本の読み聞か

せを担当） 

18 

夏休み宿題大作戦 ８月 20日・21日 

職員・ 

美術センター

職員 

24 

子ども向け本の福袋（90冊） １月５日・６日 職員 … 

ヨネやんのおはなし＆こうさくの

会 
２月９日 

（株）一声社

米山 傑 
12 

牧 野 

おやこで楽しむおはなし会（乳幼児

対象） 
第３水曜日 職員 145 

おはなし会 毎週土曜日 職員 246 

青空おはなし会 ５月５日 職員 13 

絵本の広場 ６月 16日・17日 職員 189 

折り紙を楽しもう 
６月 30日、９月 29日、

３月 30日 
職員 34 

夏休み工作会 ７月 22日 職員 ８ 

じどうわくわく袋 10月 27日～11月９日 職員 50 

クリスマスファミリーコンサート 12月 24日 
田中 あつ子・ 

矢吹 直美 
80 

人形劇フェスティバル・パフォーマ

ンスコーナーミニおはなし会
３月 23日 職員 30 

蹉  跎 

おはなし会 毎週土曜日 職員 263 

おはなし会（乳幼児対象） 第１・３水曜日 職員 230 

ひらかた絵本まつり（本のおたの

しみ袋） 
４月 24日～５月５日 職員 40 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

Let’s play ボードゲーム 
５月 26日、８月 26日、

１月６日 
職員 115 

ぬいぐるみの図書館おとまり会 ７月 22日 職員 34 

おにいさんのおはなし会 ６月 17日 職員 ７ 

夏のおたのしみ会「かんたんモータ

ーをつくろう」 
７月 30日 

関西電気保安協

会職員 
12 

夏のおたのしみ会「むくむくおば

け」 
８月４日 職員 19 

今日は一日おはなし三昧 10月 27日 職員 52 

レッツメイク＆プレイボードゲーム 10月 28日 渡辺 彰 ４ 

ハロウィーンおはなし会 10月 31日 職員 12 

めりちゃんのバルーン教室 11月３日 めりちゃん 41 

みんな集まれ！！Let’s enjoy 

Christmas☆ 
12月 15日 千田 やすし 29 

本の福袋 １月４日～12日 職員 85 

節分おはなし会 ２月２日 職員 14 

春のおたのしみ会 ３月 21日 職員 29 

分 

室 

枚
方
公
園 

ひらかた絵本まつり（しおりのプ

レゼントほか）
４月 23日～５月 13日 職員 134 

おはなし会 ほか 毎週水曜日 職員 230 

えほんの会（乳幼児対象） 第２木曜日 職員 118 

村

野

おはなし会・工作ほか 毎週水・土曜日ほか 職員 472 

秋の図書館まつり（おはなし会） 10月 27日～11月９日 職員 17 

秋の図書館まつり（リサイクル市） 10月 27日～11月９日 職員 35 

秋の図書館まつり（おすすめ本・

しおりのプレゼント） 
10月 27日～11月９日 職員 27 

藤

阪

おはなし会・工作ほか 毎週土曜日ほか 職員 262 

おはなし会（乳幼児対象） 第１金曜日 職員 12 

秋の図書館まつり行事 10月 27日～11月９日 職員 97 

香
里
園

おはなし会・工作ほか 毎週水曜日ほか 職員 489 

ひらかた絵本まつり（ぼくのわた

しのおすすめのほん） 
４月 25日～５月 12日 職員 28 

秋の図書館まつり（おはなし会） 10月 31日 職員 ３ 

秋の図書館まつり（読書クイズ） 10月 27日～11月９日 職員 45 

おはなし会（乳幼児対象） 第１金曜日 職員 46 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

宮
之
阪

秋の図書館まつり 
10月 27日・31日、 

11月７日 
職員 ２ 

おはなし会・工作ほか 毎週水・土曜日ほか 職員 271 

東
香
里

おはなし会・工作ほか 毎週土曜日ほか 職員 387 

ひらかた絵本まつり 

工作「こいのぼりをつくろう」 
４月 28日 職員 15 

秋の図書館まつり 

読み聞かせプラスおりがみ 
10月 31日 職員 ５ 

氷

室

おはなし会・工作ほか 毎週土曜日ほか 職員 409 

おはなし会（乳幼児対象） 毎週木曜日 職員 106 

秋の図書館まつり 10月 27日 職員 ３ 

七夕行事 ６月 27日～７月７日 職員 30 

おりがみ教室 ８月６日・20日・27日 職員 28 

茄
子
作

おはなし会（乳幼児対象） 第２・４木曜日 職員 12 

おはなし会・工作ほか 毎週水曜日ほか 職員 163 

ひらかた絵本まつり（スペシャル

スタンプ）
４月 23日～５月 13日 職員 47 

秋の図書館まつり（スペシャルス

タンプ）
10月 27日～11月 10日 職員 65 

釈
尊
寺

おはなし会・工作ほか 毎週水・土曜日ほか 職員 980 

おはなし会(乳幼児対象) 第２金曜日 職員 10 

その他行事 ６月 27日～７月７日ほか 職員 43 

合 計 16,822 

［注］合計の数値は記載できなかったその他の行事の数値を含む。 

ワークショップ

「かさ袋ロケットを作ろう」 

第６回こころをつたえよう！ 

ひらかた朗読大会 
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（２）ボランティアによるおはなし会 （単位：人） 

図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

中 央 

ひらりんかたりんおはなし会 

第１木曜日・第２火曜

日・第３水曜日・第４

月・土曜日 

ひらりんかたりん 527 

ほっぺちゃんおはなし会 第４木曜日 ほっぺちゃん 99 

 おはなしソラシド 偶数月第３日曜日 
ホリデーおはな

し会 
129 

楠 葉 

おはなし会 第４土曜日 
くずはおはなし

を語る会 
131 

春のおはなし会 ３月 21日 
おはなし会あい

うえお 
31 

御殿山 

おはなし会 
毎月第１水曜日 

（計８回） 

紙芝居サークル 

よっちゃん 
30 

なつやすみおはなし会 ８月８日 
紙芝居サークル 

よっちゃん 
13 

なつやすみおはなし会 ７月 21日 月曜会 20 

ふゆのおはなし会 12月 15日 
月曜会 

図書館職員１名 
17 

はるのおはなし会 ３月 16日 
月曜会 

図書館職員２名 
17 

津 田 

なつのおはなし会 ７月 14日 月曜会 14 

ふゆのおはなし会 12月８日 月曜会 18 

はるのおはなし会 ３月９日 月曜会 10 

牧 野 えほんのおはなし会 第４水・土曜日 
牧 野 お は な し

「かくれんぼ」 
101 

蹉 跎 おはなしなーじょおはなし会 第４日曜日 おはなしなーじょ 87 

分

室 

枚方公園 
おはなしふうせんのおはなし

会 
第２土曜日 おはなしふうせん 82 

藤 阪 ぽけっとの会のおはなし会 第３土曜日 

ストーリーテリ

ングぽけっとの

会 

41 

香里園 
おはなしメリーさんのおはな

し会 
第１土曜日 

おはなしメリー

さん 
60 

宮之阪 ビスケットの会のおはなし会 第３土曜日 ビスケットの会 12 

合 計 1,439 
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（３）成人対象の行事（図書館主催） （単位：人） 

図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

中 央 

大人の学校「枚方の遺跡」 ４月 18日 
文化財課職員 

竹原 伸仁 
55 

大人の学校「脳を活性化して充実

ライフ」
６月 13日 

保健センター

職員 
38 

手話ブックトーク 
６月 17日、11月 17

日、３月 17日 
職員 86 

平和ライブラリーコンサート ８月４日 

ピアニスト 

池田 純子・ 

ソプラノ歌手

安部 り麻 

108 

大人の学校「鶴島昭雄さんに聞く

戦争体験」 
８月 21日 鶴島 昭雄 28 

大人の学校「ろう者の歴史＆手話

講座」 
９月 18日 

図書館職員 

山元 亮 
47 

中央図書館バックヤードツアー 
10月 28日 

①午前②午後
職員 ①20②23

大人の学校「①民具としての箱を

考える ②現地見学会」 

①10月 30日

②11月２日

文化財課職員 

武知 邦博 
①18②３

「天使のいる図書館」上映会 11月３日①午前②午後 ― ①20②35

大人の学校「国内友好都市の紹

介」 
11月７日 

産業文化政策

課職員 

川嶋 徹也 

13 

大人の学校「百舌鳥・古市古墳群

の世界文化遺産登録」 
12月 18日 

百舌鳥・古市古

墳群世界文化

遺産登録推進

本部会議事務

局職員  

福田 英人 

38 

クリスマスライブラリーコンサ

ート 
12月 23日 

ヘルマンハー

プの森 代表 

森 ひろみ 

185 

バ リ ア フ リ ー 映 画 上 映 会 

上映作品「もういちど」 
１月 19日 職員 57 

大人の学校「ネットの情報セキュ

リティ」
１月 29日 

総合技術士連

合 

梶巻 正男 

29 

－ 118 －



図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

大人の学校「楽 10 体操でリフレ

ッシュ」 
２月 20日 

枚方体育協会 

倉田 智栄子 
40 

公開講座「学習障害って何だろ

う？読み書き障害の特徴と支援

方法の実際」 

２月 17日 

金沢星稜大学

人間科学部教

授 

河野 俊寛 

54 

大人の学校「ネコの正しい飼い

方」 
３月５日 

（株）イン・ク

ローバー主任

ケアスタッフ

関 拓真 

31 

平和ライブラリーコンサート春 ３月 10日 

サクソフォン

奏者 

山添 悟 

ピアニスト 

大迫 朋子 

111 

楠 葉 

よるとしょ：講演会 

（「豊かな人生を送るため

に」） 

10月 27日 

大阪府金融

広報委員会 

森島 憲治 

16 

講演・実演・交流会 

（「錯覚 3Dアートの世界」） 
３月３日 

3Dアート画

家・絵本作家

永井 秀幸 

30 

菅 原 

ボッチャ体験会 10月 20日 職員 40 

本の福袋 10月 27日～11月 10日 職員 170 

大人のぬり絵 ３月３日 

（株）サクラク

レパス

柴 正幸

22 

ものがたり Cooking ３月 17日 山田 和子 20 

津 田 

大人の福袋 10月 27日～11月 11日 職員 105 

私のおすすめ本 11月 27日～12月 15日 職員 89 

「元昭和天皇の料理番 谷部金

次郎氏による講演会」関連図書紹

介・展示・関連図書リスト配布 

２月 10日 職員 100 

大人の塗り絵 ２月 24日 

（株）サクラク

レパス

柴 正幸

20 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

「マーブリングであなただけの

bookカバーを作ろう！」 
３月 17日 墨運堂講師 16 

つだフェスタ 2019 

リサイクルブック市
３月 24日 職員 68 

御殿山 

御殿山フェスタ ブックコート

体験 
６月９日・10日 職員 14 

御殿山フェスタ リサイクル雑

誌市 
６月９日・10日 職員 74 

本の福袋（96冊） 10月 27日～11月９日 職員 … 

第１回 御殿山ビブリオバトル 11月４日 バトラー５人 36 

大人の塗り絵 ２月 24日 

（株）サクラク

レパス

柴 正幸

21 

マナビスト講座「御殿山の歴史と

日本の歌」（美術センター主催事

業） 

３月 10日 

御殿山神社宮

司 

片岡 伸介 

（図書館は司

会とブックリ

スト作成を担

当） 

64 

牧 野 

第５回地域歴史講座 ６月 10日 堀家 啓男 45 

第６回地域歴史講座 ９月 15日 

鍵屋資料館学

芸員 

片山 正彦 

47 

第２回牧野地域歴史セミナー ８月 29日 
片埜神社宮司

岡田 広幸 
120 

招堤を歩く 10月７日 
堀家 啓男 

上谷 勝巳 
12 

くずし字講座 
10月９日・16日・23

日・30日 

鍵屋資料館学

芸員 

片山 正彦 

65 

大人のための朗読会 ４月 11日、７月 18日 牧内 多美子 43 

朗読を楽しむ 

11月７日、12月５日、

１月９日、２月６日、

３月６日 

牧内 多美子 70 
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図書館 行    事    内    容 実施日・期間 講師・出演者等 参加延人数 

大人のためのえほんのおはなし

会 
１月 30日 

牧野おはなし

「かくれんぼ」

職員 

26 

大人の塗り絵教室 11月３日 登内 敬子 19 

鉄道おもしろ講座 ２月 23日 谷口 保孝 31 

バリアフリー映画会『愛を積むひ

と』 
３月 21日 ― 111 

蹉 跎 

第４回地域歴史講座 ４月 27日 上野 幸夫 16 

本・雑誌のリサイクル市 ５月 27日、11月４日 職員 84 

くずし字講座 
９月７日・14日・21

日・28日 

鍵屋資料館学

芸員 

片山 正彦 

68 

さだまちあるき倶楽部第１回防

災まちあるき 
10月 15日 

枚方寝屋川消

防組合職員 
11 

大人の読書手帳 10月 27日～11月 12日 職員 50 

本と親しむワークショップ 11月２日 福田 容子 ７ 

第５回地域歴史講座 12月 19日 上野 幸夫 25 

本の福袋 １月４日～12日 職員 25 

鉄道おもしろ講座 ２月２日 谷口 保孝 38 

分

室

枚方公園 成人読書会 第３金曜日 職員 64 

村 野 成人読書会 第３水曜日 職員 35 

藤 阪 

成人読書会アリスの会 第２水曜日 職員 24 

成人読書会ティッチの会 第３水曜日 職員 41 

手話の会 第２・４月曜日 職員 84 

香里園 
成人読書会 第３月曜日 職員 53 

手話の会 第２・４金曜日 職員 102 

氷 室 成人読書会 月１回 職員 41 

茄子作 成人読書会 月１回 職員 43 

合 計 3,344 

 ［注］合計の数値は記載できなかったその他の行事の数値を含む。 

大人の学校 
クリスマスライブラリー

コンサート
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３３．教育施設（使用料等） 

（令和元年（2019年）５月１日現在） 

（１）教育文化センター（磯島北町 37－１）

開館時間 
月曜日～金曜日 ９時 00分～21時 00分 

土曜日     ９時 00分～17時 00分 

休 館 日     日曜、祝日及び年末年始（12月 29日から１月３日） 

使 用 料 別途記載 

問い合わせ 電話 050-7102-3150 ・ FAX  848-2960 

施設の概要 

教育文化センターは教職員研修の拠点施設として、また就学前から義務教

育終了までの子どもたちへの教育及び支援の充実に資するとともに市民の

教育活動及び文化活動の支援の場として活用する施設です。 

１階には子育て支援広場(すこやか広場・きょうぶん※)、３階には、「教

科書センター※」を設置しています。 

※すこやか広場・きょうぶん 電話 050-7102-3171  ・ FAX 848-3001

  開設曜日・時間  毎週月曜日～金曜日 午前９時 30分～午後５時 

※教科書センター

開設曜日・時間  毎週月曜日～金曜日 午前９時 30分～午後５時 

教職員研修の拠点（小中一貫・学力向上担当者研修） 

※平成 30年度の研修風景です。 
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【使用料】 

（単位：円） 

備  考 

１．準備･後片付けは、利用時間内に含まれます。  

２．休館日は、日曜、祝日及び年末年始（12月 29日から１月３日）です。 

３．「市外の団体」「市外の個人」は、上記使用料の２倍となります。 

４．他に使用料の減免の制度があります。 

定員

（人） 

午前 

(９時 30 分～12 時 30 分) 

午後 

(13時 00分～17時 00分) 

夜間 

(17時 30分～21時 00分) 

２

階 

研修室３ 42 700 900 800 

研修室４ 42 700 900 800 

３

階 

研修室１ 66 1,300 1,700 1,500 

研修室２ 60 1,200 1,600 1,400 

大会議室 120 2,100 2,800 2,500 

音楽室 30 400 600 500 

定員

（人） 

午前 

（９時30分～ 

12時30分） 

午後Ａ 

（12時50分～ 

14時50分） 

午後Ｂ 

（15時00分～ 

17時00分） 

夜間 

（17時30分～ 

21時00分） 

３

階 
多目的室 160 2,200 1,500 1,500 2,600 

■
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
枚
方
に
お
け
る
子
ど
も
達
の
『
確

か
な
学
び
』
の
育
成
に
向
け
て
」
を

テ
ー
マ
に
掲
げ
て
実
施
し
ま
し
た
。

市制施行 70周年記念事業 

※平成 29年度 パネルディスカッション
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（２）旧田中家鋳物民俗資料館（藤阪天神町５－１）

開館時間 ９時 30分～17時 00分（入館は 16時 30分まで） 

休 館 日     月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始 

入 館 料     無 料 ※体験工房の使用は有料 

問い合わせ 電話 050-7105-8097、FAX 072-858-4665 

施設の概要 

 枚方上之町の田中家は古くから鋳物業を営み、江戸時代には真継家から

独占的営業を許され、河内国惣官鋳物師として河内の鋳物師を統率し、梵

鐘、鍋、釜などを鋳造していました。 

本市は、田中氏から鋳物工場と主屋の寄贈を受け、藤阪天神町に移築復

原し、昭和 59 年 10 月資料館として開館しました。鋳物工場では鋳物の歴

史、主屋では民俗文化財を展示しています。 

●田中家住宅鋳物工場（大阪府指定文化財（有形文化財））

江戸時代の鋳物工場として、全国に例を見ない珍しい建築遺構です。 

●田中家住宅主屋（大阪府指定文化財（有形文化財））

建築年代は、元文４年（1739）頃と考えられています。鋳物師は火を

扱うことから、防火のために瓦葺である点が周辺の民家と異なる特徴

です。

田中家住宅主屋 田中家住宅鋳物工場 
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■体験工房 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸出 貸出区分 料金 

工 房 
９時 30分～12時 30分 700円 

13時 00分～17時 00分 1,000円 

付属設備 

鋳造窯 1,000円 

焼成窯 3,500円 

電気窯 素焼き 700円、本焼き 1,200円 

 ※付属設備の貸し出しは、窯入れから窯出しまでを１回とし、料金は１回あたりの金額 

 

 

■体験工房 10周年作品展「ものづくりへの想い」 

平成 30年度に体験工房開設 10周年を迎えたことを記念し、主催講座やサークル活動で制作した鋳造、

彫金、七宝、ステンドグラス、バーナーワーク等の作品を発表する作品展を開催しました。 

 

日時：平成 31年３月 15日～３月 20日 

場所：くずはアートギャラリー（楠葉花園町 15-１-Z302） 

出品作品数：119点 

入場者数：581人 

 

 

 

体験工房 

たたらを踏む様子を再現展示 伝統的な生活用具などを展示 

平成 20年に、「鋳物づくり」等ができる工房をオープ

ンしました。体験工房では「鋳物づくり」、「彫金」や

「七宝焼」などが体験できる主催講座を開催するほか、

美術・工芸などの創作活動を行うサークル等に有償（一

部減免あり）で工房及び付属設備の貸し出しを行ってい

ます。 
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（３）枚方宿鍵屋資料館（堤町 10－27） 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間 ９時 30分～17時 00分（受付は 16時 30分まで） 

休 館 日     火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始 

入 館 料     大人 200円、小中学生 100円 

問い合わせ 電話 ・ FAX 843-5128 

施設の概要 

枚方は、江戸時代、京都・大坂を結ぶ京街道の宿場町として、また、三

十石船などが往来する淀川舟運の中継地として賑わいました。船宿「鍵屋」

は、「淀川三十石船唄」にも唄われ、当時の面影をしのばせる町家の代表で

す。 

本市は、貴重な建造物である鍵屋主屋を江戸時代の姿に復原し遺構展示

するとともに、別棟においては枚方宿や淀川の舟運をわかりやすく解説す

る展示を行い、市民の歴史教育の場やまちづくりの拠点として活用するこ

とを目的として整備し、平成 13年７月に開館しました。 

  

●鍵屋主屋（枚方市指定文化財（有形文化財）） 

19 世紀初頭の町家建築です。船宿当時の形式を今日によく残し、旧

枚方宿の面影を留める貴重な建築遺構です。 

●鍵屋（枚方市指定文化財（史跡）） 

枚方宿と淀川との密接な関わりを示す地として、平成 10 年に鍵屋全

体を市史跡に指定しています。 
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■主屋 東棟

無料スペースとして開放しています。

写真左から、トオリニワ（表口と裏口をつなぐ

通路代わりの土間）、ヒロシキ（休憩もしくは船

の待合場所として利用）、客間（夜は宿泊場所と

して利用）。 

■別棟１階 展示室「枚方宿と街道」

この展示室では、宿場の機構・運営や枚方宿の

まちなみ等を紹介しています。企画展も開催して

います。 

■別棟１階 くらわんか舟の模型

「餠くらわんか、酒くらわんか」。船客相手に

乱暴な言葉で飲食物を商う煮売茶舟は俗に「くら

わんか舟」とよばれました。 

■別棟２階 大広間

「折上げ格天井」を備えた 63 畳の大広間。淀

川に臨み、六甲山から比叡山まで望むことができ

ます。歴史講座や伝統文化イベント等を開催して

います。 

－ 127 －



（４）野外活動センター（大字穂谷 4550）             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休所日 

火曜日 

６月の第１水曜日、12月から翌年２月の月曜日から金曜日（休日を除く。）

及び年末年始 

（休日、夏休み期間の火曜日は開所します。火曜日が休日の場合はその日

後において最も近い休日でない日） 

使用料 別途記載 

問い合わせ 電話 858-0300 ・ FAX   858-0048 

施設の概要 

昭和 45 年、小･中学校の校外生活指導及び勤労青少年の余暇の教育的利

用を目的とした教育キャンプ場として開設し、平成４年にリニューアル。

市民の健康体力づくりを図るとともに豊かな市民生活をおくる場として多

くの市民に利用されてきました。 

主な施設として、15 人収容のフレッシュエアーテント 20 張、10 人収容

のロッジ５棟、メインホール(350 人収容オリエンテーションホール、200

インチスクリーンとビデオプロジェクター)、ステラホール（60ｃｍ反射望

遠鏡を設置した天体観測棟）、第１・２キャンプファイヤー場、スタッフ

棟２棟、野外炊飯場２か所、グリーンスポーツ場等があります。 

 メインホールをはじめとする各施設はバリアフリーに配慮しており、例

えばステラホールでは車椅子で観測ドームに入り、天体観望ができます。

また、野外活動センターでは生ごみ処理機を導入し、ごみの軽減と堆肥と

してのリサイクルを促進するなど、センターの循環環境システムを実践し

環境教育の場となっています。 

平成 18 年度から平成 20 年度までは指定管理者制度を導入し、枚方体育

協会が指定管理者として管理運営を行っていましたが、施設の老朽化への

対応や冬季利用の見直しを行い効率的な管理運営を図るため、平成 21年度

から市の直営による管理運営を行っています。 

 

 

穂
谷

三之宮神社

杉尊延寺線 至精華町

野外活動センター
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【 使用料 】 （単位：円） 

単 位 金 額 

小・中学生 

60歳以上 

障害者 

日 帰 り １人１日 100 

宿 泊 １人１泊 250 

大人 
日 帰 り １人１日 200 

宿 泊 １人１泊 500 

備  考 

１．市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

２．小学生未満は無料です。 

【 附属施設使用料 】 （単位：円） 

単  位 金  額 

ロッジ １泊１室 2,500 

（単位：円） 

午 前 午 後 夜 間 
午 前 

午 後 

午 後 

夜 間 
全 日 

超 過 

１時間 

第１研修室 1,000 1,500 1,500 2,500 3,000 3,500 500 

第２研修室 1,000 1,500 1,500 2,500 3,000 3,500 500 

備  考 

１．｢午前｣とは 10 時 00 分～12 時 00 分、「午後」とは 13 時 00 分～16 時 00 分、｢夜間｣とは

17時 00分～21時 00分までとします。 

２．ロッジ及び研修室を使用する場合は､センター使用料とともに附属施設使用料を納付するこ

ととします。 

３．超過時間を計算する場合において、１時間未満の端数があるときは、20分未満は切り捨て、

20分以上は１時間とします。 

天体観測 
野外炊飯 
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（５）総合スポーツセンター（中宮大池４丁目 10－１）

休館日 

月曜日（休日の場合は開館します。）、年末年始及び６月・12月第１火曜日 

ただし、テニスコートは年末年始のみ 

※臨時休館する場合があります。

使用料 別途記載 

問い合わせ 電話 848-4800 ・ FAX  840-4495 

施設の概要 

市民のスポーツ意欲と余暇時間の増大に応じ、生涯教育の観点からスポー

ツ活動の充実をめざし、昭和 58 年に総合体育館を、平成２年には日本陸連

公認の陸上競技場を建設し、総合スポーツセンターとして整備しました。 

現在は、藤阪テニスコート２面（藤阪南町１丁目 334－４）、藤阪東町中央

公園テニスコート２面（藤阪東町１丁目 5011－８）、春日テニスコート７面

（春日西町２丁目６－２）を加え、市内のスポーツ施設の中心的な役割を担

っています。陸上競技場については、平成 27 年３月に日本陸連第３種公認

検定を受け、５年間の公認継続となっています。 

各種スポーツ教室の実施により、市民の健康増進・体力の維持向上を図る

とともに、正しいスポーツ技術の普及啓発を図っています。 

平成 31 年４月１日より枚方体育協会・アシックスジャパン共同事業体が

指定管理者として施設管理運営を行うとともに、駐車場（第１、第２、春日

テニスコート）の有料化を実施。

ラグビーカーニバル陸上記録会
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【 団体専用利用料 】                                 （単位：円） 

総合体育館 
９時 00分～ 

12時 00分 

13時 00分～ 

17時 00分 

18時 00分～ 

21時 00分 

９時 00分～ 

21時 00分 

メ イ ン 

ア リ ー ナ 

全   面 9,000 12,500 12,500 34,000 

２／３面 6,600 9,200 9,200 25,000 

１／３面 3,300 4,600 4,600 12,500 

第 １ 武 道 場 2,600 4,000 4,000 10,600 

第 ２ 武 道 場 2,600 4,000 4,000 10,600 

第 １ 会 議 室 1,200 1,800 1,800 4,800 

第 ２ 会 議 室 1,300 2,000 2,000 5,300 

備  考 

１．市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

２．使用者が入場料等を徴収して使用する場合、市内の団体は上記金額の２倍、市外の団体は４倍と

なります。 

３．中学生以下・60歳以上・障害者の団体は、上記金額の半額となります。 

４．冷暖房を使用する場合、上記金額に 0.2を乗じた額を加算します。 

５．超過使用の場合、１時間につき（20分未満は切り捨て）上記金額に 0.4を乗じた額を加算します。 

 

【 個人共用利用料 】                         （単位：円） 

総合体育館 単 位 金 額 

サ ブ ア リ ー ナ   １回２時間 

※９時 00分から起算して 

２時間ごとを１回とします。  

 

大 人：200 

中学生以下：100 

60 歳以上：100 

障 害 者：100 

 

卓    球    室 

トレーニング室（要登録証） 

１回２時間 
第 １ 武 道 場 

第 ２ 武 道 場 

ラ ン ニ ン グ ロ ー ド 

備  考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メインアリーナ 
サブアリーナ 
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【 団体専用利用料 】                                （単位：円） 

陸上競技場 
９時00分～ 

12時 00分 

13時00分～ 

17時 00分 

９時00分～ 

17時 00分 

全  面  

アマチュアスポーツに 
使 用 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 12,000 17,000 29,000 
市外 24,000 34,000 58,000 

入場料等
あり 

市内 24,000 34,000 58,000 
市外 48,000 68,000 116,000 

そ の 他 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 60,000 85,000 145,000 
市外 84,000 119,000 203,000 

入場料等
あり 

市内 120,000 170,000 290,000 
市外 144,000 204,000 348,000 

トラック  

アマチュアスポーツに 
使 用 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 4,000 6,000 10,000 
市外 8,000 12,000 20,000 

入場料等
あり 

市内 8,000 12,000 20,000 
市外 16,000 24,000 40,000 

そ の 他 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 20,000 30,000 50,000 
市外 28,000 42,000 70,000 

入場料等
あり 

市内 40,000 60,000 100,000 
市外 48,000 72,000 120,000 

フィールド  

アマチュアスポーツに 
使 用 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 8,000 11,000 19,000 
市外 16,000 22,000 38,000 

入場料等
あり 

市内 16,000 22,000 38,000 
市外 32,000 44,000 76,000 

そ の 他 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 40,000 55,000 95,000 
市外 56,000 77,000 133,000 

入場料等
あり 

市内 80,000 110,000 190,000 
市外 96,000 132,000 228,000 

会 議 室 

アマチュアスポーツに 
使 用 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 1,000 1,500 2,500 
市外 2,000 3,000 5,000 

入場料等
あり 

市内 2,000 3,000 5,000 
市外 4,000 6,000 10,000 

そ の 他 の 場 合 

入場料等
なし 

市内 5,000 7,500 12,500 
市外 7,000 10,500 17,500 

入場料等
あり 

市内 10,000 15,000 25,000 
市外 12,000 18,000 30,000 

備  考 

中学生以下・60歳以上・障害者の団体は、上記金額の半額となります。 

 

【 個人共用利用料 】                            （単位：円） 

陸上競技場 単 位 金 額 

トラック＆フィールド １回２時間 

大 人：100 

中学生以下： 50 

60 歳以上： 50 

障 害 者： 50 

備  考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 
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【 藤阪テニスコート利用料 】      （単位：円）     

 
６時 00 分

～ 
７時 00 分 

７時 00 分
～ 

８時 00 分 

８時 00 分
～ 

10時 00分 

10 時 00 分
～ 

12時 00分 

12時 00分
～ 

14時 00分 

14時 00分
～ 

16時 00分 

16時 00分
～ 

17時 00分 

17時 00分
～ 

18時 00分 

18時 00分
～ 

19 時 00 分 
３月 
～ 

６、10月 
- 600 1,200 1,200 1,200 1,200 600 600 - 

７月 
～ 
８月 

600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 600 600 600 

 
９月 
 

600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 600 600 - 

11月 
～ 
２月 

- 600 1,200 1,200 1,200 1,200 600 - - 

備  考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

 

【藤阪東町中央公園テニスコート利用料】       （単位：円） 

 
９時 00分

～ 
11時 00分 

11時 00分
～ 

13時 00分 

13時 00分
～ 

15時 00分 

15時 00分
～ 

17時 00分 

17時 00分
～ 

18時 00分 

下記を除く期間 1,200 1,200 1,200 1,200 - 

５月～８月の土日祝日 1,200 1,200 1,200 1,200 600 

備 考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

 

【春日テニスコート利用料】                （単位：円） 

 
８時 00分

～ 
10時 00分 

10時 00分
～ 

12時 00分 

12時 00分
～ 

14時 00分 

14時 00分
～ 

16時 00分 

16時 00分
～ 

17時 00分 

17時 00分
～ 

18時 00分 

３～10月 1,200 1,200 1,200 1,200 600 600 

11～２月 1,200 1,200 1,200 1,200 600 - 

備 考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

 

 

 

 

 

 

 

春日テニスコート 

－ 133 －



 【駐車場利用料】 

区分 単位 金額 

総合スポーツセンター 施設利用者 駐車場 １台 利用開始から60分までは無料 

30分100円 

最大料金300円 

※営業時間 ８時～22時 

施設利用者以外 ８時～21時まで 30分100円 

21時～８時まで 60分100円 

最大料金1,500円 

※営業時間 ８時～22時 

春日テニスコート 施設利用者 駐車場 １台 利用開始から60分までは無料 

30分100円 

最大料金300円 

※営業時間 

 ７時～19時（11月～２月は７時～18時） 

施設利用者以外 ８時～22時まで 30分100円 

22時～８時まで 60分100円 

最大料金1,500円 

※営業時間 

 ７時～19時（11月～２月は７時～18時） 

備考 

下記(１)～(４)に掲げる者が運転し、又は同乗する自動車を駐車する場合は全額免除とする 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４項の規定により身体障害者手帳

の交付を受けた者 

(２) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）第 45条第２項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

(３) 大阪府療育手帳に関する規則（平成 12年大阪府規則第 42号）第７条第２項の規定により

療育手帳の交付を受けた者 

(４) 知的障害者福祉法（昭和 35年法律第 37号）の規定に基づく知的障害者更生相談所、児童

福祉法（昭和 22年法律 164号）の規定に基づく児童相談所又は精神保健及び精神障害に関

する法律の規定に基づく精神保健指定医により知的障害があると判定された者 

平成 31年４月１日から令和６年（2024年）３月 31日まで 
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（６）渚市民体育館（渚西３丁目 26－10） 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休館日 

金曜日（休日の場合は開館します。） 

年末年始及び６月・12月第１木曜日 

※臨時休館する場合があります。 

使用料 別途記載 

問い合わせ 電話 898-8181 ・ FAX  898-8585 

施設の概要 

いつでもどこでも気軽にスポーツを楽しむことのできる健全で潤いの 

あるまちづくりという発想のもとに、渚市民体育館が平成 10年３月１日に

開館しました。 

１階は板張りのドームアリーナをはじめ、各種トレーニング機器を備え

たアスレチックルーム、子ども用のキッズホール、シャワー室、更衣室 

などを設置しています。 

２階には各種武道やダンス等に利用できるフィットネスルームや会議

室、３階には枚方市の施設では初めての弓道やアーチェリーに使える射場

を備えたスカイアリーナがあり、市民の毎日の健康づくりや有意義な余暇

利用等、多目的に利用できる施設になっています。 

平成 31年４月１日より渚スポーツコミュニティ共同事業体が指定管理者

として施設管理運営を行うとともに、駐車場の有料化を実施。 

 

渚市民体育館 スカイアリーナ 
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【 団体専用利用料 】 （単位：円） 

９時 00分～ 

12時 00分 

12時 00分～ 

15時 00分 

15時 00分～ 

18時 00分 

18時00分～ 

21時 00分 

ドームアリーナ 
全面 6,200 6,200 6,200 8,400 

半面 3,100 3,100 3,100 4,200 

フィットネスルーム
全面 3,200 3,200 3,200 4,400 

半面 1,600 1,600 1,600 2,200 

スカイアリーナ
弓道等 2,500 2,500 2,500 3,400 

その他 1,000 1,000 1,000 1,300 

会議室 
全室 2,400 2,400 2,400 3,200 

半室 1,200 1,200 1,200 1,600 

備  考 

１．市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。  

２．使用者が入場料等を徴収して使用する場合、市内の団体は上記金額の２倍、市外の団体は４ 

倍となります。 

３．中学生以下・60歳以上・障害者の団体は、上記金額の半額となります。 

４．冷暖房を使用する場合、上記金額に 0.2を乗じた額を加算します。 

【 個人共用利用料 】 （単位：円） 

単 位 金 額 

ドームアリーナ 1回２時間 

※９時 00分から起算して２時間ごとを１回

とすることがあります。

大 人：200 

中学生以下：100 

60 歳以上：100 

障 害 者：100 

フィットネスルーム

アスレチックルーム（要登録証） 

1回２時間 

スカイアリーナ（要登録証）

備  考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

アスレチックルームドームアリーナ 
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【駐車場料金】 

区分 単位 金額 

施設利用者 駐車場 １台 利用開始から60分までは無料 

30分100円 

最大料金400円 

※営業時間 ８時～22時

施設利用者以外 ９時～21時まで 30分100円 

21時～９時まで 60分100円 

最大料金1,500円 

※営業時間 ８時～22時

備考 

下記（１）～（４）に掲げる者が運転し、又は同乗する自動車を駐車する場合は、全額免除とする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４項の規定により身体障害者手

帳の交付を受けた者 

（２） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）第 45条第２項の

規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

（３） 大阪府療育手帳に関する規則（平成 12年大阪府規則第 42号）第７条第２項の規定によ

り療育手帳の交付を受けた者 

（４） 知的障害者福祉法（昭和 35年法律第 37号）の規定に基づく知的障害者更生相談所、児

童福祉法（昭和 22 年法律 164 号）の規定に基づく児童相談所又は精神保健及び精神障害に

関する法律の規定に基づく精神保健指定医により知的障害があると判定された者 

平成 31年４月１日から令和６年（2024年）３月 31日まで 
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（７）伊加賀スポーツセンター（伊加賀西町 53－２）

伊加賀小学校

枚方大橋

１

１

170 

伊加賀緑町

（歩道橋）
 

バス停
北公園前

←

至
高
槻

走谷2丁目

伊加賀
スポーツセンター

休館日 
第４木曜日（休日の場合は開館します。）及び年末年始 

※臨時休館する場合があります。

使用料 別途記載 

問い合わせ 電話 841-8118 ・ FAX   841-8120

施設の概要 

生涯スポーツ活動の機会と場を提供することにより、市民の健康と体力

の向上に資することを目的として平成 23年４月に「伊加賀スポーツセンタ

ー」の供用を開始しました。 

同センターは当初、砂入り人工芝仕様のテニスコート５面と軟式野球、

サッカーなどができる多目的な運動広場(グラウンド)１面で構成されてい

ましたが、平成 24年度に既存の体育館の改修(耐震化、バリアフリー化)と

テニスコートに夜間照明設備を整備し、平成 25年４月から供用を開始して

います。 

平成 31年４月１日よりミズノグループが指定管理者として施設管理運営

を行うとともに、駐車場の有料化を実施。 

トレーニング室テニスコート
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【 専用利用料 】 （単位：円） 

８時 00分
～ 

９時 00分 

９時 00分
～ 

11時 00分 

11時00分
～ 

13時00分 

13時00分
～ 

15時00分 

15時00分
～ 

17時00分 

17時00分
～ 

19時00分 

19時 00
分～ 

21時 00
分 

夜間照明
設備 
（１面 30分） 

テニス
コート

600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 300 

備  考 

１．Ａ～Ｅコート共通、１コートあたりの使用料 

２．市外の方が使用する場合、上記金額の２倍（夜間照明使用料は除く。）となります。 

【 団体専用利用料 】 （単位：円） 

８時 00分～ 
９時 00分 

９時 00分～ 
11時 00分 

11時 00分～ 
13時 00分 

13時 00分～ 
15時 00分 

15時 00分～ 
17時 00分 

運動広場 750 1,500 1,500 1,500 1,500 

備  考 

市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

【 団体専用利用料 】 （単位：円） 

９時 00分～ 
12時 00分 

12時 00分～ 
15時 00分 

15時 00分～ 
18時 00分 

18時 00分～ 
21時 00分 

日曜夜間 
18時 00～ 
21時 00 

大体育室 
全面 

6,000 6,000 6,000 8,200 3,000 

大体育室 
半面 

3,000 3,000 3,000 4,100 1,500 

体育室１ 1,600 1,600 1,600 2,200 800 

体育室２ 1,500 1,500 1,500 2,000 750 

多目的室 700 700 700 900  350 

備  考 

１．市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。  

２．使用者が入場料等を徴収して使用する場合、市内の団体は上記金額の２倍、市外の団体は４倍と

なります。 

３．中学生以下・60歳以上・障害者の団体は、上記金額の半額となります。 

４．冷暖房を使用する場合、上記金額に 0.2を乗じた額を加算します。 

５.日曜日夜間料金はその翌日が祝日など休日の場合は適用しない。
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【 個人共用利用料 】 （単位：円） 

単 位 金 額 

大体育室 
１回２時間 

※９時 00分から起算して２時間ごとを
１回とすることがあります。 

大 人：200 

中学生以下：100 

60 歳以上：100 

障 害 者：100 

体育室１ 

多目的室 

体育室２ 
１回２時間 

トレーニング室（要登録証）

備  考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

【駐車場利用料】 

区分 単位 金額 

施設利用者 平日 １台 利用開始から 60分までは無料 

８時 00分～22時 00分 30分 100円 

22時 00分～８時 00分 60分 100円 

当日最大料金 300円 

土日祝 利用開始から 60分までは無料 

８時 00分～22時 00分 30分 100円 

22時 00分～８時 00分 60分 100円 

土日祝当日最大料金 500円 

施設利用者以外 全日 ８時 00分～22時 00分 30分 100円 

22時 00分～８時 00分 60分 100円 

当日最大料金 1,000円 

備考 

下記(１)～(４)に掲げる者が運転し、又は同乗する自動車を駐車する場合は全額免除とする。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第４項の規定により身体障害者手帳

の交付を受けた者

(２) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123号）第 45条第２項の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(３) 大阪府療育手帳に関する規則（平成 12年大阪府規則第 42号）第７条第２項の規定により

療育手帳の交付を受けた者

(４) 知的障害者福祉法（昭和 35年法律第 37号）の規定に基づく知的障害者更生相談所、児童

福祉法（昭和 22年法律 164号）の規定に基づく児童相談所又は精神保健及び精神障害に関す

る法律の規定に基づく精神保健指定医により知的障害があると判定された者

平成 31年４月１日から令和６年（2024年）３月 31日まで 
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（８）サプリ村野スポーツセンター（村野西町５－１）

休館日 
第４火曜日（休日の場合は開館します。）及び年末年始 

※臨時休館する場合があります。

使用料 別途記載 

問い合わせ 電話 805-0105 ・ FAX   805-0110

施設の概要 

生涯スポーツ活動の機会と場を提供することにより、市民の健康と体力

の向上に資することを目的として平成 25年４月に体育館・多目的体育室・

運動広場を有する「サプリ村野スポーツセンター」の供用を開始しました。 

地 図 

体育館 多目的体育室 
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【 団体専用使用料 】                             （単位：円） 

 
９時 00分～ 

12時 00分 

12時 00分～ 

15時 00分 

15時 00分～ 

18時 00分 

18時 00分～ 

21時 00分 

体育館 2,300 2,300 2,300 3,100 

 

 
９時 00分～ 

11時 45分 

12時 00分～ 

14時 45分 

15時 00分～ 

17時 45分 

18時 00分～ 

21時 00分 

多目的体育室１～４ 700 700 700 800 

備  考 

１．市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。  

２．使用者が入場料等を徴収して使用する場合、市内の団体は上記金額の２倍、市外の団体は４倍と

なります。 

３．中学生以下・60歳以上・障害者の団体は、上記金額の半額となります。 

 

【 個人共用使用料 】                   （単位：円）  

 単 位 金 額 

体育館 
１回２時間 

※９時 00分から起算して２時

間ごとを１回とすることが

あります。 

大 人：200 

中学生以下：100 

60 歳以上：100 
障 害 者：100 

多目的体育室１～４ 

備  考 

市外の方が使用する場合、上記金額の２倍となります。 

 

【 団体専用使用料 】                                          （単位：円） 

 
９時 00分～ 

11時 00分 

11時 00分～ 

13時 00分 

13時 00分～ 

15時 00分 

15時 00分～ 

17時 00分 

17時 00分～ 

19時 00分 

（５月～８月のみ） 

運動広場 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

備  考 

市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。 
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（９）東部公園野球場（大字尊延寺 2987－１） 呼称：ひらかた東部スタジアム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休所日 
年末年始 

※臨時休所する場合があります。 

使用料 別途記載 

問い合わせ 電話 050-7105-8061 ・ FAX   072-851-9335 

施設の概要 

初の硬式野球もできる本格的野球場として、平成 27年４月に「ひらかた

東部スタジアム」の供用を開始しました。 

野球場の両翼（ホームベースからライト・レフトのポールまでの距離）

は 92ｍ、中堅（ホームベースからセンター方向に向かってフェンスまでの

距離）は 115ｍあり、マウンドは常設（一般成人用）、両チーム用ベンチ、

バックネット、電光スコアボード（有料）も備えたスタジアムです。内野

部分にはプロが使用する球場でも使われている黒土を使用することによ

り、グラウンドに適度なやわらかさを確保し、硬式野球の打球処理にも対

応が出来るとともに、大変水ハケの良いグラウンドとなっています。 

平成 30年４月１日からナイターでの使用が可能になりました。 

 

東部公園野球場 
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【 団体専用使用料 】                                 （単位：円） 

使 用 時 間 帯 
８時 00分～ 

10時 00分 

10時 00分～ 

12時 00分 

12時 00分～ 

14時 00分 

14時 00分～ 

16時 00分 

16時 00分～ 

18時 00分 

料 金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 

使 用 時 間 帯 
18時 00分～ 

20時 00分 

20時 00分～ 

21時 00分 

料 金 3,000 1,500 

備  考 

市外の団体が使用する場合、上記金額の２倍となります。  

 

【 使用可能種目 】 

硬式野球 軟式野球 

ソフトボール グラウンド・ゴルフ（外野のみ） 

 

【 附属設備（有料） 】 

備 品 名 料 金 

電光スコアボード １回 1,000円 

夜間照明設備 １回 6,000円 

 

【 貸出備品（無料） 】 

ライン引き グラウンド整備用品 

運搬台車 散水ホース 

硬式野球用塁ベース 軟式野球用塁ベース 

少年軟式野球用塁ベース ソフトボール用塁ベース 

ヘルメットスタンド バットスタンド 

バッティングゲージ 可動式防球フェンス 

可動式簡易外野用フェンス ピッチャーネット 

手書きスコアボード グラウンド・ゴルフホールポスト 
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（10）その他の体育施設 

施設名称 施 設 の 概 要 

王仁公園運動広場 

所 在 地 王仁公園１－１（ＪＲ藤阪駅下車北東へ 600ｍ） 

使 用 料 1,500円／２時間 

面 積 7,224㎡ 

競技可能種目 軟式野球、ソフトボール、サッカー、ラグビー等 

中の池公園運動広場 

所 在 地 東山２－47（京阪バス中の池公園バス停下車すぐ） 

使 用 料 1,500円／２時間 

面 積 8,000㎡ 

競技可能種目 軟式野球、ソフトボール、サッカー、ラグビー等 

香里ケ丘中央公園 

運動広場 

所 在 地 香里ケ丘４－１（京阪バス新香里バス停下車徒歩３分） 

使 用 料 1,500円／２時間 

面 積 6,338㎡ 

競技可能種目 軟式野球、ソフトボール、サッカー、ラグビー等 

王仁公園テニスコート 

所 在 地 王仁公園１－１（ＪＲ藤阪駅下車北東へ 600ｍ） 

使 用 料 600円／時間 

設 備 砂入り人工芝４面 

競技可能種目 硬式テニス、ソフトテニス 

王仁公園バレーボール 

コート 

所 在 地 王仁公園１－１（ＪＲ藤阪駅下車北東へ 600ｍ） 

使 用 料 300円／時間 

設 備 クレーコート２面 

競技可能種目 バレーボール、硬式テニス、ソフトテニス 

王仁公園プール 

所 在 地 王仁公園１－１（ＪＲ藤阪駅下車北東へ 600ｍ） 

使 用 料 
大人（高校生以上）900円／日  

小人（小・中学生）450円／日 

設 備 
50ｍプール（９コース）、造波プール（560㎡） 

流水プール（760㎡）、幼児プール（165㎡） 

  ＊問い合わせ先は、枚方市土木部みち・みどり室（電話 072-841-1482） 
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第３章 教育委員会のあゆみ 



 
 
 
 
 
 

「ひらかたゆ 笛吹き上る近江のや 毛野の稚子い笛吹き上る」 

『日本書紀』の古代歌謡に初めて「ひらかた」という名が見えます。また、同じく『日本書紀』には、 

楠葉の地名の由来や、継体天皇の樟葉宮として、「くずは」の名が見えます。 

 

 
 

（１）古代 

枚方市は、大阪府の北東部に位置し、生駒山地北端につながる交

野台地と淀川左岸の沖積地からなり、 温和な気候と相まって、古

くから人が多く住んできた地域です。淀川に面して京阪奈三都の

中間に位置することから交通の要衝として発展してきました。 

本市では、旧石器時代や縄文時代の遺物も採集されますが、大

規模な集落が営まれるようになったのは弥生時代中期以降です。

弥生時代後期から古墳時代前期にかけては、市内の台地部に大規

模な集落が散在し、多くの人々が暮らしていました。 

奈良時代後半には、古代朝鮮三国の一つ、百済の王族の末裔で

ある百済王氏が一族の氏寺として中宮に百済寺を建立するなど、

枚方は古くから仏教文化の花が開いた土地です。 

都を長岡・平安京に遷した桓武天皇は、交野ヶ原へたびたび

行幸して鷹狩を楽しみ、以後、交野は貴族の遊猟地として名を

はせました。文徳天皇の第一皇子惟喬親王は、交野ヶ原に「渚

院」という別荘を営みました。 

「世の中に たえて桜のなかりせば 春の心はのどけからま

し」 

『古今和歌集』に見えるこの有名な歌は、在原業平が惟喬親

王と交野ヶ原に遊び、渚院の桜を詠んだものです。清少納言は

『枕草子』に、「野は交野」と交野ヶ原をあげています。 

 

 

（２）中世 

鎌倉時代には、摂関家の楠葉牧が発展し、楠葉関と相まって、楠葉は小都市を形成していました。ま

た、 伊加賀郷には、承久の乱の勲功により、鎌倉幕府御家人の土屋氏が地頭として補任されました。 

室町時代、蓮如が草創した出口御坊（光善寺）や実従が入寺した枚方御坊（順興寺、現在の願生坊）

は、摂津・河内・和泉での浄土真宗の布教活動の拠点となり、当地でも多くの人々の信仰を集めました。 

枚方御坊を中心に形成された寺内町は、枚方がまちに成長する基となりました。 
 
 

１．枚方の教育のあゆみ 

渚院歌碑（平野南城氏筆） 

廃渚院観音寺鐘楼 
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（３）近世 

江戸時代に入ると、京街道にも宿駅が設けられ、三矢・岡・岡

新町・泥町の４か村が枚方宿に指定されました。枚方は、淀川を

上下する過書船等の中継港としても賑わい、街道沿いに宿場町が

形成されました。 

枚方宿には本陣のほか、天明期の記録では旅籠 32 軒、商人・職

人 47 軒、茶店７軒などが確認され、鍵屋浦は船着場として賑わい

ました。三十石船の乗客に「餅くらわんか、酒くらわんか」と乱

暴な言葉を浴びせて酒肴を売りつける煮売舟は「くらわんか舟」と

呼ばれ、枚方の名物となりました。 

近世における教育は、寺子屋での「読み、書き、そろばん」の実用学が中心で、現市域の 37 村の中

で、幕末期には 41 か所の寺子屋の存在が確認されています。寺子屋の師匠の多くは僧侶ですが、僧侶・

医師を除いて農民の師匠が 17人もいたことは当地での教育の普及を示すものといえます。 

 

（４）近代（明治時代～昭和戦前） 

明治５年、政府は近代国家建設の礎として、全国各地に学校をつくりました。当地においても、寺

院等を借りて数か村共同の郷学校をつくり、漢学者や僧侶が先生になって教えていました。その後、

町村制の施行に伴って、各町村に１校の小学校と数か村組合立の高等小学校が整えられました。 

明治時代以降、枚方は徐々に兵器のまちとしての色合いを強めてきました。明治 29 年、陸軍禁野

火薬庫が設置され、昭和 13 年に陸軍枚方兵器製造所、翌 14 年に同香里火薬製造所が開設され、一大

兵器生産地となりました。このような中、昭和 14 年３月１日、禁野火薬庫が大爆発し、周辺に大きな

被害を及ぼしました。 

日中戦争から太平洋戦争への拡大は国民生活を圧迫し、学習より食糧増産のため小学生さえも動員

させられて、空地はもちろん淀川河川敷や校庭の開墾にあたりました。昭和 16 年、小学校は国民学校

と改称し軍国主義教育が一層強化され、昭和 19 年には大阪市内の児童が津田・菅原など東部地区の寺

院へ学童疎開してきました。 

 

 

（５）現代（昭和戦後～現在） 

枚方市は昭和 22 年８月１日に市制を施行し、廃止された軍

事施設の跡地や建物の一部は６・３制教育の実施に伴う新制中

学校の教育施設等として再出発をしました。その後、香里製造

所跡は住民運動によって当時東洋一の規模を誇る住宅団地に姿

をかえるなど、戦前の兵器のまちの面影は無くなり、平和のま

ちとして、住宅を中心とする多機能生活都市へと発展しました。 

枚方の小中学校は、明治初期の小学校７校、昭和22年の中学

校１校の設立から始まりましたが、昭和40年代から昭和50年

代前半には、児童・生徒数が急増したため学校の新設・分離

が追いつかず、プレハブ教室が校庭の大半を占める状況も見られました。 

「京都名所之内 淀川」広重画 

昭和 22年に開校した枚方町立中学校 
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その後、児童・生徒数は、昭和 58年の約６万５千人をピークに減少に転じ、平成 26年度末には、殿

山第二幼稚園、桜丘幼稚園、津田幼稚園、樟葉南幼稚園の４園を閉園し、現在では、市立幼稚園（７

園）に通園する園児数は約 360人、小学校（45校）及び中学校（19校）に通学する児童・生徒数は約

３万２千人となっています。 

平成に入り、現在においても学級数が減少する学校がある一方で、住宅開発の集中等により大規模

化する学校が現れるなど、学校間において規模の不均衡が生じています。この対応として、枚方市学

校規模等適正化審議会の第１次答申（平成 11 年）を受け、小学校２校及び中学校１校の統廃合と通学

区域の変更による学校規模等適正化を進めてきました。また、第２次答申（平成 19 年）を受けて、地

域の教育力を高め、小中連携など特色ある学校教育を推進することを目的に、小学校単位で中学校の

通学区域を構成する、いわゆる「一小一中」の接続関係への改善を進め、引き続き、第３次答申（平

成 23 年）を受け、小中連携事業をより充実させる観点から、「一小一中」への接続関係の改善に取り

組んできました。また、学校規模については、少子化の進行により児童生徒数ピーク時に比べ半数以

下となり学校の更なる小規模化により教育環境や学校運営への支障が懸念されることから、小規模校

の課題の解消に向け平成 28 年３月に第４次答申を受け、平成 29 年６月に枚方市学校規模等適正化基

本方針を改定しました。令和元年度（2019 年度）は同方針に基づき、教育環境のさらなる整備・向上

に向け、学校規模等の適正化に取り組むものです。 
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（令和元年（2019年）５月１日現在） 

【歴代教育委員】

氏 名 在任期間 備考 

北牧 一雄 
昭和 27年 10月５日 ～ 昭和 31年９月 30日 

昭和 31年 10月１日 ～ 昭和 35年３月 26日 

辻 半太郎 昭和 27年 10月５日 ～ 昭和 31年９月 30日 

畠山 晴文 昭和 27年 10月５日 ～ 昭和 30年４月７日 

田中吉之助 昭和 27年 10月５日 ～ 昭和 31年９月 30日 

交久瀬善雄 
昭和 27年 10月 22日 ～ 昭和 28年５月 24日 

昭和 30年５月 19日 ～ 昭和 31年９月 30日 

山田 政次 昭和 27年 11月１日 ～ 昭和 31年９月 26日 昭和 28年４月１日再任 

初田  豊 昭和 28年５月 25日 ～ 昭和 30年５月 18日 

岡市喜太郎 昭和 30年４月 30日 ～ 昭和 31年９月 30日 

西村 平作 昭和 30年 10月 15日 ～ 昭和 31年９月 30日 

千田 民衛 昭和 31年 10月１日 ～ 昭和 35年９月 30日 

浅利 千代 昭和 31年 10月１日 ～ 昭和 34年９月 30日 

木村  清 昭和 31年 10月１日 ～ 昭和 33年９月 30日 

多田 常吉 昭和 31年 10月１日 ～ 昭和 32月９月 30日 

沢田 政則 昭和 32年 10月 24日 ～ 昭和 33年９月 30日 

山中佐一郎 

昭和 33年 12月 15日 ～ 昭和 36年 10月 23日 

昭和 37年８月 13日 ～ 昭和 45年８月 12日 昭和 41年８月 13日再任 

昭和 46年９月 20日 ～ 昭和 50年９月 19日 

酒井 俊一 昭和 34年８月 31日 ～ 昭和 38年４月 18日 

藤平 フミ 昭和 35年５月 16日 ～ 昭和 39年９月 30日 昭和 35年 10月１日再任 

山田 政次 昭和 35年５月 16日 ～ 昭和 43年５月 15日 昭和 39年５月 16日再任 

小山 西雄 昭和 36年１月１日 ～ 昭和 43年２月 22日 昭和 40年４月１日再任 

中井 正勝 

昭和 39年３月 28日 ～ 昭和 47年３月 27日 昭和 43年３月 28日再任 

昭和 47年５月 20日 ～ 昭和 51年５月 19日 

昭和 51年６月 28日 ～ 昭和 55年６月 27日 

昭和 55年７月４日 ～ 昭和 63年７月３日 昭和 59年７月４日再任 

長村 節三 昭和 39年 12月 22日 ～ 昭和 43年 12月 21日 

竹内 信 

昭和 43年６月 24日 ～ 昭和 44年３月 31日 

昭和 54年６月 22日 ～ 昭和 60年３月 31日 
昭和 55年３月 29日再任 

昭和 59年３月 29日再任 

野田 昌秀 昭和 43年６月 26日 ～ 昭和 51年３月２日 昭和 47年６月 26日再任 

２．歴代教育委員・教育長 
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氏 名 在任期間 備考 

村岡 恵水 昭和 44年４月１日 ～ 昭和 52年３月 31日 昭和 48年４月１日再任 

阪本 省三 昭和 44年４月１日 ～ 昭和 52年３年 31日 昭和 48年４月１日再任 

門川 鶴夫 
昭和 51年３月 29日 ～ 昭和 51年６月 25日 

昭和 51年６月 28日 ～ 昭和 55年６月 27日 

池上 克彌 昭和 51年３月 29日 ～ 昭和 54年４月 30日 

湊 知泰 昭和 52年９月 12日 ～ 昭和 56年９月 11日 

多田 高利 昭和 52年９月 12日 ～ 昭和 56年９月 11日 

竹内  清 昭和 54年６月 22日 ～ 昭和 60年３月 31日 
昭和 55年３月 29日再任 

昭和 59年３月 29日再任 

村井 正直 昭和 55年９月 27日 ～ 昭和 58年３月 31日 

塚本伊久男 
昭和 57年１月 21日 ～ 昭和 61年１月 20日 

昭和 61年６月 13日 ～ 平成２年６月 12日 

堀 浩良 昭和 57年 12月 10日 ～ 昭和 61年 12月９日 

谷本 貞人 昭和 58年 10月 17日 ～ 昭和 63年９月 26日 昭和 59年９月 27日再任 

藤田 篤 昭和 61年２月 22日 ～ 昭和 63年３月 28日 

福谷 一男 昭和 62年３月 12日 ～ 平成３年３月 11日 

家髙 憲三 昭和 63年３月 29日 ～ 平成８年３月 28日 平成４年３月 29日再任 

古髙 時彦 昭和 63年９月 27日 ～ 平成８年９月 26日 平成４年９月 27日再任 

船戸 一郎 昭和 63年９月 27日 ～ 平成８年９月 26日 平成４年９月 27日再任 

水川美恵子 平成２年９月 19日 ～ 平成６年３月 31日 

寺嶋 みち 平成３年１月 11日 ～ 平成７年 10月 10日 

小椋 久佳 平成７年 12月 20日 ～ 平成８年４月 30日 

中野 一雄 平成８年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日 
平成 12年４月１日再任 

平成 16年４月１日再任 

大槻 實 平成８年９月 27日 ～ 平成 15年 12月 19日 平成 11年 12月 20日再任 

中島 建明 平成８年９月 27日 ～ 平成 12年９月 26日 

堀野久兵衞 平成８年９月 27日 ～ 平成 12年９月 26日 

國部 茂 平成８年９月 27日 ～ 平成 16年９月 26日 平成 12年９月 27日再任 

中村 敦子 平成 12年９月 27日 ～ 平成 20年３月 31日 平成 16年９月 27日再任 

林 榮男 平成 12年９月 27日 ～ 平成 16年９月 26日 

髙野 勝 平成 16年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日 

宮川 勝也 平成 16年９月 27日 ～ 平成 24年９月 26日 平成 20年９月 27日再任 

記虎 敏和 平成 17年４月１日 ～ 平成 28年３月 31日 
平成 21年４月１日再任 

平成 25年４月１日再任 

南部 一成 平成 20年４月１日 ～ 平成 26年３月 31日 

山下 薫子 平成 20年４月１日 ～ 平成 28年３月 31日 平成 24年４月１日再任 

徳永 博正 平成 20年５月 19日 ～ 平成 28年９月 26日 
平成 20年９月 27日再任 

平成 24年９月 27日再任 

吉村 雅昭 平成 24年９月 27日 ～ 平成 30年３月 31日 平成 28年９月 27日再任 
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氏 名 在任期間 備考 

村橋  彰 平成 26年４月１日 ～ 平成 28年３月 31日  

橋野 陽子 平成 28年４月１日 ～ 在任中  

神田 裕史 平成 28年４月１日 ～ 在任中 平成 29年４月１日再任 

谷元 紀之 平成 28年９月 27日 ～ 在任中 平成 31年４月１日再任 

近藤  孝 平成 30年４月１日 ～ 在任中  

 

 

氏 名 在任期間 備考 

北牧 一雄 昭和 27年 11月１日 ～ 昭和 28年３月 31日  

交久瀬善雄 
昭和 28年４月１日 ～ 昭和 28年５月 24日  

昭和 30年 10月１日 ～ 昭和 31年３月 31日  

初田  豊 昭和 28年５月 25日 ～ 昭和 29年３月 31日  

辻 半太郎 昭和 29年４月１日 ～ 昭和 29年９月 30日  

畠山 晴文 昭和 29年 10月１日 ～ 昭和 30年４月７日  

田中吉之助 昭和 30年４月８日 ～ 昭和 30年９月 30日  

岡市喜太郎 昭和 31年４月１日 ～ 昭和 31年９月 30日  

千田 民衛 
昭和 31年 10月２日 ～ 昭和 32年 10月１日  

昭和 34年２月 14日 ～ 昭和 35年４月５日 昭和 34年５月５日再任 

木村   清 昭和 32年 10月２日 ～ 昭和 33年９月 30日  

山中佐一郎 

昭和 35年４月６日 ～ 昭和 36年 10月 23日  

昭和 38年 10月 30日 ～ 昭和 42年８月 12日 

昭和 39年 10月 30日再任  

昭和 40年 10月 30日再任  

昭和 41年８月 13日再任                          

昭和 43年 12月 23日 ～ 昭和 45年８月 12日 昭和 44年 12月 23日再任 

昭和 47年３月 31日 ～ 昭和 48年３月 30日  

酒井 俊一 昭和 36年 11月１日 ～ 昭和 37年 10月 24日  

小山 西雄 昭和 37年 10月 25日 ～ 昭和 38年 10月 24日  

中井 正勝 

昭和 42年８月 18日 ～ 昭和 43年３月 27日  

昭和 45年８月 21日 ～ 昭和 47年３月 27日 昭和 46年８月 21日再任  

昭和 50年４月１日 ～ 昭和 51年５月 19日 昭和 51年４月１日再任  

昭和 52年４月４日 ～ 昭和 54年４月３日 昭和 53年４月４日再任 

昭和 56年９月 30日 ～ 昭和 62年７月３日 

昭和 57年９月 30日再任 

昭和 58年９月 30日再任 

昭和 59年７月４日再任 

昭和 60年７月４日再任 

昭和 61年７月４日再任                  

長村 節三 昭和 43年３月 28日 ～ 昭和 43年 12月 21日  

【歴代教育委員会委員長】 
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氏 名 在任期間 備考 

村岡 恵水 
昭和 48年３月 31日 ～ 昭和 49年３月 31日  

昭和 51年５月 20日 ～ 昭和 52年３月 31日  

阪本 省三 昭和 49年４月１日 ～ 昭和 50年３月 31日  

門川 鶴夫 昭和 54年４月４日 ～ 昭和 55年４月３日  

湊   知泰 昭和 55年４月４日 ～ 昭和 56年９月 11日 昭和 56年４月４日再任 

塚本伊久男 

昭和 62年７月４日 ～ 昭和 63年７月３日  

昭和 63年７月 21日 ～ 平成２年６月 12日 平成１年７月 21日再任 

平成２年６月 29日 ～ 平成３年３月 11日  

古髙 時彦 

平成３年３月 25日 ～ 平成４年３月 24日  

平成４年３月 26日 ～ 平成８年９月 26日 

平成４年９月 27日再任 

平成５年９月 27日再任 

平成６年９月 27日再任 

平成７年９月 27日再任 

大槻   實 
平成８年９月 27日 ～ 平成 13年 12月 19日 

平成９年９月 27日再任 

平成 10年９月 27日再任 

平成 11年９月 27日再任 

平成 11年 12月 20日再任 

平成 12年 12月 20日再任 

平成 13年 12月 21日 ～ 平成 15年 12月 19日 平成 14年 12月 20日再任 

  國部   茂 平成 15年 12月 20日 ～ 平成 16年９月 26日  

中野 一雄 

平成 16年９月 27日 ～ 平成 17年９月 26日  

平成 17年９月 28日 ～ 平成 20年３月 31日 
平成 18年９月 28日再任 

平成 19年９月 28日再任                   

宮川 勝也 

平成 20年４月１日 ～ 平成 20年９月 26日  

平成 20年９月 30日 ～ 平成 24年９月 27日 

平成 21年９月 30日再任 

平成 22年９月 30日再任 

平成 23年９月 30日再任                                 

記虎 敏和 平成 24年９月 28日 ～ 平成 28年３月 31日 

平成 25年４年１日再任 

平成 26年４月１日再任 

平成 27年４月１日再任 

 ※制度の改正により、平成 28年４月１日から教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」が 

  設置されています。 

 

【歴代教育長（制度改正以前）】  

氏 名 在任期間 備考 

山田 政次 
昭和 27年 11月１日 ～ 昭和 31年９月 26日  

昭和 35年５月 16日 ～ 昭和 43年５月 15日  

北牧 一雄 昭和 31年 10月４日 ～ 昭和 35年３月 26日  

野田 昌秀 昭和 43年６月 26日 ～ 昭和 51年３月２日 昭和 47年６月 26日再任 

池上 克彌 昭和 51年３月 30日 ～ 昭和 54年４月 30日  
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氏 名 在任期間 備考 

竹内   清 昭和 54年６月 22日 ～ 昭和 60年３月 31日 
昭和 55年３月 29日再任 

昭和 59年３月 29日再任 

藤田   篤 昭和 61年２月 24日 ～ 昭和 63年３月 28日  

家髙 憲三 昭和 63年３月 29日 ～ 平成８年３月 28日 平成４年３月 29日再任 

中野 一雄 平成８年４月１日 ～ 平成 16年３月 31日 平成 12年４月１日再任 

髙野  勝 平成 16年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日  

南部 一成 平成 20年４月１日 ～ 平成 26年３月 31日 平成 24年４月１日再任 

村橋  彰 平成 26年４月１日 ～ 平成 28年３月 31日  

 

【歴代教育長（制度改正後）】 

氏 名 在任期間 備考 

奈良  渉 平成 28年４月１日 ～ 在任中 平成 31年４月１日再任 

※制度の改正により、平成 28年４月１日から教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」が 

設置されています。 

－ 153 －



教育に関する事務の点検及び評価報告書

 （平成 30 年度事業分） 

令和元年度（2019年度） 

枚方市教育委員会 





１．点検及び評価の趣旨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

２．点検及び評価の方法

（１）点検及び評価の対象‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

（２）点検及び評価の報告書の見直しについて‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

（３）点検及び評価手順‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

３．評価結果（教育委員会の自己点検評価）

（１）評価結果‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

（２）評価結果の内訳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

（３）評価基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

４．学識経験者の知見の活用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

５．点検評価員会議としての総評‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

６．平成30年度の枚方市教育振興基本計画における事業の点検評価

基本方策１　確かな学びと自立を育む教育の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

基本方策２　豊かな心と健やかな体を育む教育の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

基本方策３　教職員の資質と指導力の向上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20

基本方策４　「ともに学び、ともに育つ」教育の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

基本方策５　幼児教育の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24

基本方策６　地域とともにある学校づくりの推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26

基本方策７　学びのセーフティネットの構築‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27

基本方策８　学びを支える教育環境の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

基本方策９　基礎的な知識・技術の学習機会の提供と図書館の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40

基本方策10　文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づくりの推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥45

その他の主要事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50

７．枚方市教育委員会の平成30年度の活動の概要

（１）平成30年度教育委員会定例会・臨時会の開催実績‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

（２）平成30年度教育委員会協議会案件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

（３）平成30年度教育委員会の活動状況‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥53

目　　次



令和元年度（2019年度） 教育に関する事務の点検及び評価 

１．点検及び評価の趣旨 

「教育に関する事務の点検及び評価」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、効

果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について、学識経験者の知見を活用し点検及び評価を行ったのでその結果を報告するもの

です。 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委任され

た事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に

関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。 

２．点検及び評価の方法 

（１）点検及び評価の対象 

教育委員会の会議等の開催や活動状況等の確認を行うとともに、本市教育振興基本計画に掲げる

教育目標「学びあい、つながりあい、一人ひとりの未来をひらく」を達成するための10の基本方策、

基本方策を具体化する主要事業について、点検及び評価を行います。 

（２）点検及び評価の報告書の見直しについて

前年度の点検評価員会議及び市議会でのご意見を受け、市民にわかりやすい報告書となるよう様

式の変更や評価基準の明確化などの見直しを行いました。 

＜見直し点＞ 

○実績値・目標値・達成割合の３項目において、昨年度の実績だけでなく過去３年度分の指標

を掲載
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（３）点検及び評価手順

平成 30年度の点検及び評価は、次の手順で実施します。

３．評価結果（教育委員会の自己点検評価） 

（１）評価結果 

平成 30年度の主要事業を下表（３）の評価基準により点検評価を行った結果は次のとおりです。 

評  価 平成 30年度主要事業 

達成 ２８ 件 

概ね達成 ２２ 件 

未達成だがその方向に進んでいる ７ 件 

未達成 １ 件 

合  計 ５８ 件 

（２）評価結果の内訳 

基本方策 主要事業 評価 

基本方策１ ① 小中一貫教育推進事業 概ね達成 

② 学校園活性化事業 達成 

③ 枚方市少人数学級充実事業 達成 

④ 学校ＩＣＴ機器等整備業務 達成 

⑤ 多文化共生教育研究事業 達成 

⑥ 英語教育推進事業 概ね達成 

⑦ 読書活動推進事業 概ね達成 

⑧ 進路指導等事務
未達成だがその方向に 

進んでいる 

⑨ 放課後自習教室事業 達成 

基本方策２ ① 学校園健康管理事業 達成 

② 健康診断事業 概ね達成 

③ 人権教育推進研究事業 達成 

④ 小中一貫教育推進事業【再掲】 ― 

⑤ 学校園活性化事業【再掲】 ― 

⑥ 学校給食における地元農産物利用促進事業 概ね達成 

前年度の市議会や学識経験者による指摘や意見に基づく改善 

教育委員会による自己点検評価の実施 

学識経験者の知見の活用（点検評価員会議） 

報告書の作成・議会への提出、公表 
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⑦ 食物アレルギー対応推進事業 達成 

⑧ 文化財啓発普及事業 達成 

⑨ 野外活動センター利用促進事業 概ね達成 

⑩ 部活動指導協力者派遣事業 
未達成だがその方向に 

進んでいる 

⑪ 学校支援社会人等指導者活用事業 概ね達成 

基本方策３ ① 枚方市教職員育成事業 概ね達成 

② 授業の達人養成・教科研究事業 概ね達成 

③ 学校園活性化事業【再掲】 ― 

基本方策４ ① 支援教育推進事業 達成 

② 通学困難児童・生徒通学等タクシー支援事業 達成 

③ 枚方市教職員育成事業【再掲】 ― 

基本方策５ ① 幼稚園保護者支援充実事業 達成 

② 市立幼稚園における３歳児保育実施事業 概ね達成 

基本方策６ ① コミュニティ・スクール推進事業 達成 

基本方策７ ① 小学校安全監視事業 達成 

② 通学路等安全対策事業 達成 

③ 「心の教室相談員」配置事業 概ね達成 

④ スクールアドバイザー派遣事業 達成 

⑤ 教育相談事業 概ね達成 

⑥ 生徒指導充実事業 達成 

⑦ いじめ問題対策事業 概ね達成 

⑧ 不登校児童・生徒支援事業
未達成だがその方向に 

進んでいる 

⑨ 適応指導教室事業
未達成だがその方向に 

進んでいる 

⑩ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業 概ね達成 

基本方策８ ① 学校園施設維持補修事業 概ね達成 

② 学校施設整備事業 達成 

③ 学校規模等適正化事業 未達成 

④ 学校ＩＣＴ機器等整備業務【再掲】 ― 

⑤ 校務の情報化推進事業 概ね達成 

⑥ 学校給食事業 概ね達成 

⑦ 中学校給食充実事業
未達成だがその方向に 

進んでいる 

⑧ 第三学校給食共同調理場の老朽化対策事業 達成 

基本方策９ ① 社会教育活動推進事業 達成 

② 図書館資料購入事務 達成 

③ 香里ケ丘図書館建替事業 達成 

④ 分館・分室巡回業務 概ね達成 

⑤ コンピュータシステム運営事業 概ね達成 

⑥ 読書活動推進事業【再掲】 ― 

⑦ 中央図書館運営事業 概ね達成 

⑧ 生涯学習施設及び図書館管理運営効率化事業 達成 

基本方策 10 ① 野外活動センター利用促進事業【再掲】 ― 

② 文化財啓発普及事業【再掲】 ― 

③ 文化財保護管理事業 達成 

④ 市指定文化財補助事業 達成 

⑤ 特別史跡百済時跡再整備事業 達成 
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⑥ 市史編さん年報発行事務
未達成だがその方向に 

進んでいる 

⑦ 市民スポーツカーニバル開催事業 概ね達成 

⑧ 各種スポーツ大会等開催事業 概ね達成 

⑨ スポーツ推進事業 達成 

その他の 

主要事業 

１ 児童の放課後対策事業 達成 

２ 留守家庭児童会室整備事業 
未達成だがその方向に 

進んでいる 

（３）評価基準 

評  価 
達成割合 

（実績／目標） 
内 容 

達成 100％以上 
・事業が完了した場合

・指標の目標値を実績値が上回った場合

概ね達成 
80以上 

100％未満 
・指標の目標値と実績値が概ね同様の場合

未達成だがその方向に 

進んでいる 

50以上 

80％未満 
・課題があり、指標の目標値より実績値がやや低い場合

未達成 50％未満 ・課題が多く、指標の目標値より実績値が低い場合
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４．学識経験者の知見の活用 

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用については、教育委員会自らが行った点検及び評価の

結果について、次の学識経験者３人を点検評価員として委嘱し、指摘や意見をいただきました。 

＜点検評価員会議＞ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条に基づき、枚方市教育委員会が行った事務の管理

及び執行の状況についての自己点検及び評価に対する意見をいただくため、３回の会議を開催します。 

点検評価員会議 開 催 日 案 件 名 

第１回 
令和元年（2019年）

７月 22日 

１．会議の運営について 

２．教育に関する事務の点検及び評価報告書（案）（平成 30

年度事業分）について 

３．まとめ 

第２回 
令和元年（2019年）

７月 31日 

１．教育に関する事務の点検及び評価報告書（案）（平成 30

年度事業分）について 

２．まとめ 

３．点検評価員会議としての総評について 

第３回 
令和元年（2019年）

８月 16日 

１．教育に関する事務の点検及び評価報告書の見直し内容に

ついて 

２．点検評価員会議における改善意見への対応について 

３．点検検評価員会議としての基本方策ごとの意見について 

４．点検評価員会議としての総評について 

５．教育に関する事務の点検及び評価報告書のまとめ 

 委員長 和田 良彦（大阪教育大学 副学長）

 委 員 浦嶋 敏之（関西外国語大学 教授）

 委 員 木村 典嗣（税理士）
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５．点検評価委員会議としての総評 

本点検評価員会議は、枚方市教育委員会の「教育に関する事務の点検及び評価」の結果につい

て「適正」とする。以下に、その理由を述べる。 

本会議では、点検及び評価を行うにあたり、平成 28年に策定した教育振興基本計画の基本方策

に基づく各項目について、ヒアリング等を行った。 

その結果、平成 30年度主要事業については、幅広い事業が継続的に展開されていること。また、

昨年度の評価を踏まえた改善や内容の充実が図られていること。さらに、その結果について適切

に自己点検評価がなされていること。以上のことが確認できたことから「適正」と判断した。 

また、点検及び評価については、実績値・目標値・達成割合の３項目において、昨年度の実績

だけでなく過去３年度分の指標を掲載し、より市民に分かりやすいものになったと考える。 

なお、小学校では令和２年度から、中学校では令和３年度から新学習指導要領が全面実施され

るため、指導内容や指導方法、学校組織のあり方、そして地域と学校の協働関係などについて大

きな変化が見込まれる。こうした変化に適切に対応するには、教育行政および点検評価の重要性

がより大きくなる。 

点検及び評価については、毎年、充実を図られているが、各基本方策における意見をふまえ、

各事業のより効果的な取り組みや指標の見直し等について要望する。 

枚方市教育行政の今後の更なる質的向上を期待する。 
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６．平成 30年度の枚方市教育振興基本計画における事業の点検評価 

基本方策１ 確かな学びと自立を育む教育の充実 

知・徳・体の調和のとれた「生きる力」を育み、将来の社会を担う人材を育成するためには、子どもの学習

意欲を向上させるとともに、基礎的な学力や自ら学び考える力を伸ばしていくことが求められています。 

中学校区で共通の９年間を見通した教育課程の編成、小・中学校の円滑な接続など、「小中一貫教育」を推

進する①ことで、教職員の指導力や学校力の向上を図り、子どもたちの確かな学力と自立を育みます②。 

また、小学校において本市独自の少人数学級編制を実施し③、よりきめ細かな指導を実践するとともに、グ

ループ学習やＩＣＴの活用等による協働型・双方向型の授業を推進します④。

さらに、諸外国の文化や習慣等について理解を深める国際理解教育を推進し⑤、国際化に対応した英語によ

るコミュニケーション能力を育成する⑥とともに、学校図書館の活用による言語能力の育成⑦や、労働・職業に

ついて学び、自らの生き方を考えるキャリア教育を推進します⑧。 

以上を効果的に進めることを土台として、今後、新しい時代を生きる上で必要な資質・能力を確実に育むた

め、学習指導要領の改訂を見据え、課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習をさらに充実させる

など、子どもたちの「自立」「協働」「創造」する力を育む新しい教育に向けた取り組みを進めます①⑨。 

主要事業の状況 ※各項目の事業費計は、人件費を含む

① 小中一貫教育推進事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
42,033 

概 要 実 績 

○学力向上の取り組み

◆全中学校区にコーディネーターを配置し、学力向上委員

会や教科会、学年会等の充実を図り、組織的な取り組み

を推進するとともに、学力向上・授業づくりに高い見識

を有する学識経験者を招聘し、教員の授業力向上を図る。 

また、全国学力・学習状況調査実施後すぐに、教員が問

題分析・自校採点及び分析を行い、学校全体として課題

及び個々の課題にも正対した取り組みを行うとともに、

教科会・学年会における授業研究の推進を図る。

また、児童・生徒一人ひとりの課題を踏まえ、宿題や自

学自習ノート等、家庭における学習習慣の充実に努める。 

○体力向上の取り組み

◆各小中学校で、全児童・生徒を対象に体力テストを実施

し、その結果に基づいて体力向上推進計画を作成・実践

するとともに、大阪体育大学と連携して、授業改善をは

じめ児童・生徒の体力向上に向けた取り組みを推進する。 

○学力向上の取り組み

◆全中学校区に学力向上に特化したコーディネーターを配

置するとともに、学力向上委員会や教科会、学年会など校

内組織体制の充実を図りながら、授業改善や少人数指導な

ど学力向上に向けた取り組みを推進した。

研究指定校や学力向上担当者研修において、学識経験者に

よる講義、指導助言によって、教員の授業力向上を図った。 

また、全国学力・学習状況調査について、問題分析・自校

採点及び調査結果の比較・分析を行い、分析結果をもとに

教科会・学年会において授業研究の推進を図った。

また、教職員の意識を高めるとともに、保護者に学力状況

をわかりやすく公表することで家庭と連携した学習習慣

の確立に努めた。

○体力向上の取り組み

◆各小中学校で、全児童・生徒を対象に体力テストを実施し

た。その結果に基づいて体力向上推進計画を作成・実践し

た。

また、体力テストについて大阪体育大学と連携して結果分

析を行い、市としての課題や成果を踏まえ、今後の体力向

上に向けた取組について、体力向上担当者会において研修

を実施するとともに、体力向上推進モデル校から発信を行

った。
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

全国学力・学習状況調査の学力調査の平均正答

率 

（目標値の根拠） 

全国平均以上 

※上記の指標に、Ｈ29年度より変更

実績値 

（％） 

［小学校］ 

国語Ａ：73.00 

国語Ｂ：56.00 

算数Ａ：79.00 

算数Ｂ：46.00 

［中学校］ 

国語Ａ：78.00 

国語Ｂ：73.00 

数学Ａ：67.00 

数学Ｂ：50.00 

［小学校］ 

国語Ａ：69.00 

国語Ｂ：53.00 

算数Ａ：64.00 

算数Ｂ：52.00 

［中学校］ 

国語Ａ：77.00 

国語Ｂ：62.00 

数学Ａ：67.00 

数学Ｂ：49.00 

目標値 

（％） 

［小学校］ 

国語Ａ：74.80 

国語Ｂ：57.50 

算数Ａ：78.60 

算数Ｂ：45.90 

［中学校］ 

国語Ａ：77.40 

国語Ｂ：72.20 

数学Ａ：64.60 

数学Ｂ：48.10 

［小学校］ 

国語Ａ：70.70 

国語Ｂ：54.70 

算数Ａ：63.50 

算数Ｂ：51.50 

［中学校］ 

国語Ａ：76.10 

国語Ｂ：61.20 

数学Ａ：66.10 

数学Ｂ：46.90 

達成割合 

（％） 

［小学校］ 

国語Ａ：97.60 

国語Ｂ：97.40 

算数Ａ：100.50 

算数Ｂ：100.20 

［中学校］ 

国語Ａ：100.80 

国語Ｂ：101.10 

数学Ａ：103.70 

数学Ｂ：104.00 

［小学校］ 

国語Ａ：97.60 

国語Ｂ：96.89 

算数Ａ：100.79 

算数Ｂ：100.97 

［中学校］ 

国語Ａ：101.18 

国語Ｂ：101.31 

数学Ａ：101.36 

数学Ｂ：104.48 

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28年度市政運営方針 

実行計画 平成 30年度当初実行計画 

関連計画 ― 

② 学校園活性化事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
40,456 

概 要 実 績 

◆全学校園を学校園活性化推進校園として指定し、教育課

題の解決や教職員の資質向上を図るため、校（園）内研

修の充実を進めるとともに、年１回以上教職員対象の公

開授業を実施し、授業改善等に活用する。また、菊咲か

そう体験事業や、小学生陸上競技大会、小学生駅伝競走

大会、小学生合同音楽会等の教育委員会が主体となる事

業を実施する。

◆全学校園において、教育課題の解決や教職員の資質向上に

向けて、教育活動の活性化、公開授業の実施、校内・園内

研修の充実等の取り組みを行った。

また、全学校園で菊咲かそう体験事業を取り組むととも

に、教育委員会主催事業として、10 月に小学生陸上競技

大会、11月に小学生駅伝競走大会を実施。

小学校合同音楽会については、地震の影響で会場が使用で

きなくなったため、各小学校において参観日などに合わせ

開催した。

（平成 31年３月末日現在） 

・外部講師を招聘して実施した校園内研修の回数 566回
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

全国学力・学習状況調査の質問紙調査において

「学級の友達（生徒）との間で話し合う活動を

通じて、自分の考えを深めたり、広げたりする

ことができていると思う」と回答した児童・生

徒の肯定的な回答の割合 

（目標値の根拠） 

全国平均以上 

※上記の指標に、Ｈ30年度より変更

実績値 

（％） 

小：79.00 

中：83.30 

目標値 

（％） 

全国平均 

小：77.70 

中：76.30 

達成割合 

（％） 

小：101.67 

中：105.24 

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

③ 枚方市少人数学級充実事業 担当課 教職員課 
事業費計 

（千円） 
245,695 

概 要 実 績 

◆府内の公立小学校では、小学校第１学年及び第２学年

で、１学級 35 人以下の少人数学級編制が実施されてい

るが、本市では、支援学級在籍児童を含んで１学級 35

人以下とする市独自の少人数学級編制を第４学年まで

実施するため、学級数が増える学校に対して市費負担任

期付教員を採用し配置する。また、第５・第６学年につ

いては、支援学級在籍児童を含む 40 人学級編制を平成

30年度から実施する。

◆府内の公立小学校では、小学校第１学年及び第２学年で、１

学級 35人以下の少人数学級編制が実施されているが、本市で

は、支援学級在籍児童を含んで１学級 35人以下とする市独自

の少人数学級編制を第４学年まで実施するため、学級数が増

える学校に対して市費負担任期付教員を採用し配置した。ま

た、第５・第６学年については、支援学級在籍児童を含む 40

人学級編制を平成 30年度から実施した。

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

①基礎学力のたしかめテストにおいて到達

基準に達した人数の割合：対前年度比向上

②学年末テストにおける全国調査の過去問

題を活用した「課題に正対した問題」の平

均正答率

（目標の根拠） 

①対前年度比向上

②対前回比向上

※上記の指標に、Ｈ30年度より変更

Ｈ29年度実績値については、Ｈ30年度の

目標値とするため、記載している

実績値 

（％） 

①86.00

②44.50

①86.6

②48.5

目標値 

（％） 

①86.0

②44.5

達成割合 

（％） 

①100.69

②108.99

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 30年度市政運営方針 

実行計画 平成 30年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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④ 学校ＩＣＴ機器等整備業務 担当課 教育政策課 
事業費計 

（千円） 
181,300 

概 要 実 績 

◆全小・中学校の授業用コンピュータ機器等の維持・管理

を行う。

◆ウイルス対策ソフトやフィルタリングソフトを適正に更

新し、情報セキュリティの確保を図る。

◆平成 31年度に更新を予定している授業用コンピュータに

ついて、仕様の検討及び作成を行う。

◆平成 30 年４月から、新たに中学校１校にタブレット型コ

ンピュータ 40台を導入した。

◆タブレット型パソコンを導入した学校へ、無線ＬＡＮ機器

の整備を行った。

◆昨年度に引き続き、教員の授業における ICT 活用を推進す

る ICT支援員の配置やアプリケーションの整備を行った。

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

授業用コンピュータ１台あたりの児童・生徒数 

（目標値の根拠） 

実行計画に基づく平成 30年度目標値 

実績値 

（人/台） 
11.6 9.1 8.5 

目標値 

（人/台） 
11.6 9.1 9.1 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 106.59 

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 29年度当初実行計画 

関連計画 ― 

⑤ 多文化共生教育研究事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
980 

概 要 実 績 

◆学校園における在日外国人教育・国際理解教育の推進を

図るため、枚方市多文化共生教育研究会において研究事

業に取り組む。

◆本市立学校園における在日外国人教育・国際理解教育にお

いて、講演会・学習会等、様々な研究を通しての推進を図

った。

・研究委員会（講演会・学習会）（年６回）

・サマースクール（７月枚方市立樟葉北小学校にて実施）

・北河内多言語進路ガイダンス（10月北河内各市在日外国

人教育研究協議会との共催）

・多文化冬の集い（２月枚方市立樟葉北小学校にて実施）

・研究推進活動（機関紙、集録発行）

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

年６回開催する講演会・学習会に参加する教職

員の延べ人数 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（人） 
345 316 338 

目標値 

（人） 
305 345 316 

達成割合 

（％） 
113.11 91.59 106.96 

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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⑥ 英語教育推進事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
112,272 

概 要 実 績 

◆全中学校に外国人英語教育指導助手（NET）、全小学校に

英語が堪能な日本人英語教育指導助手（JTE）を配置し、

英語を使った体験的な学習の充実を図る。また、小学校

に英語専科教員を新たに配置するとともに、日本人英語

教育指導助手（JTE）を拡充し、小学校外国語活動の指導

体制の強化を図る。

英語の４技能（「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書

くこと」）をバランスよく育成するため、全市立中学校第

２学年の全生徒を対象に４技能に対応した外部検定試験

を実施し、その結果分析をもとに授業改善、個に応じた

指導及び生徒の学習意欲の向上に活用する。

関西外国語大学と連携し、留学生との交流等英語を使っ

た体験的な活動の充実を図り、より実践的な英語力を育

むため「枚方英語村」を実施する。

◆全小中学校に外国人英語教育指導助手（NET）、日本人英語
教育指導助手（JTE）を配置し、英語を使った体験的な学習
の充実を図った。また、小学校４校に英語専科教員を配置
し、専科教員による外国語活動の公開授業を実施した。ま
た JTE を拡充し、小学校外国語活動の指導体制の強化を図
った。
関西外国語大学と連携し、10月 20日と１月 26日に「枚方
英語村」を開催し、のべ 107人の小中学生が参加した。
10月 29日～10月 31日に、枚方市立中学校に在籍する第 2
学年全生徒を対象に英語外部検定試験を実施し、結果をも
とに、授業改善、生徒の自主学習慣や意欲を高める取り組
みを実施した。

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

アンケート調査において、「英語の授業が楽し

い」と答えた児童（小学校第３学年～第６学年）

及び生徒（中学校第１学年～第３学年）の割合

（目標値の根拠）

児童の満足度 90％以上

生徒の満足度 85％以上

実績値 

（％） 

小：91.8 

中：80.7 

小：90.8 

中：81.3 

小：86.2 

中：83.6 

目標値 

（％） 

小：90.0 

中：85.0 

小：90.0 

中：85.0 

小：90.0 

中：85.0 

達成割合 

（％） 

 小：102.0 

中：94.9 

 小：100.9 

中：95.6 

小：95.8 

中：98.3 

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 30年度市政運営方針 

実行計画 平成 30年度当初実行計画 

関連計画 ― 

⑦ 読書活動推進事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
137,538 

概 要 実 績 

◆児童・生徒の言語能力を育むため、全中学校区に配置し

た学校司書と司書教諭が連携して、義務教育９年間を見

通した読書活動の充実を図る。

市立図書館と連携した学校図書館の環境整備、児童・生

徒の読書習慣の確立、調べ学習等授業における学校図書

館の活用を推進する。また、中央図書館と連携して全中

学校が参加する「ビブリオバトル」を実施する。

◆児童・生徒の言語能力を育むため、全中学校区に学校司書

を配置し、学校司書と司書教諭が連携して、児童・生徒の

読書習慣の確立、調べ学習等、授業における学校図書館の

活用を推進した。

また、市立図書館と連携して学校図書館の環境整備を行っ

た。

市立中央図書館主催の「中学生のビブリオバトル」を平成

31年３月 17日に実施した。参加生徒の校数・人数は、17

校・47名。

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

全国学力・学習状況調査の質問紙調査において

学校の授業時間以外に読書を「10分以上」する

児童・生徒の割合 

（目標値の根拠） 

対前年度５ポイント向上 

実績値 

（％） 

小：58.40 

中：43.90 

小：60.50 

中：46.80 

小：59.90 

中：47.30 

目標値 

（％） 

小：63.50 

中：49.70 

小：63.30 

中：51.40 

小：66.30 

中：51.70 

達成割合 

（％） 

小：91.97 

中：88.33 

小：95.58 

中：91.05 

小：90.35 

中：91.49 

関
連
計
画

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28・29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 26年度当初実行計画 

関連計画 第２次枚方市子ども読書活動推進計画 
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⑧ 進路指導等事務 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
5,087 

概 要 実 績 

◆進学意欲を有しながら、経済的な理由により修学が困難

な支援を要する生徒や保護者等に対して、家庭状況に見

合った相談や個々の課題等に対応したサポートを行い、

積極的に自己の進路を考え、将来に展望が持てるよう支

援するため、進路選択支援事業を実施する。なお、事業

は、特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会に委託

し、奨学金等に関する相談や情報提供を行う。 

◆生徒・保護者に対して、進路に関する適切な情報提供を行

った。また、奨学金に関する説明会を平成 30年６月８日に

開催した。 

◆進路選択相談の件数が前年度から減少した要因として、以

前から私立高校の授業料無償化の周知を図ってきたが、情

報の周知に対する効果がみられ、従来多かった「奨学金に

関する相談」の件数が大幅に減少したことからと認識して

いる。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

進路選択支援相談員が、奨励金等に関する相談

を受けた回数 

（目標値の根拠） 

前年度実績の１割増 

実績値 

（件） 
52 52 31 

目標値 

（件） 
56 57 57 

達成割合 

（％） 
92.86 91.23 54.38 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑨ 放課後自習教室事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
59,421 

概 要 実 績 

◆児童・生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むととも

に、基礎学力の向上を図るため、全小・中学校の放課後

自習教室を開室し、より多くの児童・生徒の学習機会の

充実を図る。また、全小・中学校に配備しているパソコ

ンの自学自習力支援システムを、朝学習、授業、放課後

学習、家庭学習において活用して、日々の学びの連続性

の確立と家庭学習の充実に取り組み、児童・生徒の自ら

学ぼうとする力の育成と基礎・基本の定着を図る。 

◆児童・生徒の学習意欲を高め、自学自習力を育むとともに、

基礎学力の向上を図るため、各小・中学校において放課後

自習教室を開室し、児童・生徒の学習機会の充実を図った。

また、全小・中学校に配備している児童・生徒一人ひとり

の理解度に応じてプリント学習ができる自学自習力支援

システムを、放課後自習教室をはじめ、授業や朝学習・家

庭学習で活用することで、児童・生徒の自ら学ぼうとする

力の育成と基礎・基本の定着を図った。 

 

（平成 30年度） 

・放課後自習教室の開室： 

小学校 3,721回、中学校 1,680回 

・放課後自習教室の参加人数： 

小学校 91,774人、中学校 11,964人 

 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

放課後自習教室の実施回数 

（目標値の根拠） 

年間 80日開室（64校） 

実績値 

（回） 
4,869 5,699 5,401 

目標値 

（回） 
4,480 5,120 5,120 

達成割合 

（％） 
108.68 111.31 105.49 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 28年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

⑧ 進路指導等事務 以前から私立高校の授業料無償化の

周知を図ってきたが、情報の周知に対

する効果がみられ、従来多かった「奨

学金に関する相談」の件数が大幅に減

少したことによる。 

今後も生徒・保護者に対して、進路に関

する適切な情報を提供する。 

 

基本方策１に対する評価 

確かな学びと自立を育む教育の充実としては、小・中学校において授業の取組に関する事業だけ

でなく、放課後や進路指導などのさまざまな事業に取り組んでおり、おおむね順調に推進できてい

ると考える。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

①小中一貫教育推進事業については、校内の学力向上推進体制を整えたことによる効果が出始め

ており、引き続き各校の課題に正対した取り組みの継続に期待する。 

③枚方市少人数学級充実事業については、成果指標が客観的数値に変更され事業の成果がわかり

やくなった。 

⑥英語教育推進事業については、令和２年度の小学校英語科の本格実施に向け、成果が引き継が

れるよう期待する。 

⑧進路指導等事務については、高校授業料の実質無償化など進路指導に関わる制度が変化してい

ることを踏まえ、これまでの奨学金等に関する相談だけでなく、就職が困難な若年層に対する進路

相談・指導など新たな活動を検討していただきたい。 
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基本方策２ 豊かな心と健やかな体を育む教育の充実 
近年、子どものコミュニケーション能力や社会適応能力、体力・運動能力の低下が課題となっており、

子どもの豊かな人間性や社会性、健やかな体が育まれる環境づくりが求められています。 

道徳教育・人権教育などを通じて、規範意識を培い公共の精神と自らを律する力を育むとともに、自

他の生命や平和を大切にする心を養い、子どもたちが豊かな人間性を身につけるための教育を充実させ

ます①②③④⑤。 

また、生活習慣の未確立やアレルギー疾患の増加など、子どもの健康に関する課題が多様化している

ことを踏まえ、健全な食生活の形成のための食育の推進⑥や、食物アレルギーへの対応など安全で安心な

学校給食を提供し⑦、健やかな体が育まれる環境づくりを推進します①②③④⑤。 

さらに、心身を鍛錬し、豊かな心と社会性を養うため、文化・芸術に親しむ機会⑧や、自然を生かした

野外活動など、体験活動を拡充させる⑨とともに、部活動の充実を進めます⑩。このため、外部指導者な

ど多様な社会人の活用を図ります⑪。 

 

主要事業の状況 

① 学校園健康管理事業 担当課 学務課 
事業費計 

（千円） 
135,507 

概 要 実 績 

◆学校内科医、学校歯科医、学校眼科医、学校耳鼻科医、

学校薬剤師、腎臓検診医、歯科衛生士による幼稚園７園、

小学校 45 校、中学校 19 校で内科、歯科検診などの健康

診断、健康相談、臨時健康相談、感染流行時の指導、学

校環境衛生の維持管理及びブラッシング指導を実施して

いる。 

◆全学校園を対象に内科・歯科・眼科検診を、小学校第１・

３学年及び中学校第１学年を対象に耳鼻科検診を学校医

で行った。学校薬剤師による空気、飲料水、プール水質、

照度の検査等行なった。また、歯科衛生士によるブラッシ

ング指導を全幼児、小学校では各小学校で学年を決めて行

なっている。健康相談は、専門的な観点な立場から学校及

び児童・生徒の支援を行なっている。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

学校内科医１人あたりの幼児児童生徒数 

（目標値の根拠） 

「枚方市立学校園の学校園医の委嘱等に関す

る要綱」を基に算出 

実績値 

（人） 
319 314 314 

目標値 

（人） 
330 330 330 

達成割合 

（％） 
103.33 104.85 104.85 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

② 健康診断事業 担当課 学務課 
事業費計 

（千円） 
40,436 

概 要 実 績 

◆全学校園において学校保健安全法に基づく健康診断を実

施する。 

◆結核検診（全児童・生徒）、尿検査（全幼児・児童・生徒）

及び心臓検診（小学校第１学年・中学校第１学年）耳鼻科

検診（小学校第１・３学年、中学校第１学年）、歯科検診

（全幼児・児童・生徒）、脊柱側わん（モアレ）検診（小

学校第５学年・中学校第１学年）を行なった。 

 総受信者数：31,780人 

 総対象者数：32,119人 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

健康診断受診率 

（目標値の根拠） 

対象者全員 

実績値 

（％） 
99.20 99.15 98.94 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
99.20 99.15 98.94 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 人権教育推進研究事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
2,346 

概 要 実 績 

◆学校園が教育活動において人権教育を適切に位置づけ、

校園長を中心とした組織的な指導に努め、人権教育をす

すめるため、枚方市人権教育研究協議会において研究事

業に取り組む。 

本市立学校園における人権教育について、講演会や実践報告

会、研究大会等、様々な研究を通して推進を図った。 

・実践報告会（年２回） 

・北河内地区人権教育研究学習会及び研究大会（年４回） 

・大阪府人権教育研究協議会集団づくりフォーラム（７月） 

・大阪府人権教育夏季研究大会（８月） 

・大阪府人権教育研究南河内大会（10月） 

・枚方市人権教育研究協議会講演会（10月） 

・全国人権・同和教育研究大会（11月） 

・大阪府人権教育人権・部落問題学習研究集会（１月） 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

大阪府人権教育研究協議会等による人権教育

推進のための教職員研修会等への参加人数 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（人） 
339 534 562 

目標値 

（人） 
292 339 534 

達成割合 

（％） 
116.10 157.52 105.24 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

④ 小中一貫教育推進事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

⑤ 学校園活性化事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 
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⑥ 学校給食における地元農産物利用促進事業  担当課 おいしい給食課 
事業費計 

（千円） 
795 

概 要 実 績 

◆安全・安心でおいしい学校給食の提供のため、小学校給

食用食材として大阪府内産を含めた地元農作物の利用促

進を図り、第３次枚方市食育推進計画の目標である「米・

野菜類全体購入量に対する枚方産及び府内産購入量の割

合を（重量ベース）38％」の達成に向け、取り組みを進

める。 

◆野菜類については、枚方産・府内産合わせて 24品目で 30.4ト

ン、うち枚方産は 19品目 19.3 トン（えんどう豆、玉葱、さつまい

も、大根、キャベツ、白菜、じゃがいも、ほうれん草、チンゲンサ

イ、九条ねぎ、なす、小松菜、冬瓜、人参、白葱、金時人参、

れんこん、かぼちゃ、里芋、黒米）を使用した。また、米につい

ては、北河内一帯で栽培・収穫されている大阪産「ヒノヒカリ」を

196.3 トン使用した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

地元農産物の割合 

（目標値の根拠） 

第３次枚方市食育推進計画の目標 

実績値 

（％） 
33.10 32.50 32.30 

目標値 

（％） 
30.00 30.00 38.00 

達成割合 

（％） 
110.33 108.33 85.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 第３次枚方市食育推進計画 

 

⑦ 食物アレルギー対応推進事業 担当課 おいしい給食課 
事業費計 

（千円） 
2,385 

概 要 実 績 

◆食物アレルギー対応の適切かつ的確な取り組みを進め

る。 

◆学校給食における食物アレルギー対応上の事故（救急搬

送）件数（新規発症を除く）が０件となるよう、より一

層の安全を確保する。 

◆中学校給食において、７大アレルゲンを使用しない代替

食の提供を毎日行う。 

◆中学校給食において、毎日７大アレルゲンを使用しない代替

食の提供を行った。小学校給食において、「学校給食におけ

る食物アレルギー対応マニュアル」に基づいた統一の対応を

実施した。 

◆ヒヤリハット・事故報告の蓄積を行った。また、マニュアル様式

等の改訂を行い給食担当教職員等への研修を実施した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

アレルギー対応をしている児童における事故

（救急搬送）件数 

（目標値の根拠） 

アレルギー対応をしている児童における事故

（救急搬送）がないこと。 

※上記の指標に、Ｈ29年度より変更 

実績値 

（％） 

 
０ ０ 

目標値 

（％） 

 
０ ０ 

達成割合 

（％） 

 
100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

  

－ 16 －



⑧ 文化財啓発普及事業 担当課 文化財課 
事業費計 

（千円） 
16,944 

概 要 実 績 

◆文化財説明板の新たな設置や古くなった説明板の建替 

◆文化財防火デー（市と枚方寝屋川消防組合が、文化財を

所蔵する社寺等で消防訓練を実施） 

◆歴史講座、歴史ウォーク(市内文化財めぐり等） 

◆枚方・百済フェスティバル（毎年５月に開催する古代の

枚方と朝鮮半島の交流の歴史を伝えるイベント） 

◆文化財の展示（輝きプラザきらら２階展示ルーム等で、

発掘調査の出土遺物等を展示） 

◆発掘調査現地説明会 

◆刊行物（文化財関係図書等）の発行など 

◆出前講座 

◆説明板については、磯島の糸桜、春日神社（津田）の建替

え、白雉塚古墳の天井石、招提寺内町敬応寺の修繕のほか、

文化財連続講座（年４回）を開催し、延べ 436人の参加が

あった。11月に親子を対象とした市民歴史講座「ひらかた

歴史探検隊-枚方宿を歩こう-」を開催したほか、生涯学習

広域講座「聞く・見る・歩く 北河内パート 19」や文化財

防火デーに伴う消防訓練を御殿山神社で行うなど、枚方市

内の文化財について市内外に啓発・普及を行った。 

◆文化財連続講座、生涯学習広域講座等において、参加者の

利便性、参加者の新たな年齢層の開拓、受付事務の軽減を

目的に、インターネットからの申し込みを開始した。 

◆（公財）枚方市文化財研究調査会の解散に伴う事業統合に

より、考古学講座、ジュニア文化財学級を引き継ぎ、また

「ひらかた文化財だより」を２ページから４ページに増や

し、内容の充実を図った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

歴史関連イベントの参加者数の累計 

（目標値の根拠） 

過去の実績をもとに年間 1,800人と設定。イベ

ントの開催状況により１年単位の実績数にば

らつきがあるため累積数を目標値とする。 

実績値 

（人） 
13,628 15,342 16,268 

目標値 

（人） 
12,600 14,400 16,200 

達成割合 

（％） 
108.16 106.54 100.42 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑨ 野外活動センター利用促進事業 担当課 スポーツ振興課 
事業費計 

（千円） 
15,617 

概 要 実 績 

◆野外活動センターの利用増を目指し、学校キャンプ（日

帰り･宿泊）を実施しやすくするため、企画段階からサポ

ートを行い、学校ニーズに対応した学校キャンプの促進

を図る「学校キャンプ支援事業」を実施する。（平成 26

年度は試行。平成 27年度から本格実施。） 

◆利用促進のために実施している「学校キャンプ支援事業」

は、小学校 22 校の利用があった。また、中学校について

も４校の利用があった。事業の１つとして、送迎用のバス

借上げを行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

市内小学校のキャンプ利用件数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績又は直近３年の平均のどちらか多い

数 

実績値 

（件） 
27 25 22 

目標値 

（件） 
45 27 25 

達成割合 

（％） 
60.00 92.59 88.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑩ 部活動指導協力者派遣事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
17,796 

概 要 実 績 

◆部活動の活性化と充実を図るとともに、顧問教員の時間

的余裕を生み生徒指導や授業研究の時間を確保するた

め、各中学校に専門的な知識や技能を有する部活動指導

協力者を派遣する。 

 

◆各中学校に専門的な知識や技能を有する部活動指導協力

者を派遣し、部活動の活性化と充実を図るとともに、顧問

教員の負担軽減を図り、生徒と関わる時間や授業研究の時

間を確保するよう努めた。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

中学校部活動指導協力者の派遣回数 

（目標値の根拠） 

派遣回数の上限（１校あたり 370回） 

実績値 

（回） 
5,677 5,873 5,553 

目標値 

（回） 
7,600 7,030 7,030 

達成割合 

（％） 
74.70 83.54 78.99 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 平成 28・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑪ 学校支援社会人等指導者活用事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
8,362 

概 要 実 績 

◆各教科の指導補助、総合的な学習の時間、特別活動など

優れた知識や技能を有する多様な人材を学校教育に活用

することで学校の教育活動を活性化を図る。 

 

 

◆学校園 51 校（園）において、和楽器指導やキャリア教育

における職業講話など学校支援社会人等指導者の活用を

図り、学校の教育活動の活性化を図った。 

 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

学校支援社会人等指導者を活用した回数 

（目標値の根拠） 

活用回数の上限（１校園あたり約 22回） 

実績値 

（回） 
1,533 1,603 1,489 

目標値 

（回） 
1,680 1,640 1,640 

達成割合 

（％） 
91.25 97.74 90.79 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

⑩ 部活動指導協力者派遣事業 地震及び台風等の影響による部活動

数の減少 

顧問教員の負担軽減し、生徒と関わる

時間や授業研究の時間確保に向けて、

引き続き、部活動指導協力者の確保に

努めていく。 

 

基本方策２に対する評価 

豊かな心と健やかな体を育む教育の充実としては、子どもの健康に関する事業や人権に対する意

識向上のための研修など、各事業の取り組みとして、指標の達成状況からも、着実に推進できてい

ると考える。 

 各事業についての意見は、下記のとおりである。 

③人権教育推進事業については、研修会への参加者の増加が続くなどそのニーズが高まっている

と考えられる。 

⑦食物アレルギー対応推進事業については、日々の適切な対応に加え、事故防止の地道な取り組

みが、子どもの安心安全に繋がっている。また、注意喚起などを通じて、今後ともアレルギーの届

出のない生徒が突発的に発症する場合も想定して万全を期していただきたい。 

 ⑧文化財啓発普及事業については、講座等による啓発普及だけでなく、他の手法を用いた取り組

みにより、文化財の普及を進めていただきたい。 

 ⑨野外活動センター利用促進事業については、特徴的なイベントをホームページ等でさらなる情

報発信を行うことで、野外活動センターの利用を促していただきたい。 
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基本方策３ 教職員の資質と指導力の向上 
本市においては新規採用教職員が増加し、経験豊かな多くの教職員の退職が続く中、教職員の世代交

代が進んでおり、倫理観・規範意識及び子ども理解と集団づくり、授業力やマネジメント力など、教職

員一人ひとりの資質と指導力の向上が求められています。 

平成26年度からの中核市移行に伴い、大阪府より教職員研修の権限が委譲されました。そのため、「『学

び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をはぐくむ」をテーマに、本市の教育課

題に即した独自のカリキュラム（指導計画）で教職員研修を実施①し、「経験の浅い教職員の育成」「管理

職及び専門性を備えたリーダーの養成」「小中一貫教育における学力向上に向けた授業づくり・授業改善

への支援」を重点項目とした教職員研修の充実を図り①、明日の枚方の教育を担う教職員を育成します①。 

また、教育的愛情にあふれ、高い意欲と優れた指導力を有する教職員を育成するため、授業の達人に

よる研究授業等により、授業改善につなげること②③で、子どもたちの「確かな学力」と「生きる力」を

育みます。このため、教育委員会の学校支援機能を充実します①。 

さらに、学習指導要領の改訂を見据え、授業改善や組織運営の改善にかかる「アクティブ・ラーニン

グ」や「カリキュラム・マネジメント」など新しい教育課題に向けた研修にも取り組みます①。 

 

主要事業の状況 

① 枚方市教職員育成事業 担当課 教育研修課 
事業費計 

（千円） 
104,668 

概 要 実 績 

◆平成26年度からの中核市移行により、従来大阪府教育委

員会が実施してきた府費負担教職員研修の初任者研修や

10年経験者研修等の法定研修をはじめとする各種研修の

多くを本市教育委員会が実施。 

◆「『学び続ける教職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生

きる力』をはぐくむ」ことを目標に、「経験の浅い教職員

及びミドルリーダーの育成」「学力向上に向けた授業づく

り・授業改善の推進」「校内研究支援」（授業研究・授業

改善・学校支援）の３点を重点項目とし、「基本研修」及

び「専門研修」を計画・実施。 

◆新学習指導要領を踏まえた授業づくり、授業改善及び教

員の授業力の向上等に向け、指導主事や教育推進プラン

ナー（学校教育に関して高い見識や経験を有する校長経

験者等）が学校園を訪問し、経験の浅い教員への指導助

言、校内研修等での指導助言、学校運営への支援を実施。 

◆枚方市が取り組んでいる「教育」を広く市民に情報発信

するとともに、今後の枚方の「教育」の方向性について

市民と共有する場として「枚方市教育フォーラム」を実

施。 

◆平成30年度は、平成29年度に引き続き、「『学び続ける教

職員』を育成し、枚方の子どもたちの『生きる力』をはぐ

くむ」をテーマに、①経験の浅い教職員及びミドルリーダ

ーの育成 ②学力向上に向けた授業づくり・授業改善の推

進 ③「校内研究支援」（授業研究・授業改善・学校支援）

を重点項目として、本市の教育課題に応じた独自のカリキ

ュラムのもと、初任者研修や10年経験者研修をはじめ、教

職員の経験・職務に応じた基本研修及び教育課題や教科等

の専門性を高める専門研修を実施し、教職員の資質・指導

力の向上を図っている。 

平成30年度は、基本研修を164回、専門研修を92回、計256

回実施した。 

 また、教育推進プランナーを中心に、経験の浅い教員の育

成及び学校園運営の支援、校内研究・校内研修の支援等に

1,293回を超える学校訪問を実施した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

研修を受講した教職員が、その研修内容につい

て、各学校園において会議等で実効的な伝達を

したり、授業等で効果的な実践をしたりした割

合 

（目標値の根拠）  

研修の実質的効果 

実績値 

（％） 
98.29 90.04 95.10 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
98.29 90.04 95.10 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成29年度市政運営方針 

実行計画 平成28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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② 授業の達人養成・教科研究事業 担当課 教育研修課 
事業費計 

（千円） 
6,685 

概 要 実 績 

◆児童・生徒の確かな学力を育むため、高い指導力のある

優れた教員の育成を図ることを目的とした「授業の達人

養成講座」と、小中一貫教育における各中学校ブロック

教科等部会のリーダーを対象とした「教科研究講座」の 2

つの講座で実施。 

○授業の達人養成講座 （※段階的に『達人』に認定する

システムを構築する） 

 ・外部講師として年間を通じて大学教授等、教育のスペ

シャリストを招聘。 

 ・教材研究、学習指導案の検討を行い、年間２回の研究

授業（公開授業）を実施。 

 ・先進地域、先進校への視察を実施。 

○教科研究講座 【10部会】 

 国語（小中）、社会（小中）、数学（中）・算数（小）、理

科（小中）・生活（小）、英語（中）・外国語活動（小）、 

 音楽（小中）、美術（中）・図画工作（小）、技術/家庭（中）・

家庭（小）、保健体育（中）・体育（小）、道徳（小中） 

◆平成 29年度より、授業の達人に特化した事業とし、教科

研究講座は、専門研修の枠内での実施とした。 

◆豊かな人間性と高い専門性を有する優れた教員（｢授業の

達人｣）を養成することを目標に、授業の達人養成講座を

実施した。 

平成30年度は、２年間の継続研修の初年度分として実施

し、合計12回の研修を行った。 

研修では、専門的な知識を有する外部講師を招いての講

義・演習や研究授業・実践報告、教材研究及び指導法の研

究、先進地域の視察等を行い、新学習指導要領についての

理解を深め、受講者相互の交流を通して、今求められてい

る授業像を明確にし、自身の実践に生かした。 

また、受講者の授業を指導主事が参観し指導することで、

実践的な指導力を高めるとともに、研修での学びを活かす

意識をさらに高めた。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

受講者の出席率 

（目標値の根拠） 

｢授業の達人養成講座｣の受講者の出席率 

実績値 

（％） 
 88.72 82.90 

目標値 

（％） 
 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
 88.72 82.90 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 学校園活性化事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

基本方策３に対する評価 

新しい学習指導要領が小学校では令和２年度、中学校では令和３年度から全面実施されることを

踏まえ、それらの学習内容・指導方法に対応できる教職員の育成をめざして、充実した研修が実施

されていると考える。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

①枚方市教職員育成事業については、新学習指導要領の完全実施や教職員の世代交代の加速化等

大きな節目を迎えていることから、教育公務員特例法にある教員育成指標を参考にし、引き続き効

果的な研修をめざして、教職員の育成に努めていただきたい。 
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基本方策４ 「ともに学び、ともに育つ」教育の充実 
障害のある子どもをはじめすべての子どもたちが学校・地域社会の中で積極的に交流・活動し、「とも

に学び、ともに育つ」教育を推進する必要があります。また、支援教育を進めるにあたっては、一人ひ

とりの自立に向けた効果的な指導・支援の充実が求められています。 

障害のある子どもと障害のない子どもが交流や共同学習を通じ、ともに学び、互いを理解する教育を

一層充実させる①②とともに、通常の学級においてユニバーサルデザインによる授業づくりに取り組みま

す①②。 

また、平成 28 年４月施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、障害の

ある子ども一人ひとりのニーズに応じた教育環境の整備を進める①②とともに、支援教育に関する教職員

研修の充実に取り組んでいきます③。 

さらに、支援教育コーディネーターを中心として配慮を要する子どもの支援を行う①②とともに、保護

者、支援学校等の関係機関と連携し、支援が必要なすべての子どもについて全教職員の共通理解のもと、

学校全体で支援教育の充実に取り組みます①②。 

 

主要事業の状況 

① 支援教育推進事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
200,049 

概 要 実 績 

◆通常の学級に在籍する発達障害等の児童･生徒への支援

に関し、学校に専門家を派遣し指導・助言する。 

◆児童生徒支援室職員が、学校園、保育所(園）、幼稚園、

医療機関等を巡回し、就学相談を実施する。 

◆小･中学校の支援教育推進の中心となる支援教育コーデ

ィネーターの活動時間を支援するために、非常勤講師を

加配する。 

◆肢体不自由児介助員を配置し、小･中学校の肢体不自由学

級に在籍する児童・生徒の生活、訓練、学習等の介助を

行う。 

◆学校看護師を配置し、医療的ケアを必要とする幼児･児

童･生徒の学校園における日常生活を支援する。 

◆肢体不自由児童・生徒に対し理学療法士による専門的な

機能回復訓練を実施する。併せて支援学級担任に対して

日常訓練の指導・助言を行う。 

◆支援学級入級児童･生徒に対する備品購入及び新設支援

学級の設備整備を行う。 

◆通常の学級に在籍する発達障害等の児童･生徒への支援の

ため、桜丘小学校、蹉跎西小学校、杉中学校、蹉跎中学校

の４校に専門家を派遣し指導・助言を行った。 

◆児童生徒支援室職員が、学校園、保育所(園）、幼稚園、医

療機関等を巡回し、就学相談を実施した。 

◆小･中学校の支援教育推進の中心となる支援教育コーディ

ネーターの活動時間を支援するために、非常勤講師を全小

中学校に加配した。 

◆肢体不自由児介助員 22人を配置し、小･中学校の肢体不自

由学級に在籍する児童・生徒の生活、訓練、学習等の介助

を行った。 

◆学校看護師 23人を配置し、医療的ケアを必要とする幼児･

児童･生徒の学校園における日常生活を支援した。 

◆肢体不自由児童・生徒に対し理学療法士による専門的な機

能回復訓練を実施した。併せて支援学級担任に対して日常

訓練の指導・助言を行った。 

◆支援学級入級児童･生徒に対する備品購入及び新設支援学

級の設備整備を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

支援教育に関する専門的な知識･技能をもつ専

門家の派遣回数 

（目標値の根拠） 

小･中学校専門家、幼稚園巡回相談、理学療法

士等は予算範囲。リーディングチームは前年度

実績の１割増。 

実績値 

（回） 
406 439 453 

目標値 

（回） 
412 412 443 

達成割合 

（％） 
98.54 106.55 102.26 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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② 通学困難児童・生徒通学等タクシー支援事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
6,170 

概 要 実 績 

◆小・中学校に在籍する肢体不自由児や腎炎・ネフローゼ

児等通学が困難な児童・生徒のタクシー利用による通学

費用に対して、支援金の交付を行う。 

◆市内に在住する支援学校等に在籍する通学が困難な児

童・生徒のタクシー利用による通学費用に対して、支援

金の交付を行う。 

◆毎日利用の児童・生徒 12名、雨天時利用の児童・生徒 24

名の通学費用（通学タクシー）に対して、支援金を交付し

た。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

通学タクシーを利用した児童・生徒の人数 

（目標値の根拠） 

年度当初の通学タクシー利用申請人数 

実績値 

（人） 
26 34 36 

目標値 

（人） 
26 28 33 

達成割合 

（％） 
100.00 121.43 109.09 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 枚方市教職員育成事業【再掲】※基本方策３に記載 担当課 教育指導課 

 

基本方策４に対する評価 

障がいのある子どもをはじめ、全ての子どもたちに充実した教育環境の提供をめざして、支援教育に

関する研修や、学校看護師や肢体不自由児介助員の配置など、学習環境の整備・充実が図られており、

他の自治体のモデルとなる充実した事業を実施することができている。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

①支援教育推進事業については、支援学級に在籍する子どもの状況に応じた支援体制の充実が図られ

ている。支援学級数は年々増加傾向にある中、指導者の人材確保が課題となるが、引き続き子どものニ

ーズに対応して、充実した体制の維持に努めていただきたい。 
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基本方策５ 幼児教育の充実 
少子化の進行、核家族化や男女共同参画社会の進展、ひとり親家庭の増加など、子どもの育ちや子育

て支援へのニーズが多様化する中で、子どもの生きる力と個性を育む環境が求められています。幼児期

の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を養う重要なものであり、さまざまな体験を通して幼児が心身と

もに健やかな成長をとげられるよう、幼児一人ひとりの発達や特性に応じた取り組みを進める必要があ

ります。 

幼児教育の目的は「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」ことであり、幼児期（幼稚園・保育所・

認定こども園）の教育と児童期（小学校）の教育を円滑に接続・連携し、幼児一人ひとりの望ましい発

達を育むとともに学級集団に応じた適切な指導を行います①②。 

また、保護者の心身のリフレッシュや短時間就労などのニーズへ対応した預かり保育の実施①や、地域

の未就園児も含め、親子での遊びの場や保護者交流の場の提供、子育て相談の取り組みの推進①など、保

護者支援を充実させます。 

 

主要事業の状況 

① 幼稚園保護者支援充実事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
14,810 

概 要 実 績 

◆幼稚園で一時預かりを実施し、幼児の心身の健全な発達

を促すとともに、幼児教育の充実と保護者の子育て支援

及び就労支援の充実を図る。また、幼稚園を、２・３歳

の未就園児及び保護者が、安心して遊び、交流できる場

として幼児教育教室を実施し、家庭の教育力を高めると

もに、子育て不安の軽減等を図る。 

◆幼児の心身の健全な発達を促すとともに、幼児教育の充実

と保護者の子育て支援及び就労支援の充実を図るため、預

かり保育を実施した。 

（平成 31年３月末日現在 参加人数：延べ 11,662人） 

幼稚園において、２・３歳の未就園児及び保護者が、安心

して遊び、交流できる場として幼児教育教室を実施した。 

（平成 31年３月末日現在 実施回数 延べ 506回） 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

保護者のニーズ（申し込み）に対する幼児教育

教室及び預かり保育実施率 

（目標値の根拠） 

ニーズ（申し込み）に対する実施率 100％ 

実績値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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② 市立幼稚園における３歳児保育実施事業 担当課 教育政策課 
事業費計 

（千円） 
21,773 

概 要 実 績 

◆平成 30年度から全面実施の「幼稚園教育要領」、「保育所

保育指針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」

において、就学前の子ども（３～５歳児）に対する共通

の教育目標が示され、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿」として小学校教育でもこの姿を踏まえた教育課程

の工夫が求められている。このように幼児教育が重要と

される中、教育内容の充実を図るため、市立幼稚園６園

（枚方・高陵・蹉跎・田口山）において平成 31年度から

新たに３歳児保育を実施する。 

また、現在、１・２歳児の小規模保育事業に取り組んで

いる４園（枚方・高陵・蹉跎・田口山）では３～５歳児

の教育時間の前後に預かり保育を実施し、小規模保育事

業と同様に開園（７時～19 時）することで、在園児に対

して切れ目のない教育・保育を提供する「枚方版子ども

園」として開設する。  

◆「就学前の教育と保育施設に係るひらかたプラン（案）」

の基本的な考え方に基づき、平成 31 年度に３歳児保育の

実施および預かり保育時間を拡充するにあたり、関係条例

等の改正、幼稚園施設の改修や必要な備品等の購入をはじ

め、任期付講師や臨時職員の雇用など職員体制の整備を行

った。 

◆平成 31 年度の事業実施にあたり、園児定数、預かり保育

内容などを定めた園児募集要項等を作成し、応募受付、入

園決定を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

３歳児定員に対する入園児数 

（目標値の根拠） 

平成 31年度３歳児定員 

 

実績値 

（人） 

 
 139 

目標値 

（人） 

 
 160 

達成割合 

（％） 

 
 86.88 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 30年度９月補正実行計画 

関連計画 ― 

 

基本方策５に対する評価 

３歳児保育を実施するなど幼児教育の充実に向けて保護者のニーズに応じた事業の推進ができて

いる。 

潜在的な待機児童について、教育委員会においてもできる限り状況を把握し、より市民のニーズ

にあった幼児教育の充実を図っていただきたい。 
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基本方策６ 地域とともにある学校づくりの推進 
近年、子どもを取り巻く環境が大きく変化しており、未来を担う子どもたちを健やかに育むためには、

学校、家庭及び地域がそれぞれの役割と責任を自覚しつつ、地域全体で教育に取り組む体制づくりが必

要であり、保護者や地域住民とともに学校運営を進める「地域とともにある学校づくり」の推進が求め

られています。 

保護者や地域住民の理解や協力を得て、各学校において特色ある教育活動を展開していくため、子ど

もが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みやコミュニティスクールなど学校運営に地域住民や保護

者が参画する体制の構築に取り組みます①。 

 

主要事業の状況 

① コミュニティ・スクール推進事業 担当課 教育指導課 
事業費計 

（千円） 
429 

概 要 実 績 

◆保護者や地域住民等から構成され、学校運営や運営への

必要な支援に関して協議する枚方におけるコミュニテ

ィ・スクールを小学校に順次に設置する。また、研究会

等を開催し、枚方におけるコミュニティ・スクールの実

践事例の紹介、設置校の取り組みの発信を行い、「地域と

ともにある学校づくり」を推進する。 

◆枚方におけるコミュニティ・スクールを小学校５校（枚方

第二・香里・氷室・山之上・川越小）において設置した。 

各コミュニティ・スクールにおいて、校長が作成する学校

運営の基本方針が承認されるとともに、学校と家庭、地域

が連携・協働し、子どもたちの健やかな成長を支えていく

学校づくりを進めていくことが確認された。また、各委員

が学校への理解を深めるため、学校行事への参加や授業の

参観等を行った。 

 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

「コミュニティ・スクールなどの仕組みを生か

して、保護者や地域の人との協働による活動を

行いましたか」に対して強い肯定的回答の割合 

（目標値の根拠） 

強い肯定的回答の割合 100％ 

実績値 

（％） 

 
 100.00 

目標値 

（％） 

 
 100.00 

達成割合 

（％） 

 
 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 30年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

基本方策６に対する評価 

事業対象校においては、学校の様々な課題を保護者や地域住民とともに共有でき、協力して課題解

決に取り組めたことは、コミュニティ・スクールとした効果だと思われる。市内の全小学校をコミュ

ニティ・スクールにするにあたって順調に事業が実施されている。 

今後も、学校運営協議会の機能を生かし、地域とともにある学校づくりをめざして、コミュニティ・

スクール化を推進していただきたい。 
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基本方策７ 学びのセーフティネットの構築 
近年、登下校時の交通事故や不審者等により子どもが犠牲となる事件･事故が生じており、子どもが安

全で安心して学べる環境づくりが求められています。 

また、インターネット等によるいじめや、学校生活や家庭環境などさまざまな理由による不登校等、

生徒指導上の課題が深刻化する中、子どもたちが安全に安心していきいきと学校での時間を過ごせる環

境づくりが必要です。 

子どもが安全で安心して学べる環境づくりについては、オートロックや機械警備などによる学校施設

内の安全確保①や、地域で行われている子どもの安全を見守る活動との連携、防犯カメラなどによる通学

路の安全対策②の強化、不審者情報等の緊急情報を保護者にメールで配信するシステムを有効活用する②

とともに、近年の子どもが巻き込まれた事件・事故や、大規模災害の教訓を生かし、子ども自らが危険

を回避する能力を養う安全・防災教育を推進します②。 

安全に安心していきいきと学校での時間を過ごせる環境づくりについては、学校・家庭・地域・関係

機関が連携し、相談体制を充実させる③④⑤とともに、学校においては、生徒指導体制の充実を図り⑥、い

じめの未然防止や早期発見⑦、不登校児童・生徒への支援に取り組みます⑧⑨。 

また、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や、児童虐待について、

中央子ども家庭センターや子ども総合相談センターなど関係機関との連携を強化します⑦⑩。 

 

主要事業の状況 

① 小学校安全監視事業 担当課 学校規模調整課 
事業費計 

（千円） 
32,169 

概 要 実 績 

◆全小学校の正門に設置した監視カメラ、正門のオートロ

ック装置に連動したワイヤレスモニター子機付きインタ

ーホン及び監視カメラの映像を録画するデジタルレコー

ダーを活用し安全監視を実施する。 

◆来校者の多い時間帯や児童の下校時間に人的配置を行

い、人の目による安全監視を行う。 

 

◆監視カメラ及び校門のオートロック装置に連動したワイ

ヤレスモニター子機付きインターホンの活用に加え、来校

者の多い午前中（８時 30 分から 12 時 30 分まで）及び児

童の下校時間（原則として 14時 30分から 16時 30分まで）

に、地域・保護者の協力を得ての安全監視ボランティアや、

シルバー人材センターへ委託しての安全監視員の配置を

行うとともに、地域ぐるみ、まちぐるみで子どもの安全を

確保しようという意識を高めていくため、市のホームペー

ジやＦＭひらかたなどを利用して、事業についての広報・

ＰＲを行った。 

◆各小学校の安全監視日誌にて、安全監視ボランティア、安

全監視員の活動中に安全・安心な学習環境が確保されてい

ることを確認した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

児童在校中の小学校への不審者の侵入件数 

（目標値の根拠） 

全小学校の侵入事案なし 

実績値 

（件） 
０ ０ ０ 

目標値 

（件） 
０ ０ ０ 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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② 通学路等安全対策事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
33,492 

概 要 実 績 

◆交通量が多く、信号機のない横断歩道や踏切等の通学路

の危険箇所に対して、交通専従員、交通指導員を配置し、

児童の登下校の安全を図っている。関係機関と連携し、

児童の通学環境の改善に取り組み、交通専従員、交通指

導員の効率的・効果的な配置を行う。 

◆関係機関と連携した通学路の合同点検を実施する。 

◆学校園において、危機管理マニュアルを見直し、実践的

な避難訓練を実施する。 

◆学校園においては、一般の安全指導の他、交通安全教室

等を実施する。 

◆小学校において、胸骨圧迫と AED の取り扱いに特化した

救命講習を実施する。 

◆小学校において防災キャンプを実施する。 

◆学校園において、メール配信システムを活用し、不審者

情報や暴風警報等発令時の具体的な対応を関係機関、保

護者に提供する。 

◆小学校 18校（30箇所）に 57人の交通専従員・交通指導員

を配置し、児童の登下校の安全確保を図った。 

◆小学校を通じて報告のあった危険個所について児童生徒

支援室で集約し、「枚方市通学路交通安全プログラム」に

基づき、道路管理者、教育委員会、警察署等で構成する通

学路安全対策連絡会議で協議を進めている。９月に菅原東

小学校区、氷室小学校区、１月に山之上小学校区、２月に

五常小学校区にて合同点検を実施した。 

◆市として統一した地震発生の対応及び大雨警報等発表時

の対応を策定し、各学校園ではその内容も含めた危機管理

マニュアルを見直した。また、内容がより充実したものに

なり、実践的な避難訓練を実施した。 

◆各学校において、交通安全教室及び救命講習が適切に実施

された。 

◆防災キャンプについては、５月に蹉跎小学校、９月に津田

南小学校、１月に樟葉北小学校で実施した。 

◆各学校園において、メール配信システムを活用し、緊急の

情報等を保護者に提供した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

交通専従員、交通指導員の配置人数 

（信号機の設置等で安全確保できたところか

ら、交通指導員等を順次廃止する。） 

（実績値）配置人数 

（目標値）前年度実績 

（達成割合）配置人数に対する削減割合 

実績値 

（人） 
55 58 57 

目標値 

（人） 
56 55 58 

達成割合 

（％） 
101.79 94.55 101.72 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

③ 「心の教室相談員」配置事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
8,679 

概 要 実 績 

◆全小学校に、「心の教室相談員」を配置し、児童・保護者

に対する教育相談及び教職員への助言を行う。 

◆相談員を、児童数に応じて、１校につき年間 20回～35回

派遣する。 

◆全 45小学校に 25人の相談員を配置し、児童・保護者・教

職員からの相談に応じた。事案によっては、中学校配置の

スクールカウンセラーと連携して対応にあたった。 

◆心の教室相談員連絡会を年間２回実施した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

心の教室相談員の年間総配置回数 

（目標値の根拠） 

小学校１校あたりの平均配置回数を 31回とす

る。 

※ 45（校）×31（回） 

実績値 

（回） 
1,372 1,360 1,373 

目標値 

（回） 
1,395 1,395 1,395 

達成割合 

（％） 
98.35 97.49 98.42 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

④ スクールアドバイザー派遣事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
1,858 

概 要 実 績 

○スクールアドバイザーの業務 

◆事件、事故等緊急を要する事例に対しての派遣を行って

いる。 

 

○スクールアドバイザーとして派遣する者 

◆臨床心理士等の専門的な知識・経験を有する者の中から、

児童生徒支援室が依頼した者 

◆平成 30年度は、12校（小学校６校、中学校６校）に、延

べ 32回アドバイザーを派遣した。 

◆事件・事故に直面した児童・生徒・教職員等の心のケアに

当たるとともに、平成 30 年度は、大阪北部地震に対して

の心のケアのため、災害対策費から報償金の再配当を受

け、緊急支援も行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

スクールアドバイザーを派遣した回数 

（目標値の根拠） 

前年度実績 

実績値 

（回） 
12 28 32 

目標値 

（回） 
6 12 28 

達成割合 

（％） 
200.00 233.33 114.29 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑤ 教育相談事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
16,467 

概 要 実 績 

○子どもの笑顔守るコール(いじめ専用ホットライン・教育

安心ホットライン) 

◆幼児・児童・生徒やその保護者等に対する電話による教

育相談を行う。（平日 9：00～17：00） 

○継続教育相談 

◆幼児・児童・生徒やその保護者等に対する面談による教

育相談を行う。（要予約 月～金） 

○メンタルヘルス相談 

◆教職員に対するメンタルヘルス相談を行う。（要予約 

月・金の午後） 

◆幼児・児童・生徒やその保護者等に対する電話及び面談に

よる教育相談、また、教職員のメンタルヘルス相談を行う

ことにより、それぞれが抱える課題等について適切に支援

した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

電話、来館による年間相談延べ件数（子どもの

笑顔守るコール+教育文化センター内での継続

教育相談+教育文化センター内でのメンタルヘ

ルス相談） 

（目標値の根拠） 

子どもの笑顔守るコール、継続教育相談、メン

タルヘルス相談の延べ件数の前年度実績 

実績値 

（件） 
1,723 1,902 1,888 

目標値 

（件） 
1,576 1,723 1,902 

達成割合 

（％） 
109.33 110.39 99.26 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑥ 生徒指導充実事業 担当課 教職員課 
事業費計 

（千円） 
32,526 

概 要 実 績 

◆生徒一人ひとりの状況に応じた支援や指導をするため、生

徒指導主事は、スクールカウンセラー等とより緊密に連携

し、専門的な立場からアドバイスを受け、担任や学年に対

しての指導・助言に当たる。教員は、生徒たちへの接し方

を工夫し、一人ひとりに対してよりきめ細かな指導を行

う。 

◆生徒指導体制を強化する必要があると認められる学校に

加配講師を配置することにより、授業が軽減された生徒指

導主事が中心となり、生徒の実態を踏まえた人権教育等を

充実させたり、いじめや暴力行為などの問題行動に対して

迅速かつ適切に指導を行う。 

◆各学校において策定のいじめ防止基本方針に基づき枚方

市生徒指導マニュアル（いじめ防止編）を用いた教職員の

研修及び児童・生徒に対するいじめアンケートの実施、枚

方市生徒指導マニュアル（体罰防止編）を用いた教職員の

研修等により、いじめの未然防止と体罰の根絶に努める。 

◆加配希望があった学校からの調書等、複数の観点から精

査した結果、平成 30年度は中学校７校に市費負担任期付

教員を１人ずつ配置し、１校には非常勤講師１人を配置

した。現在、生徒指導主事が中心となって、生徒の実態

を踏まえた人権教育等を充実させたり、いじめや暴力行

為などの問題行動に対して関係機関と連携し、迅速かつ

適切に指導を行っている。加えて、年度当初及び夏季休

業期間中等に、枚方市生徒指導マニュアル（いじめ防止

編）（体罰防止編）等を用いた教職員研修を実施し、いじ

めの未然防止と体罰の根絶に努めている。 

◆加配講師（任期付講師）配置校 

Ｈ30年度 
第四中・中宮中・楠葉中・桜丘中・蹉跎

中・招提北中・長尾西中 

Ｈ29年度 
第四中・招提中・杉中・山田中・渚西中・ 

蹉跎中・招提北中 

Ｈ28年度 
第四中・招提中・杉中・山田中・渚西中・

蹉跎中・招提北中 

※上記以外の中学校には府及び市から非常勤講師を配置 

 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

任期付講師配置校における暴力行為の発生件

数 

（目標値の根拠） 

暴力行為発生件数が前年度より 10％減少 

 

※Ｈ30年度の発生件数は、暫定値 

実績値 

（件) 
62 57 48 

目標値 

（件) 
60 56 51 

達成割合 

（％） 
96.80 98.20 105.88 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子供たちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑦ いじめ問題対策事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
12,804 

概 要 実 績 

◆枚方市の関係部課と外部関係機関に属する者で構成され

る「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」の定例会を年３

回開催する。 

◆枚方市学校いじめ対策審議会定例会を年２回開催する。

また、必要に応じて臨時会を開催する。 

◆幼児対象人形劇の実施（「枚方市いじめ問題対策連絡協議

会」の取組の一つ） 

◆ひらかた学校支援チーム；弁護士、心理・福祉の専門家、

校長経験者等で構成する支援チームが学校園を巡回し、

幼児・児童・生徒の様子や学校園の状況を確認、助言を

行う。 

◆「ストップ！いじめ」全小・中学校の新入生の保護者を

対象に、いじめ問題に対する啓発冊子として配付。 

◆枚方市いじめ防止基本方針の改定及び概要版の作成・配

付。 

◆「枚方市いじめ問題対策連絡協議会」の定例会を５月、10

月、１月に開催した。 

◆枚方市学校いじめ対策審議会は、定例審議会２回、臨時審

議会１回の計３回実施した。 

◆いじめの未然防止のための幼児対象人形劇は、希望 24 施

設のうち 10施設において 10月から 12月に実施した。 

◆ひらかた学校支援チームで 120回学校園を訪問し、学校に

おける問題解決のための支援を行った。 

◆家庭と連携した「いじめ問題」防止の啓発のため、「スト

ップ！いじめ」を４月、小・中学校の新入生保護者に配付

した。 

◆枚方市学校いじめ対策審議会からの提言を踏まえ、枚方市

いじめ防止基本方針を９月に改定し、学校園に通知した。

これに基づいて、引き続き、いじめの未然防止、早期発見・

早期解消に向けて取り組んでいる。また、枚方市いじめ防

止基本方針の改定に伴い、「枚方市いじめ対応マニュアル」

を作成した。 

◆各学校においては、学期に１回以上、児童・生徒に対する

いじめアンケートと教育相談を実施し、いじめの未然防止

に努めた。また、生起したいじめ事案は組織的に対処し、

解消に向けて取り組んだ。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

認知したいじめの解消率 

（目標値の根拠） 

年度内に小･中学校において認知したいじめを

100％解消する。 

小学校と中学校ではいじめの認知件数に差は

あるが、ここでは小･中学校合わせた解消率と

する。 

 

※Ｈ30年度は暫定値 

実績値 

（％） 
97.90 80.20 80.60 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
97.90 80.20 80.60 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28･29･30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑧ 不登校児童・生徒支援事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
12,237 

概 要 実 績 

◆枚方市不登校支援協力員連絡会を開催し情報交換を図

る。 

◆月１回中学校区ごとに小中学校間の情報交流を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆不登校の兆候が見えた生徒に対して、その要因や背景に応

じた適切な支援を行うことにより、不登校の未然防止に努

めた。不登校生徒に対しては、不登校生徒に対しては、不

登校支援協力員により、校内適応指導教室などを活用し

て、教育相談や学習支援を行った。 

◆市内全中学校に不登校支援協力員を配置し、不登校の未然

防止に取り組むとともに、不登校生徒の要因や背景に応じ

た適切な支援を行った。 

◆新たな不登校を生まない取組として、生徒指導主事やこど

も支援コーディネーターと連携して情報共有を図った。 

◆枚方市不登校支援協力員連絡会を年間３回実施した。 

◆枚方市小・中学校生徒指導連絡会を年間 11 回開催し、各

回において小・中学校間連絡会を実施した。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

市内全中学校における不登校出現率(５月１日

現在の全中学校在籍人数に対して、不登校の欠

席が 30日以上の合計） 

（目標値の根拠） 

目標値の設定は、公表されている府の公立中学

校過去５年の不登校出現率の平均 

実績値 

（％） 
3.38 3.72 4.23 

目標値 

（％） 
3.20 3.26 3.36 

達成割合 

（％） 
94.38 87.63 74.11 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 平成 28年度・平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑨ 適応指導教室事業 担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
17,103 

概 要 実 績 

○入室児童・生徒 

◆学習活動・体験活動・創作活動等学校復帰を含めた自立

のための指導・支援を行う。 

 

○訪問指導 

◆学生指導員が家庭訪問を行い、主体的な活動への支援を

行う。 

 

○馬とのふれあい体験 

◆馬の世話を通して、不登校状態にある児童・生徒の指導・

支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

○入室児童・生徒 

◆主に、心理的要因で不登校状態にある児童・生徒に対し、

教育文化センターに設置している適応指導教室「ルポ」で

学習楽支援、グループ活動、カウンセリング、キャンプ、

保育体験、福祉体験、馬とのふれあい体験などを通し、支

援・指導を行った。 

 

○訪問指導 

◆訪問指導において、保護者の悩みを聴くとともに、生徒の

状況に良い変化を見て取ることができた。学生指導員と担

当指導主事は、毎週水曜日、10時から２時間程度家庭訪問

を実施した。 

 

○馬とのふれあい体験 

◆「セルプわらしべ」にて、５日間、延べ 12名参加。 

①平成 30年 11月６日（火）・７日（水）・８日（木） 

②平成 31年２月５日（火）・７日（木 

※６日（水）参加なく、未実施。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

適応指導教室「ルポ」への入室基準を満たし、

登室を承認された児童・生徒が、登室した割合 

※平成 30年度の適応指導教室「ルポ」児童・

生徒数は 45人。 

（目標値の根拠） 

「ルポ」への登室 100％ 

実績値 

（％） 
89.70 76.10 77.70 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
89.70 76.10 77.70 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 平成 28年度・平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑩ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業  担当課 児童生徒支援室 
事業費計 

（千円） 
15,100 

概 要 実 績 

◆配置または派遣する学校の教職員とのチーム体制によるケ

ース対応 

◆教職員と連携した校内ケース会議のファシリテーションや

福祉的手法のアドバイス 

◆小中合同ケース会議等、小・中学校教職員が協働した小・

中学校間連携の推進 

◆学校と関係機関等との連携のコーディネート 

◆中学校派遣のスクールカウンセラーとの連携 

◆小中一貫教育を見据えた系統性・継続性のある生徒指導体

制の構築 

◆枚方市教育委員会が開催する研修会、連絡会等への参加 

◆スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザーは、スク

ールソーシャルワーカーへの指導助言 

◆その他、教育長が認める事項に関すること 

◆社会福祉士の資格を有するより専門性の高いＳＳＷを

増員するなど、全体の構成や活動回数の見直しを行っ

た。 

◆４中学校区に社会福祉士の資格を有するＳＳＷを１人

ずつ配置し、小学校５校に教員免許を有するＳＳＷ（４

人）と社会福祉士の資格を有するＳＳＷ（１人）を１人

ずつ配置した。 

◆社会福祉士の資格を有するＳＳＷを配置または派遣し

た学校において、校内または拡大ケース会議のファシリ

テーションや福祉的手法を助言している。この中で、関

係機関やＳＣ等とも連携している。 

◆枚方市教育委員会が開催している連絡会等を７回実施

した。 

◆スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザーは、全

15回、チーフ・スクールソーシャルワーカーへのスーパ

ーバイズを実施した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

スクールソーシャルワーカー等の活動回数 

（目標値の根拠） 

ＳＳＷ･ＳＶ 12回、チーフＳＳＷ 55回×４人、

ＳＳＷ 140回×５人 

実績値 

（回） 
1,017 1,007 868 

目標値 

（回） 
1,022 1,022 932 

達成割合 

（％） 
99.51 98.53 93.13 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 28･29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

⑧ 不登校児童・生徒支援事業 児童・生徒の不登校の要因は様々であ

り、それぞれの課題が解決できなかっ

たため。 

・市内小中学校に不登校支援協力員を配

置し、各校において教室以外の居場所

を確保し、支援する。 

・小学校から中学校への接続において、

丁寧な引継ぎをするよう小中学校へ指

導する。 

・スクールソーシャルワーカーやスクー

ルカウンセラー、心の教室相談員など

が適切に見立てを行い、不登校傾向に

ある児童・生徒に応じた支援を行う。 

⑨ 適応指導教室事業 申請希望したものの、適応指導教室「ル

ポ」に登室することができない児童・

生徒がいたため。 

・登室を承認された児童・生徒が適応指

導教室「ルポ」での活動を通して、自

ら「登校しよう」という意思が持てる

よう、指導員は支援・指導していく。 
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基本方策７に対する評価 

 いじめや不登校などの学校生活における課題に対応した事業や生徒指導の充実を図っており、安全

で安心して学べる環境づくりの推進に向け、事業が進められている。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

③「心の教室相談員」配置事業については、益々ニーズが増すと考えられることから、長時間の相

談対応を含め、事業の効果的運用の工夫を図っていただきたい。 

④スクールアドバイザー派遣事業について、大阪府北部地震後の対応支援などその機能を果たして

いる。成果を分かりやすくするため、指標を利用必要数に応じた対応割合としてはどうかと考える。 

⑧不登校児童・生徒支援事業については、今後の方針を確実に実行することで、子どもや学校の支

援の充実を図っていただきたい。 
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基本方策８ 学びを支える教育環境の充実 
少子化の進行による児童・生徒数の減少や学校施設の老朽化が進む中で、学校施設の更新や教育の情

報化の推進など、より安全で充実した教育環境が求められています。また、教職員の多忙化が課題とな

る中で、教職員が授業や子どもたちと向き合う時間を確保するための取り組みが必要です。 

多くの学校施設で建築後相当年数が経過し、老朽化が進んでいることから、学校施設を計画的に更新

整備します①②。また、適正な学校規模とする学校配置等の適正化に取り組みます③。 

また、ＩＣＴ（情報通信技術）を効果的に活用したわかりやすく深まる授業を実現するため、子ども

が授業で使うＩＣＴ機器を計画的に更新するなど教育の情報化を推進します④。 

さらに、教職員が子どもと向き合い、指導に専念できる時間をより多く確保するため、ＩＣＴを活用

し通知表や指導要録等の事務処理を軽減する⑤とともに、より効果的・効率的な学校運営に向けての見直

しや、教職員の健康保持など勤務環境の整備に取り組みます。 

安全で安心な給食を安定的に提供する⑥⑦ため、老朽化が進む小学校給食調理場の計画的な更新整備に

取り組みます⑧。 

 

主要事業の状況 

① 学校園施設維持補修事業 担当課 まなび舎整備室  事業費計 

（千円） 
1,547,586 

概 要 実 績 

◆「枚方市市有建築物保全計画」（以下「保全計画」とする。）

に基づき校舎、園舎、体育館等の建物や電気・機械・給

排水設備等施設全般の維持保全及び予防保全工事を行

う。 

◆プール施設など、保全計画外の改修工事を行う。 

◆学校園からの要望に基づき学習環境の改善等に伴う施設

の整備を行う。 

◆各施設の建築物・設備などの点検業務等を行う。 

◆保全計画に基づく工事を 18件、保全計画外の工事を 25件、

震災関連工事として 43件の緊急工事をおこなった。また、

学校園からの要望により漏水修理や教室の扉修理、電気の

器具修理を 409件実施した。また、各施設の建築物や設備

の点検及び、次年度の保全工事等の実施設計を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

保全計画等の工事施工件数 

（目標値の根拠） 

保全計画等の施工予定件数 

実績値 

（件） 
57 79 43 

目標値 

（件） 
59 81 45 

達成割合 

（％） 
96.61 98.00 95.55 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 平成 30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 枚方市市有建築物保全計画 
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② 学校施設整備事業 担当課 まなび舎整備室  事業費計 

（千円） 
951,670 

概 要 実 績 

◆平成 25年３月に、国から「学校施設の老朽化対策につい

て（学校施設老朽化対策ビジョン）」が公表された。同ビ

ジョンにおいては、「昭和 40年台後半から 50年代にかけ

て日本全国で多くの学校建設がなされ、施設の更新時期

を迎えつつある中、安全面・機能面・環境面・財政面か

ら老朽化対策が必要である。従来は建築後 40年程度で改

築されていたが、技術的に構造躯体の延命は可能である

ことから、改築より費用面・環境面の負担が少なく、改

築と同様の質的向上が図れる長寿命化改修へと転換する

ことが必要である。」旨が述べられている。 

 

◆本市においても、多くの学校施設で建築後相当年数が経

過し、老朽化が進行してきており、将来的な施設耐用年

数の到来に伴い、多額の費用を要する施設の更新が一定

期間に集中することから、本市財政への影響が懸念され

る。今後、財政負担の平準化やコストの縮減を図りつつ、

時代のニーズに適した教育環境の質的向上等に向けた学

校施設へ更新していくためには、計画的な施設整備を図

っていく必要があることから、国の「学校施設老朽化対

策ビジョン」を踏まえた、学校施設整備に関する中長期

的な計画の策定に取り組むものである。その後、策定し

た計画に基づき、学校施設の更新を順次図っていく。 

◆平成 29年度桜丘小学校・香里小学校、平成 30年度第一中

学校の長寿命化改修の実施設計が完了し、津田中学校・樟

葉小学校は実施設計を進めている。 

また、工事は、桜丘小学校について完了し、香里小学校・

第一中学校について本体工事を開始している。 

 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

基本設計・実施設計を実施した学校数 

（目標値の根拠） 

枚方市学校施設整備計画の第 1期実施計画（前

期）の整備校数 

実績値 

（校） 
３ ４ ５ 

目標値 

（校） 
２ ５ ５ 

達成割合 

（％） 
150.00 80.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 枚方市学校施設整備計画 

 

③ 学校規模等適正化事業 担当課 学校規模調整課 
事業費計 

（千円） 
23,058 

概 要 実 績 

◆将来における適正な学校の配置等を進めるため、審議会

での答申を踏まえ、基本方針を策定し学校統合に向けた

取り組みを進める。 

◆「枚方市学校規模等適正化基本方針」に基づき、高陵小学

校と中宮北小学校の学校統合に向けて理解と協力を得る

ため保護者や地域コミュニティと協議等を行った。 

◆樟葉小学校の教室数不足に係る課題解消のため、保護者や

地域コミュニティと協議を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

実施プランの策定 

（目標値の根拠） 

実施プラン策定に関する進捗状況 

実績値 

（％） 
109.09 133.33 0 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
109.09 133.33 0 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 未達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

④ 学校ＩＣＴ機器等整備業務【再掲】※基本方策１に記載  担当課 教育政策課 

 

⑤ 校務の情報化推進事業 担当課 教育政策課 
事業費計 

（千円） 
23,206 

概 要 実 績 

◆校務支援システムを導入し、学校における児童・生徒の

情報を電子化して一元管理し、その情報を通知表、指導

要録、出席簿等の作成や、成績・保健管理等に活用する

ことで、教職員の事務を軽減し、児童・生徒と向き合う

時間の確保と、よりきめ細かな指導による教育の質の向

上を図る。また、個人情報等を含むデータをサーバによ

り一元管理することで個人情報の持ち出しを防ぎ、学校

内の情報セキュリティの向上を図る。 

◆平成 31 年２月に、校内システム担当者や教務主任等を対

象に、年度移行を円滑に行うための研修を行った。 

 

◆平成 31 年２月に全教職員を対象に、システムを使用する

上での困難さや事務負担の軽減等についての実感を問う

アンケートを実施した。アンケートの結果を分析した結

果、「成績処理・通知表作成」、「指導要録作成」、「出席簿

作成」において、事務負担軽減に効果があったと思う教員

の割合が、平成 29年度の同調査と比較し合計 11ポイント

上昇した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

教職員向けのアンケート調査において、通知表

の作成事務にかかる時間が５時間未満の割合 

（目標値の根拠） 

導入当初に設定した目標（教員の４人に１人が

システム導入以前の平均時間である 10時間の

半分以下の時間数を基準として設定） 

実績値 

（％） 
23.10 25.60 22.30 

目標値 

（％） 
25.00 25.00 25.00 

達成割合 

（％） 
92.40 102.40 89.20 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑥ 学校給食事業 担当課 おいしい給食課 
事業費計 

（千円） 
1,363,203 

概 要 実 績 

◆全小学校の児童を対象に、２箇所の共同調理場及び 28箇

所の単独調理場において調理、配送、食器・食缶等の洗

浄、物資搬入管理、衛生・安全管理等の業務を直営また

は委託で実施するとともに、米飯の炊飯や検便等の業務

について業務委託により実施する。 

◆全中学校の生徒を対象に、第一学校給食共同調理場にお

いて調理、配送、食器・食缶等の洗浄、物資搬入管理、

衛生・安全管理等の業務を委託で実施するとともに、米

飯の炊飯や検便、施設の機械警備等の業務について業務

委託により実施する。 

◆中学校給食は、平成 28年度から選択制ランチボックス方

式により希望する生徒への提供を行っている。 

◆安全で栄養バランスの取れた美味しい学校給食を確実に児童

生徒へ提供することができた。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

小・中学校給食提供食数 

（目標値の根拠） 

年間の給食提供食数。 

小学校は、 

（１学期始業式現在の児童、教職員数） 

×平均給食実施日数 

中学校は、 

全生徒数×目標喫食率×平均給食実施日数 

実績値 

（食） 
4,780,222 4,923,900 4,861,772 

目標値 

（食） 
4,863,954 5,000,549 5,060,892 

達成割合 

（％） 
98.28 98.47 96.07 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

⑦ 中学校給食充実事業 担当課 おいしい給食課 
事業費計 

（千円） 
4,771 

概 要 実 績 

◆選択制の中学校給食について、喫食率向上に向けた取り

組みを進める中で、生徒・保護者の意向も踏まえ、全員

喫食への拡充を目指す。 

 

◆中学校給食喫食率向上への取り組みとしては、毎月、全生徒

へ向け、カラー刷りで写真付の献立表や給食だよりを発行する

こと、ＰＲ動画を使用しての試食会の開催、献立コンテストの開

催やその入賞献立を使用した給食提供など、生徒の給食に対

する興味関心を醸成するよう様々な手法で取組を進めた。喫

食率については、中学校給食開始直後の平成 28 年４月が

22.2％であったものが、30年度は、11月の33.4％をピークにほ

ぼ横ばいの状況が続いた。 

◆全員喫食の実現に向けては、民間調理事業者の意向調査を 

行うとともに、５つの新しい手法と 4 つの比較検討項目の作成

を行い、最も優れている手法について協議・検討を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

中学校給食の喫食率 

（目標値の根拠） 

中学校給食の平成 30年度目標喫食率 

実績値 

（％） 
25.70 32.20 32.80 

目標値 

（％） 
30.00 40.00 45.00 

達成割合 

（％） 
85.67 80.50 72.89 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑧ 第三学校給食共同調理場の老朽化対策事業  担当課 おいしい給食課 
事業費計 

（千円） 
160,765 

概 要 実 績 

◆第三学校給食共同調理場の老朽化対策のため、既存の小

学校単独調理場６箇所を共同調理場又は親子方式調理場

に転換し、今後必要となる調理・配送能力を確保できる

よう改築・改修を行い、小学校給食の安定的・継続的な

提供を確保する。 

 

◆２学期から招堤、３学期から長尾の親子調理場の供用を開始

し、招提では交北、長尾では殿二の給食調理を自校分に加え

て行った。 

また、次年度からの供用開始を見据え、春日、桜丘北の２カ所

の親子調理場について改築・改修の工事契約を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

供用開始した調理場数 

（目標値の根拠） 

当該年度中に供用開始する予定の調理場数 

 

※上記の指標に、Ｈ30年度より変更 

実績値 

（場数） 
０ ０ ２ 

目標値 

（場数） 
０ ０ ２ 

達成割合 

（％） 
０ ０ 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 16 子どもたちの生きる力を育む教育が充実したまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 29年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

③ 学校規模等適正化事業 「枚方市学校規模等適正化基本方針」

に基づき、高陵小学校と中宮北小学校

の学校統合に向けて「実施プラン」を

作成できるよう、地域や保護者と協議

中のため。 

地域と保護者に理解と協力を得なが

ら、令和元年度（2019年度）中に「実

施プラン」を作成できるよう取り組む。 

⑦ 中学校給食充実事業 学校別の喫食率では、50％超から 20%

未満までバラつきがあり、多くの生徒が

給食を選択しない理由として、友達関係

で給食を選択するかどうかが、影響して

いることもあり本来目標としていた数値

に届かなかった。 

更なる取り組みとして、中学校間で喫食

率に 50％超から 20%未満までバラつき

があるため（最大 54.9％・最小 15.2％）、

学校の状況に応じたPR活動を行ってい

く。 

 

基本方策８に対する評価 

学校園の施設整備やＩＣＴ環境の整備、学校給食環境の整備などについては、円滑に事業実施でき

ていると考える。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

⑦中学校給食充実事業について、更なる喫食率の向上に向けて、ＰＲ活動などに取り組んでいただ

きたい。 
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基本方策９ 基礎的な知識・技術の学習機会の提供と図書

館の充実 
社会が激しく変化し、複雑になる中で、生涯にわたり自らに必要な知識や能力を身に付けることが必

要となっています。そうしたことを支えるためには、子育て、健康・医療・介護、職業、情報社会、安

全・防災、環境問題など、様々な課題に関する学習機会が生涯にわたって提供されることが必要です。 

それぞれの分野における様々な行政部門・団体との連携を強めながら、特に基礎的な知識・技術の学

習機会の提供に取り組みます①。 

図書館においては、資料の計画的・系統的な収集など②の基礎的な図書館サービスを充実するとともに、

居心地の良い図書館空間の提供③⑧と図書館内外への積極的な情報提供などにより、市民の生活及び職業

上の課題や地域課題の解決のための支援を強化します④。 

また、読書が果たす重要な役割を踏まえ、学校図書館に対する中央図書館の支援を強化する⑤とともに、

子どもの読書活動の推進のための取り組みや、成人の読書習慣と情報活用能力の向上に取り組みます⑥⑦。 

 

主要事業の状況 

① 社会教育活動推進事業 担当課 社会教育課 
事業費計 

（千円） 
12,067 

概 要 実績 

◆社会教育基礎講座…人が地域で生活していくために必要

な基礎的な知識や技術の習得の機会を提供する。 

◆家庭教育支援事業…自分の子育てを振り返る機会を提供

し、“気づき”を促す。また、親と子が協力し一つのこと

を成し遂げたり、何かを作ったりすることで、コミュニ

ケーションを図り、父親の家庭教育への参加を促す講座

を開催する。 

◆社会教育（人権）講座等…お互いの違いを理解し、尊重

することの大切さについて考える機会の提供などを行う

講座を開催する。 

 

◆平成 30 年度は、『地域と守る、大切な“あなた”』を共通

のテーマに設定し、以下の事業を実施した。 

◆社会教育基礎講座は、「地域で支える認知症～誰もがいつ

までも安心して暮らせる社会をつくる～」に 66 人（定員

50 人）、「災害から身を守る！子育て世代編」に 12 人（定

員 20人）、「災害から身を守る！シニア編」に 22人（定員

20人）の参加があった。 

◆家庭教育支援事業は、「親学び講座」に 10人（定員 10人）、

「親子で探そう！チリメンモンスター！」に 37 人（定員

30 人）、「親子で作ろう！オリジナルスピーカー！」に 35

人（定員 30人）、「複雑化・深刻化する思春期の“いじめ” 
～子どもたちの SNS の現実、知っていますか？～」に 29

人（定員 60 人）、「これって、過保護？過干渉？～子ども

のやる気を引き出すために～」に 21人（定員 40人）の参

加があった。 

◆社会教育人権啓発事業は、「発達障がいのある大人の当事

者からのメッセージ～発達障がい当事者の現状や必要な

サポートについて考えてみませんか？～」に 84 人（定員

40人）の参加があった。 

◆枚方市教育委員会と枚方市ＰＴＡ協議会との共催事業「大

切な人の『想い』とともに・・・」に 366人（定員 400人）

の参加があった。 

◆「枚方市日本語・多文化共生教室『よみかき』」は、従来

生涯学習課が補助執行により実施していたが、実施会場の

生涯学習市民センターが指定管理者による運営となった

ことを踏まえ、平成 30 年度から、社会教育課の直接執行

に移行した（直営のサンプラザ生涯学習市民センターを除

く）。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

社会教育活動推進事業の募集人員に対する参

加人数の割合 

（目標値の根拠） 

参加割合の目標値を 80％とする 

実績値 

（％） 
93.80 81.60 97.43 

目標値 

（％） 
80.00 80.00 80.00 

達成割合 

（％） 
117.25 102.00 121.79 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 

 

② 図書館資料購入事務 担当課 中央図書館 
事業費計 

（千円） 
129,932 

概 要 実 績 

◆入門書から専門書に至る難易度ごとの蔵書バランスを意

識した資料及び教養を高める資料や市民のニーズ等を踏

まえた、あらゆる分野にわたり正確で新しい情報を提供

できる資料を計画的に購入する。 

◆図書館の蔵書となる図書を、児童書 11,460 冊、一般書

26,633冊、合計 38,093冊購入した。 

◆蔵書計画に定める収集方針を踏まえ、蔵書バランスを重視

した、資料の計画的な収集を実施した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

図書購入冊数 

（目標値の根拠） 

平成24年度～平成26年度の図書購入冊数の平

均 

実績値 

（冊） 
36,928 36,370 38,093 

目標値 

（冊） 
36,000 36,000 36,000 

達成割合 

（％） 
102.58 101.03 105.14 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

 

③ 香里ケ丘図書館建替事業 担当課 中央図書館 
事業費計 

（千円） 
323,455 

概 要 実 績 

◆平成 29年度に解体・基本設計を完成し、現香里ケ丘図書

館を閉館する。平成 30年度から現図書館を解体し、香里

ケ丘中央公園の擁壁工事完了後、図書館建物を建設する。 

◆新香里ケ丘図書館の基本設計・実施設計を夏までに完成さ

せた。 

◆４月開始の香里ケ丘図書館棟及び集会室棟を７月に解体

完了した。 

◆隣接の公園法面工事完成後、香里ケ丘図書館建築工事の契

約手続に入った。 

◆４月、南部生涯学習市民センター１階に香里ケ丘図書館代

替サービススポットを開設。香里ケ丘中央公園で２週間に

１回、自動車文庫による代替サービスを行った。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

香里ケ丘図書館建替事業期間（平成 28年４月

１日～令和２年３月 31日）における、事業の

進捗割合 

（目標値の根拠） 

事業完了を 100％とし、完了予定である平成 31

年度までの４年間で割った数値 

実績値 

（％） 
25.00 50.00 75.00 

目標値 

（％） 
25.00 50.00 75.00 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度 12月補正実行計画 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

 

④ 分館・分室巡回業務 担当課 中央図書館 
事業費計 

（千円） 
14,777 

概 要 実 績 

◆各図書館・分室が所蔵している図書館資料を、市民が希

望する図書館・分室で貸出・返却が出来るよう中央図書

館を起点に各図書館・分室を巡回する図書館資料の運搬

を委託により実施している。 

◆中央図書館と各図書館分館・分室を巡回する図書館資料の

運搬を委託により実施した。 

◆６月 18日の大阪北部地震の影響で、１日巡回を運休した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

分館・分室の巡回日数 

（目標値の根拠） 

平成 30年度当初に予定していた年間巡回回数 

実績値 

（日） 
653 302 499 

目標値 

（日） 
647 302 500 

達成割合 

（％） 
100.93 100.00 99.80 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑤ コンピュータシステム運営事業 担当課 中央図書館 
事業費計 

（千円） 
40,125 

概 要 実 績 

◆図書館コンピュータシステムにより中央図書館、分館、

分室をオンラインで結び、蔵書管理、貸出返却業務、イ

ンターネットによる蔵書検索サービスや予約サービス等

を行う。 

 

 

◆図書館システムを引き続き運用した。また、令和３年度に

行う図書館システムリプレイスに向けて、検討を進めた。 

◆７分館・３分室の端末及びプリンタの更新、中央図書館選

書担当の端末の増設を行った。 

◆令和元年度に行う学校図書館児童生徒用端末の導入に向

けて、手続きを進めた。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

インターネット予約件数 

（目標値の根拠） 

平成 24年度～平成 26年度のインターネット予

約件数の平均 

実績値 

（件） 
533,248 497,594 532,163 

目標値 

（件） 
580,000 580,000 580,000 

達成割合 

（％） 
91.94 85.79 91.75 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑥ 読書活動推進事業【再掲】※基本方策１に記載 担当課 教育指導課 

 

⑦ 中央図書館運営事業 担当課 中央図書館 
事業費計 

（千円） 
182,667 

概 要 実 績 

◆幅広い分野の図書館資料を所蔵し、各図書館、分室、自

動車文庫の貸出を支援するとともに、他の公共図書館と

の相互貸借、参考業務、児童サービスなどの中心となり

各種図書館サービスを行う。 

◆年間開館日数：289日 

貸出冊数：901,046冊 

予約受付件数（個人）：54,702件 

延べ利用者数：300,450人 

◆子ども読書活動推進事業として、１年を通しておはなし会

などを開催。夏休み期間に「子ども司書講座」を開催した。

また、枚方市こども夢基金を活用し、小惑星リュウグウに

到着した小惑星探査機「はやぶさ２」の開発に携わった

JAXA准教授の山田哲哉氏を迎えた講演会や、親子で楽しめ

るワークショップ、宇宙服の試着体験会等を開催した。 

◆３月に中学生を対象とした「第４回中学生ビブリオバト

ル」を開催した。 

◆成人対象のイベントとして、「大人の学校」やライブラリ

ーコンサートなどのイベントを開催した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

中央図書館来館者数 

（目標値の根拠） 

平成24年度～平成26年度の中央図書館来館者

数の平均 

実績値 

（人） 
502,639 487,304 483,332 

目標値 

（人） 
591,867 591,867 591,867 

達成割合 

（％） 
84.92 82.33 81.66 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 
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⑧ 生涯学習施設及び図書館管理運営効率化事業 担当課 中央図書館 
事業費計 

（千円） 
280,327 

概 要 実 績 

◆市民サービスの向上と、施設の効率的な運営の観点から、

生涯学習施設と図書館の複合施設の図書館６館に指定管

理者制度を導入する。 

◆平成 30 年４月、生涯学習市民センター・図書館の複合６

施設（楠葉・蹉跎・御殿山・牧野・津田・菅原）に指定管

理者制度を導入した。同 6施設の図書館においては、開館

日数・開館時間帯の拡充を行い、開館時間数を従来の約 1.5

倍とした。 

◆書籍消毒機や電子掲示板の設置、複合施設の特性を生かし

た児童・成人向けの各種事業を積極的に実施することで、

利用が増加した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

指定管理者制度を導入する施設数 

（目標値の根拠） 

当該年度に指定管理者制度導入を予定してい

る施設数 

実績値 

（施設） 
２ ２ ６ 

目標値 

（施設） 
２ ２ ６ 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 17 誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動

できるまち 

評価 達成 市長公約 平成 28・29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 枚方市立図書館第３次グランドビジョン 

 

基本方策９に対する評価 

市民サービスの向上、施設の効率的な運営、社会教育分野等における取り組みにより、市民の学習

機会の提供の工夫が行われており、円滑に事業実施できている。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

⑦中央図書館運営事業について、電子書籍の普及など読書環境の変化に伴い、来館者数の減少が見

られるので、より市民ニーズに応じた図書館運営に努めていただきたい。 
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基本方策 10 文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づく

りの推進 
一人ひとりの市民が多様な個性・能力を開花させ、人生を豊かにすることができるようにするために

は、豊かな文化・芸術にふれ、自然との関わりを持つことが大切です。 

また、市民のふるさと意識やまちへの愛着を育むには、まちの歴史文化への理解を深めることが必要

です。 

さらに、社会の高齢化が進む中で、生涯にわたって健やかな生活を過ごすことを可能にするためには、

健康な運動習慣を確立することが必要です。 

社会教育と学校教育の連携を強化し、子どもたちが文化・芸術や自然の中での活動など、様々な体験

ができる機会を確保します①。 

このような機会を提供することで、子どもたちをはじめとする市民が文化･芸術についての関心を深

め、そこに喜びや楽しみを感じられるような環境整備②に努めます。 

また、文化財等の適切な保存を進める③④とともに、特別史跡百済寺跡などの貴重な歴史文化遺産を生

かし⑤て、子どもたちや市民の郷土の歴史への理解を深める⑥とともに、歴史の薫り豊かなまちづくりや

文化観光への活用・発展を進めます。 

また、各種スポーツ・レクリエーション活動の充実⑦⑧やスポーツ環境の整備に取り組むとともに、健

康の維持増進を図るため、身近なところで誰もが取り組める健康スポーツの推進に取り組みます⑨。 

 

主要事業の状況 

① 野外活動センター利用促進事業【再掲】※基本方策２に記載 担当課 スポーツ振興課 

 

② 文化財啓発普及事業【再掲】※基本方策２に記載 担当課 文化財課 

 

③ 文化財保護管理事業 担当課 文化財課 
事業費計 

（千円） 
23,540 

概 要 実 績 

◆茄子作遺跡・藤田山遺跡・蹉跎東プレハブ文化財収蔵庫・

伝王仁墓等の文化財用地の草刈り等を行い、保護管理す

る。 

◆特別史跡百済寺跡の再整備に伴う発掘調査で出土した金

属製品等の遺物について、保存科学処理の実施。 

◆特別史跡百済寺跡のバス専用駐車場の管理委託の実施 

◆近年樹勢に衰えがみえつつある、府指定天然記念物枚方

田中邸のむくについて、樹木診断を行い、管理計画に基

づき必要な管理を行う。 

◆平成 29年度までは（公財）枚方市文化財研究調査会へ委

託していた①埋蔵文化財発掘調査遺物復元整理作業、②

民俗文化財収集整理作業を本事業としていたが、同会解

散に伴い平成 30 年度に事業統合するに際し、平成 30 年

度からは①は埋蔵文化財発掘調査事業へ、②は旧田中家

鋳物民俗資料館管理運営事業へ再編成した。 

◆発掘調査により出土した遺物の保存科学処理を実施。 

◆茄子作遺跡、藤田山遺跡、蹉跎東プレハブ文化財収蔵庫、

伝王仁墓等で、年２回の草刈りや樹木の剪定を行った。 

◆枚方田中邸のむくについては、樹木診断を実施し、今後の

管理計画を立てた。また平成 30年台風 21号の被害を受け

たため、枝の伐採等、応急処置を実施した。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

当該年度の遺物の保存科学処理事業進捗割合 

（目標値の根拠） 

当該年度の国庫補助金の費消率(％) 

実績値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約  

実行計画  

関連計画 ― 

 

④ 市指定文化財補助事業 担当課 文化財課 
事業費計 

（千円） 
4,789 

概 要 実 績 

◆建造物の所有者に 40,000円、建造物を除く有形文化財又

は記念物の所有者に 20,000円を交付する。これにより、

市指定文化財の保存管理を支援する。 

◆平成 30年度は、平成 30年台風第 21号により被害を受け

た文化財の復旧の促進を図るため、当該補助対象事業に

要する経費の２分の１以内で市長が定める額を交付する

（平成 31年３月 31日申請まで）。 

◆廃渚院観音寺鐘楼・梵鐘など３件の建造物と、意賀美神社

の算額など建造物を除く有形文化財及び記念物 10 件に交

付した（320千円）。 

◆平成 30年台風 21号により被害を受けた交野天神社末社貴

船神社本殿（市指定有形文化財）及び交野天神社本殿（重

要文化財）の修繕並びにこれら指定物件の上に倒れた木の

撤去について、補助金を交付した（645千円）。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

市指定文化財を管理・保存するために交付する

補助金の件数 

（目標値の根拠） 

市指定文化財を管理・保存するために交付する

補助金の申請件数 

実績値 

（件） 
13 13 17 

目標値 

（件） 
13 13 13 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 130.77 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約  

実行計画  

関連計画 ― 

 

⑤ 特別史跡百済寺跡再整備事業 担当課 文化財課 
事業費計 

（千円） 
90,106 

概 要 実 績 

◆平成 16年度に測量調査実施、平成 17年度から平成 25年

度の９年間で発掘調査を行い、並行して整備準備を行う。

また、再整備に向け、平成 24 年度から平成 25 年度に基

本計画の策定と基本設計を行う。平成 26年度に実施設計

を行い、平成 27年度より再整備工事に着手している。 

◆単年度計画事業としては目標を達成しているが、再整備

計画に基づき平成 30年度に事業完了としていた全体目標

からは遅れが生じていることから、スケジュールを見直

した上で事業完了に向け取り組む。 

◆平成 17年度から平成 25年度にかけて再整備に向けて発掘

調査を実施。平成 30年度は回廊東半分を立体復元した。 
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実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

当該年度の事業進捗割合 

（目標値の根拠） 

当該年度の国庫補助金の費消率(％) 

(目標)事業進捗割合の完全実施 

実績値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

目標値 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 100.00 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑥ 市史編さん年報発行事務 担当課 文化財課 
事業費計 

（千円） 
8,630 

概 要 実 績 

◆歴史資料の収集・整理・保存ならびに市民の歴史に関す

る照会及び資料利用等の要望に応えるとともに、枚方市

史年報を発行する。 

◆近世文書の複写版作成を 18冊（3,804 コマ）、郷土資料・

行政刊行物・歴史図書等の歴史資料を 784冊収集・整理・

保存した。また、枚方市史年報第 21号を発行した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

市史関係の照会および市史資料の利用件数 

（目標値の根拠） 

直近 10年間のうち、利用件数上位５年の平均

値 

実績値 

（件） 
233 284 230 

目標値 

（件） 
315 315 315 

達成割合 

（％） 
73.97 90.16 73.02 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標 19 地域資源を生かし、人々の交流が盛んなまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 ― 

実行計画 ― 

関連計画 ― 
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⑦ 市民スポーツカーニバル開催事業 担当課 スポーツ振興課 
事業費計 

（千円） 
1,033 

概 要 実 績 

◆体育協会、スポーツ推進委員協議会等様々な団体の協力

を得て、総合スポーツセンター、渚市民体育館、伊加賀

スポーツセンター、野外活動センターで市民の体力向上

と健康増進をはかるため、多彩なメニューを工夫して、

多くの市民参加のもと事業を実施している。 

◆各施設指定管理者、公益財団法人枚方体育協会、スポーツ

推進委員協議会等の協力を得て、総合スポーツセンター、

渚市民体育館、伊加賀スポーツセンター、野外活動センタ

ーの４施設で体力測定や各種スポーツ体験会等を実施し

た。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

参加人数 

（目標値の根拠） 

各施設の昨年度実績 

実績値 

（人） 
2,723 2,720 2,685 

目標値 

（人） 
2,200 2,723 2,720 

達成割合 

（％） 
123.77 99.89 98.71 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

⑧ 各種スポーツ大会等開催事業 担当課 スポーツ振興課 
事業費計 

（千円） 
36,601 

概 要 実 績 

◆各種競技大会（総合体育大会等）の運営を公益財団法人

枚方体育協会に委託し、実施。 

◆市内高校バレーボール大会を実施し、同競技の振興と青

少年の健全育成を図る。 

◆ラグビーカーニバルを公益財団法人枚方体育協会に委託

して実施。 

◆各種競技大会（総合体育大会等）の運営を公益財団法人枚

方体育協会に委託し、実施した（参加者：21,135人）。 

◆市内高校バレーボール大会を実施した（参加者：425人）。 

◆ラグビーカーニバルを公益財団法人枚方体育協会に委託

し、実施した。（参加者：534人） 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

各種大会等参加者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
24,316 24,918 22,094 

目標値 

（人） 
24,121 24,316 24,918 

達成割合 

（％） 
100.81 102.48 88.67 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

評価 概ね達成 市長公約 ― 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 
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⑨ スポーツ推進事業 担当課 スポーツ振興課 
事業費計 

（千円） 
1,749 

概 要 実 績 

◆策定されたスポーツ推進計画に基づき、「だれもが生涯に

わたってスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康を増

進し、人と人との交流を深めることを支える」を基本理

念として、関係部署と連携を図りながらスポーツ施策を

推進していく。 

◆策定された枚方市スポーツ推進計画に基づき、関係部署と

連携を図りながらスポーツ施策を推進した。連携協定を締

結したパナソニック パンサーズと学校園交流事業、市民

応援デーを実施した。また、FCティアモ枚方とホームタウ

ン承認に関して協議を行った。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

スポーツ活動者数 

（目標値の根拠） 

昨年度実績 

実績値 

（人） 
1,168,701 1,128,501 1,150,649 

目標値 

（人） 
1,132,000 1,168,701 1,128,501 

達成割合 

（％） 
103.24 96.56 101.97 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 

施策目標６ 誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 

評価 達成 市長公約 平成 29・30年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

⑥ 市史編さん年報発行事務 市史関係について庁内からの照会件

数が平成 28年度から減少している（27

年度 89件、28年度 59件、29年度 57

件、30年度 35件）。文化財課内での業

務の割振りを変更し、課全体で照会に

対応した結果、市史資料室における実

績値が減少し未達成となった。 

庁内からの照会に対応できるように市

史資料室の業務体制を整える。 

 

基本方策 10に対する評価 

文化・芸術・歴史・スポーツに親しめる環境づくりの推進という基本的な方策に対し、多くの文

化的施設を活用して、児童・生徒が文化・芸術・歴史に親しめる取り組みが推進できている。 

各事業についての意見は、下記のとおりである。 

⑥市史編さん年報発行事務について、市史資料の利用件数で評価しているが、史料の収集・整理・

保存も成果であるので、より適した評価の指標について検討していただきたい。 
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その他の主要事業 
主要事業の状況 

１ 児童の放課後対策事業 担当課 社会教育課 
事業費計 

（千円） 
23,979 

概 要 実 績 

◆全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様

な体験･活動を行うことができるよう、本市の児童の放課

後のありかたに関する基本的な考え方や、本市の取り組

みの実績等を踏まえ、さらにさまざまな立場からの意見

を聴取し、試行的に放課後子ども教室モデル事業を実施

する。子どもにとって望ましい「放課後」を実現してい

くために今後策定する「児童の放課後を豊かにする基本

計画」を踏まえ、本市の実情に即した児童の総合的な放

課後対策の計画的な整備を適切かつ円滑に行う。 

◆放課後子ども教室モデル事業を以下のとおり実施し、参加

児童及びその保護者のニーズ調査を実施した。 

１．第１クール 

（１）実施校：市立小学校４校（蹉跎・山田・津田・

樟葉北） 

（２）実施内容：放課後の校庭・指定専用室・図書室

等における児童の活動の安全確保・助言 

（３）実施期間・実施日数：平成 30 年 10 月１日から

平成 30 年 11 月 17 日まで（うち各校 22 日間実

施） 

（４）延べ参加者数：2,014人（４校合計） 

２．第２クール 

（１）実施校：市立小学校４校（蹉跎・山田・津田・

樟葉北） 

（２）実施内容：放課後の校庭・指定専用室・図書室

等における児童の活動の安全確保・助言及び教

室における体験活動に係る指導・助言 

（３）実施期間・実施日数：平成 30年 11月 19日から

平成 31年２月 16日まで（うち各校 50日または

51日間実施） 

（４）延べ参加者数：3,847人（４校合計） 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

児童及び保護者へのアンケート調査における

放課後子ども教室モデル事業に対する満足度 

（目標値の根拠） 

満足及びやや満足の割合の目標値を 80％とす

る 

実績値 

（％） 

 
89.00 87.50 

目標値 

（％） 

 
85.00 80.00 

達成割合 

（％） 

 
104.71 109.38 

関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

評価 達成 市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 30年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

２ 留守家庭児童会室整備事業 担当課 放課後子ども課 
事業費計 

（千円） 
69,315 

概 要 実 績 

◆平成 29年度からの対象学年の段階的拡大に向け、入室児

童数の増加に対応するために必要な施設整備を行う。 

◆磯島及び桜丘留守家庭児童会室の増築工事を終了し、平成

30年４月１日より供用を開始した。 

◆平成 30年 11月から香陽留守家庭児童会室の建替工事に着

手したが、全国的な建設需要の高まりから建築資材（高力

ボルト）の受注が追い付かず、入荷できない状況となり、

予算を令和元年度に繰り越すとともに、工期を３カ月延長

した。また、老朽化に伴う空調設備の更新等も実施した。 

実績値及び目標の説明 年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

留守家庭児童会室建替等件数 

（目標値の根拠） 

留守家庭児童会室施設整備計画のとおり 

実績値 

（件） 
４ ２ 0.5 

目標値 

（件） 
４ ２ １ 

達成割合 

（％） 
100.00 100.00 50.00 
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関
連
計
画 

第５次 

総合計画 

基本目標 一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 

施策目標 15 子どもたちが健やかに育つことができるまち 

評価 

未達成だが 

その方向に 

進んでいる 

市長公約 平成 29年度市政運営方針 

実行計画 平成 28年度当初実行計画 

関連計画 ― 

 

未達成事業への対応 

事業名 未達成理由 今後の方向性 

２ 留守家庭児童会室整備事業 全国的な建設需要の高まりから建築用

資材（高力ボルト）の受注が追い付か

ず、入荷できない状況となったため 

平成 30 年度からの香陽留守家庭児童

会室の建替工事を完了し、７月から供

用を開始する。 

 

その他の主要事業に対する評価 

 放課後に就学児童が健全かつ安全・安心に過ごせるよう実施された放課後対策事業について、利用

者のアンケート結果からも満足していただいている状況が伺える。 

今後とも、子どもたちが放課後においても安全かつ安心に過ごせるよう事業を計画的に推進してい

ただきたい。 
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７．枚方市教育委員会の平成 30年度の活動の概要  

枚方市教育委員会は、市長が市議会の同意を得て任命した教育長と４人の委員により組織される合

議制の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を管理執行しています。教育長は教育委

員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。教育長の任期は３年、委員の任期は４年です。 

 

【教育委員会の構成】                         （平成31年３月31日現在） 

職 名 氏 名 任 期 

教 育 長 奈 良  渉 
平成28年４月１日～ 

平成31年（2019年）３月31日  

教育委員 神田 裕史 
平成29年４月１日～ 

令和３年（2021年）３月31日  

教育委員 橋野 陽子 
平成28年４月１日～ 

令和２年（2020年）３月31日  

教育委員 谷元 紀之 
平成28年９月27日～ 

平成31年（2019年）３月31日  

教育委員 近藤 孝 
平成30年４月１日～ 

令和４年（2022年）３月31日  

 

（１）平成30年度教育委員会定例会・臨時会の開催実績 

教育委員会の会議は原則として毎月定例会を開催し、必要に応じて臨時会を開催しています。定

例会とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条の規定に基づき、枚方市教育委員会会

議規則第２条第２項の規定により毎月１回開催する会議です｡臨時会は､同規則第２条第３項の規定

により臨時に開催する会議です。 

 

（２）平成 30年度教育委員会協議会案件 

教育委員会協議会は、枚方市教育委員会会議規則第18条の規定により、委員会の所管事項につい

て、教育長から報告を受ける必要があると認めるとき、又は特定の事項について調査、研究等の必

要があると認めるときに開催する会議です。 

 

【平成 30年度教育委員会定例会・臨時会の開催実績及び協議会案件】 

区分 年 月 日 
日数 

(日) 

出席 

委員数 

(人) 

審  議  内  容 （件） 協議会

案件数 原案 

可決 

修正 

可決 
選挙 承認 

不 

採択 
継続 聴取 計 

平成30年第４回 

定例会・協議会 
平成30年４月20日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ １ 

平成30年第５回 

定例会・協議会 
平成30年５月24日 １ ５ ４ - - １ - - １ ６ ５ 

－ 52 －



区分 年 月 日 
日数 

(日) 

出席 

委員数 

(人) 

審  議  内  容 （件） 
協議会 

案件数 原案 

可決 

修正 

可決 
選挙 承認 

不 

採択 
継続 聴取 計 

平成30年第６回 

定例会・協議会 
平成30年６月28日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ １ 

平成30年第７回 

定例会・協議会 
平成30年７月23日 １ ５ １ - - １ - - - ２ ３ 

平成30年第８回 

定例会・協議会 
平成30年８月31日 １ ５ ３ - - ２ - - - ５ ８ 

平成30年第９回 

定例会・協議会 
平成30年９月18日 １ ５ １ - - ２ - - - ３ １ 

平成30年第10回 

定例会・協議会 
平成30年10月30日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ ２ 

平成30年第11回 

定例会・協議会 
平成30年11月26日 １ ５ ４ - - ３ - - １ ８ ７ 

平成30年第12回 

定例会・協議会 
平成30年12月21日 １ ５ ５ - - ２ - - - ７ - 

平成31年第１回 

定例会・協議会 
平成31年１月25日 １ ５ １ - - １ - - - ２ - 

協議会のみ 平成31年２月１日 １ ５  １ 

平成31年第２回 

定例会・協議会 
平成31年２月22日 １ ５ ３ - - ３ - - - ６ ８ 

平成31年第３回 

定例会・協議会 
平成31年３月19日 １ ５ ２ - - １ - - - ３ ２ 

 

（３）平成30年度教育委員会の活動状況 

 

 
会議・行事等 

出席回数 

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 

① 学校関係（式典、行事等） 13回 19回 17回 

② 学校関係（授業視察等） 35回 24回 21回 

③ 教育委員会関係（式典、会議、行事等） 81回 93回 67回 

④ 枚方市、市議会、各種団体関係（式典、会議、行事等） 35回 34回 34回 

⑤ 教育長協議会、会議研修等 18回 16回 29回 

⑥ 教育委員研修会等 ６回 ７回 ７回 

合計 188回 193回 175回 

 

－ 53 －
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